














標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：20 １／１

平成２９年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第５．１０．（２） 1．標準仕様書修正
(「検索」処理)

１．詳細仕様説明書
（受２０５）

受付ファイル検索項目の検索キーに生年月日と 001
受理送付区分を追記する。
※併せて誤植を修正する。

30007-2 



〔処理概要〕

(１)　検索は現行の戸籍簿の検索にあたる「個人検索」と，現行の受附帳の検索にあたる「受付ファイル検索」を行うこ
　　とができる。
　①個人検索
　　対象はシステム稼働後の現在戸籍およびシステム稼働後に発生した除籍である。
　　現行の戸籍簿の検索との違いは，該当個人検索時に同時に個人状態ファイル及び不受理申出ファイルを検索表示で
　　きることにある。
　　流れとしては検索キーを入力し，該当者が複数存在すれば該当する戸籍の一覧を表示（該当戸籍一覧画面）し，そ
　　の中から該当戸籍を選択する。該当戸籍の選択後（キー入力で個人が確定できた場合は直接），戸籍の構成員一覧
　　を表示（戸籍構成員一覧画面）する。この画面で本籍，筆頭者，戸籍事項欄，構成員の名欄の一部及び個人状態の
　　有無が表示される。さらに構成員を選択することにより，その個人の名欄および身分事項が表示される（個人詳細
　　画面）。個人状態および不受理申出の表示もこの画面から展開することができる。
　　要件定義書には記述されていないが戸籍ＤＢに前個人番号をセットすることにより，個人詳細画面より前歴として
　　前戸籍の個人詳細を表示することができる（管内異動に限られる）。
　②受付ファイル検索
　　対象は現行の受附帳および発収簿の一部（受理・処理伺い等）である。
　　流れとしては個人検索同様にキー入力を行い，対象が複数あればその該当一覧を表示し，選択後に受付画面が表示
　　される。

〔遵守事項〕

(１)　個人検索における順守事項を下記に示す。
　　①検索キーは次の１０項目を限度とする（要件定義書上では全部を記述していない）。メインキーとサブキーの切り
　　　分けはメーカに一任する。
　　　・本籍
　　　・カナ氏名
　　　・漢字氏名
　　　・生年月日
　　　・筆頭者（漢字）
　　　・戸籍編製日
　　　・戸籍消除日
　　　・入籍日
　　　・除籍日
　　　・現除区分

(２)　戸籍構成員一覧の個人の記載順位（表示順位）は法令，通達等に基づく。

(３)　受付ファイル検索における順守事項を下記に示す。
　　①検索キーは次の項目とする。メインキーとサブキーの切り分けはメーカに一任する。
　　　・受領番号
　　　・事件本人カナ氏名
　　　・事件本人漢字氏名
　　　・事件本人生年月日
　　　・受領日の範囲
　　　・届出事件コード
　　　・受理送付区分
　　　・渉外区分
　　　・処分区分

(４)　受付ファイルに関しては履歴表示も行えるようにする。

(５)　個人検索，受付ファイル検索における検索キー項目以外を検索キーとすることは認めない。また，すべてを検索キ
　　－とする必要はない。

〔留意点〕

(１)　個人検索において，カナ氏名，漢字氏名の検索は旧氏名でも検索可能としている。

(２)　戸籍事項，身分事項の表示は証明書と同様にするのが基本であるが，一事項をベタ打ち（連続表示）しても構わな
　　い。

(３)　個人状態の破産者，犯歴区分の表示の有無は自治体の運用（判断）に委ねる。

(４)　ロックがかかっている戸籍を検索した場合は，メッセージにてその旨を表示する（「第４－１０（４）　異動検索処理」
　　を参照のこと）。

第　５

詳細仕様説明書
主　　　管　　　課　　　名 頁　　　数

１０
シ　ス　テ　ム　化　調　査　研　究　会 １／１

（２）

００１

ド　キ　ュ　メ　ン　ト　名　称 作　成　日　付 改　訂　日　付 版

　「検索」処理 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日 20

30008 

































































































































































































































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：20 １／１

平成２９年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第７．２．（２） 1．標準仕様書修正
(「検索」処理)

１．システム処理の概要説明
（受２０５）

受付ファイル検索の検索項目に生年月日と 001
受理送付区分を追記する。
※併せて項目名を分かりやすく修正する。

２．関連チェック表
（受２０５）

生年月日を追記する。 043

30120-2 



版 頁

１．検索処理の概要

　Ａ．個人検索
　・個人検索処理には，該当戸籍一覧表示，戸籍構成員一覧表示，個人詳細表示，個人状態表示，不受理申出表示がある
　・該当戸籍一覧表示では，該当戸籍を表示選択し，戸籍構成員一覧表示では，該当戸籍の構成員を表示し個人を選択する

　　　個人詳細表示及び個人状態ファイル表示，不受理申出ファイル表示では，選択された個人の各ファイルを検索して表示する
　・該当戸籍一覧表示での検索項目は，本籍，氏名，仮名氏名，生年月日，筆頭者の氏名，戸籍の編製日，戸籍の消除日，入籍日，除籍日及び戸籍又は除籍の別の

　　　１０項目であり，当説明では，本籍，漢字氏名，カナ氏名，生年月日，筆頭者と称して５検索キーのみの説明を記す。

　Ｂ．受付検索
　・受付検索には，受付ファイル選択，受付ファイル検索があり，受付ファイル選択で選択された受付ファイルの内容を受付ファイル検索で表示する
　・受付ファイル選択での検索項目は，受付（受領）番号，氏名，カナ氏名，生年月日，届書等の受領年月日，届出事件の種別，渉外事件であるかどうかの別，受理か送付であるかどうかの別
　　及び処分決定における処分の区分であり，当説明では，受領番号，漢字氏名，カナ氏名，生年月日，受領日，届出事件コード，渉外区分，受理送付区分，処分区分と称して説明を記す。

２．各検索画面でのPFキー

受付ファイル検索実行キー
該当戸籍一覧
受付ﾌｧｲﾙ選択

戸籍構成員一覧 個人詳細表示

入力画面初期化

ＰＦ１１ 戸籍項目次頁 個人状態表示 個人状態表示

ＰＦ１２ 入力画面初期化

ＰＦ１０ 戸籍項目前頁 不受理申出表示 不受理申出表示

ＰＦ９ 個人詳細表示 個人詳細表示

前戸籍個人表示

次頁表示

ＰＦ７ 前頁表示 構成員項目前頁 前頁表示 前頁表示 前頁表示 前頁表示

ＰＦ８ 次頁表示 構成員項目次頁 次頁表示 次頁表示 次頁表示

ＰＦ４ 次頁構成員

ＰＦ５ 該当戸籍一覧 戸籍構成員一覧 戸籍構成員一覧 戸籍構成員一覧 受付ﾌｧｲﾙ選択

ＰＦ６

前履歴表示

20   1/4
（　１　）

０
０
１

　　　　　　　　　画面
PFキー

検索処理メニュー 該当戸籍一覧 戸籍構成員一覧 個人詳細表示

ＰＦ３ 前頁構成員

次履歴表示

検索処理メニュー 検索処理メニュー 検索処理メニュー 検索処理メニュー 検索処理メニュー 検索処理メニュー 検索処理メニューＰＦ２

第　２
システム処理の概要説明

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

不受理申出表示 個人状態表示 受付ﾌｧｲﾙ選択

ＰＦ１ 戸籍業務メニュー 戸籍業務メニュー 戸籍業務メニュー 戸籍業務メニュー 戸籍業務メニュー

改　　訂　　日　付

３
検索処理 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日

戸籍業務メニュー 戸籍業務メニュー 戸籍業務メニュー

受付ﾌｧｲﾙ検索

30
12
1
 























































































版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

０１ （№1）受領番号，（№2）受付日，（№3）処分区分，（№4）カナ氏名，（№5）漢字氏名，（№6-1）生年月日の 『関連エラーがあります。

　　　　いずれかに必ず入力があること（複数入力可能） 　正しく入力してください。』

改　　訂　　日　付

０
４

３

３
　受付ファイル選択表示 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日　 20 １０／１０

（　６　）

処　　　　理　　　　名

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

７．０　入力検索キーのチェック    受付ファイル選択画面

30
16
4
 

















標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
１ ／ １

平成３０年　３月３１日

第７．２．（３） 標準仕様書見直しによる第２１版の仕様書改訂
（「届出選択」
　処理）

（１）「受理照会」「処理照会」がそれぞれ「受理伺い」「処理伺い」と
　　　なっていたため修正。あわせて、「該当の受領番号の届は，伺いでは
　　　ありません。」のエラーメッセージも、「該当の受領番号の届は，
　　　照会ではありません。」に修正

００８

版数：２１．０

項番 業務（届書）名 修　　　　正　　　　内　　　　容 ページ 添付資料№

1

30171-2 

















版 頁

（１） 入力された受領番号をキーに届書ファイルを検索する　（ある　：　ＹＥＳ，　ない　：　ＮＯ） ／

(2)　届書排他区分＝１　：　『排他』である　（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (3)　エラーメッセージ (4)　本紙へ

　　　「該当の受領番号の届は現在処理中です。移動処理は行えません。」を表示

Ｎ　Ｏ (5)　→　(6) へ

(6)　入力された受領番号をキーに受付ＤＢを検索する　（ある　：　ＹＥＳ，　ない　：　ＮＯ） ／

(7)　決裁区分は １ ： 『決裁』　又は ４ ： 『欠番』 である　（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (8)　エラーメッセージ (9)　本紙へ

　　　「該当の受領番号の届は，再処理は行えません。」を表示

Ｎ　Ｏ (10)　→　(13) へ ／

(11)　エラーメッセージ (12)　本紙へ

　　　　「該当の受領番号の届はありません。」を表示

(13)　画面入力された該当事件コードは ５０ ： 『受理指示』 又は ５１ ： 『不受理指示』である　（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

(14)　処分区分は ３ ： 『受理照会』 又は ４ ： 『処理照会』 である　（ＹＥＳ，ＮＯ）

ＹＥＳ (15)　→　(19) へ

Ｎ　Ｏ (16)　エラーメッセージ (17)　本紙へ

　　　　「該当の受領番号の届は，照会ではありません。」を表示

(18)　→　(19) へ ／

(19)　受付ＤＢ．関連受領番号１～５まで繰り返す ／

(20)　受付ＤＢ．関連受領番号に入力がある　（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (21)　入力された受領番号　＜　受付ＤＢ．関連受領番号である　（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (22)　→ ／

Ｎ　Ｏ (23)　エラーメッセージ (24)　本紙へ

　　　　「関連する届があります。基本となる届の受領番号を入力して

ください。」を表示

Ｎ　Ｏ (25)　→ ／

(26)　受理指示事件コードを初期化する

(27)　該当事件コード（４，８，１０，１２，５０，５１，その他）

０
０

８

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

／
Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

２１ ８／１２（　３　）

処　　　理　　　名 　３．０　別　紙 　根　拠　法　令（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

届出選択 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成３０年　３月３１日

3
01
79
 















標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：21 １／１

平成３０年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第7.2.(4) 1.標準仕様書修正 1
（異動検索） 除籍者を選択した場合の感化について記述を追加

「７）．除籍者が選択された場合は，注意喚起
のメッセージ等を表示」を追加。

2.「後見届」を「未成年後見届」に修正 4
「被後見人」を「未成年被後見人」に修正
「後見人」を「未成年後見人」に修正

30185-2 



版 頁

★前提★

　ここに記述するものは，基本的な例であり，処理機能・画面等は，各自治体・メーカー一任とする。

　但し，次に掲げる事項は，必須とする。

１）．該当者選択時における審査不可区分のチェック

区分 新メッセージ内容
１ 審査不可区分が設定されています。（渉外婚姻）
２ 審査不可区分が設定されています。（婿養子縁組婚姻，入夫婚姻）

２）．不受理申出がある場合の，不受理申出画面の強制表示

３）．出生子の名に使える文字のチェック

４）．本籍，住所等選択入力の場合のコードの設定

５）．戸籍ＤＢの排他制御（ロック）処理（エラーメッセージ表示含む）

６）．その他，処理に必要なコード等の設定

７）．除籍者が選択された場合は，注意喚起のメッセージ等を表示

21 1／4
（　１　）

０
０
１

改　　訂　　日　付
３

異動検索 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
システム処理の概要説明書

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成３０年　３月３１日

30
18
6 



版 頁

１．異動検索処理業務の概要図

事件コード

検索
表示

検索
対象者コード

個人番号
戸籍番号

作成

1 2／4
（　１　）

０
０
２

改　　訂　　日　付
３

異動検索 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
システム処理の概要説明書

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成　　年　　月　　日

戸籍ＤＢ 

中間Ｆ 

該当戸籍一覧 

戸籍構成員一覧 

個人詳細表示 

不受理申出表示 

各届出入力画面 

各届書画面編集 
戸籍ＤＢロック 

中間Ｆ作成 

戸籍ＤＢ 

個人状態表示 

30
18
7 



版 頁

１．異動検索処理業務の概要

　　　　　Ａ．各届書入力画面からの制御

・各届書入力画面から，事件コードを受け取る。

　　　　　Ｂ．．該当戸籍一覧～個人詳細表示

・該当戸籍選択：検索処理と同様

・戸籍構成員一覧：与えられた事件コードに対する該当者及び該当戸籍を選択する。【次頁参照】 該当者／該当戸籍分繰り返す

・個人詳細表示：検索処理と同様

・個人状態表示：検索処理と同様

・不受理申出表示：検索処理と同様

　　　　　Ｃ．．該当者選択終了後

・該当者に不受理申出Ｆが存在すれば，不受理申出に該当するかどうかの判断入力ができる不受理申出の画面を強制的に出力させる。
判断結果は，異動入力へと引き継ぐ。

・該当する戸籍に対して，ロックをかける

・届書画面に対応する中間Ｆを作成する。

　　　　　Ｄ．．届書画面編集

・作成した中間Ｆより画面へ編集する。

1 3／4
（　１　）

０
０
３

改　　訂　　日　付
３

異動検索 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
システム処理の概要説明書

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成　　年　　月　　日

30
18
8 



版 頁

新本籍の入力

新本籍の入力

国籍取得届

名の変更届

転籍届

新本籍の入力

名変更者

氏変更者

氏変更者

氏変更の筆頭者

転籍の筆頭者
転籍者

外国国籍喪失届

１０７条１項届

１０７条２項届

１０７条３項届

１０７条４項届

新本籍の入力

新本籍の入力

戻る戸籍

入籍届
入籍者の配偶者

入籍者

姻族関係終了届

推定相続人廃除届 被廃除者
廃除者

分籍者

新本籍の入力

新本籍の入力

新本籍の入力

新本籍の入力

新本籍の入力

新本籍の入力

新本籍の入力

新本籍の入力

新本籍の入力

氏変更者

国籍喪失者

国籍選択者

外国国籍選択者

氏変更者

国籍喪失者の
配偶者

入籍戸籍

入籍戸籍（の筆頭者）

入籍戸籍（の筆頭者）

戻る戸籍（の筆頭者）

入籍戸籍

出生届

認知届

養子縁組届

養子離縁届

新本籍の入力

就籍届

新本籍の入力

特別養子縁組届

特別養子離縁届

法７３条の２届（法６９条の２届）

養子離縁届同時７３条の２届

婚姻届

離婚届

７７条の２届

離婚届同時７７条の２届

親権（管理権）届

未成年後見届

保佐届

死亡届

失踪宣告届

復氏届

被保佐人
保佐人

夫
妻

縁氏続称者

養子・養女
養父
養母

親権者（管理権者）

未成年被後見人
未成年後見人

婚氏続称者

夫
妻

復氏届

姻族関係終了者

夫
妻

養母

養子・養女

帰化届

国籍喪失届

国籍選択届

新本籍の入力

分籍届

戻る戸籍（の筆頭者）

戻る戸籍（の筆頭者） 新本籍の入力

死亡者
死亡者の
生存配偶者

失踪者
失踪者の
生存配偶者

未成年者

養父
養母

養子・養女
養父

（子の母）

養子・養女
養父
養母

被認知者（子）
認知者（父）
被認知者の母

入るべき戸籍

養母

備　　考 届　　書　　名 該　当　者

（　１　）

０
０
４

処　　理　　名 1.0　異動検索の届書別該当者一覧

届　　書　　名 該　当　者 該　当　戸　籍

母
届出人

該　当　戸　籍 備　　考

父

平成３０年　３月３１日 21 4／4

養子・養女
養父

第　２
システム処理の概要説明書

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

異動検索 システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

30
18
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１5．０ １／１

平成２４年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．１ 標準仕様書修正
（出生届）

１． 要件定義ワークシート
（出生８５）

入るべき戸籍の母が除籍者の場合は、審査結果入力
とする。

００１

（出生８６）
離婚後３００日以内の出生子への「親権」事項の記載
について、昭和３６年１２月５日付民事甲第３０６１号通
達にて記載省略の通達があるが、コンピュータ化の際
には省略せず記載することとなっている。システム処
理の概要説明に明示することとした。

００１

（出生８４）
(127-1)～(127-2)責めに帰することのできない事由に
より、期間経過後に出生届と共に国籍留保の届がさ
れた場合の記載について、出生事項中に【特記事
項】として「責めに帰することのできない事由により期
間経過」を記載しますが、在外送付区分に関係なく記
載することとした。
(128)根拠法令欄の「受理伺い」は誤植。

019

30203-3 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１６ １／１

平成２５年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7.2.(5).1 1．標準仕様書修正（出生100（2010年1月22日議事））
（出生届） 12版で追加された(17)～(21)審査について、不受理要件 64

となる内容を修正

（修正前）
(17) 届出人．資格≠母　かつ
　　新戸籍の本籍≠入るべき戸籍．本籍 (YES,NO)

（修正後）
(17) 届出人．資格≠母　かつ
　　新戸籍の本籍≠入るべき戸籍．本籍　かつ
　　新戸籍の本籍≠スペース　かつ
　　入るべき戸籍．本籍≠スペース (YES,NO)

30203-4 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：17 １／１

平成２６年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第７．２．（５）．１ 1．標準仕様書修正（出生106（2013年2月15日議事））
（出生届）

１．審査処理
・ 父外国人・母日本人かつ除籍者の際に「審査結果 １６－１

入力」とする審査を追加 １７
（2008年度13版で追加した（49-1）～（49-4）の審査
が2009年度13版で落丁したため、再度追加）

2.追記
・（５０）～（５９）が未使用のため、備考に欠番である旨 １７

を記述

30203-5 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１８ １／１

平成２７年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第７．２．（５）．１ 標準仕様書見直しによるシステムの対応
（出生届）

１．関連チェック
・ 氏等の関連チェックの追加

　　修正対象外とする

2.母50歳以上の出生について
・ 医療法第1条の5第1項に規定する病院で出生した場 65

合は、受理して差し支えない。 65-1
・ 学齢に達した審査を送付分を行う

3.データ編集表
・7.1 子の入籍（一部記録）個人特定 115
   出力区分
　異動事件コード
　　　項目削除

30203-6 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１9 １／１

平成２８年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第７．２．（５）．１ 標準仕様書見直しによるシステムの対応
（出生届）

１． 3.0 審査 3/11（レアケース,不受理,以降の処理制御） 017
・ 誤植

　　(78)～(81)　を欠番

2.　　平成26.1.27民一77号による変更
・ 父が性同一性障害の場合、確認メッセージにより 20-1

審査続行とする。

3. 3.17 審査 （出生区分＝非嫡出子）
・ 誤植 64

　　”不受理”　記載もれ

4. 3.18 審査 1/2 （受理照会等）
・ 誤植 65

　　飛び先  ”11”　を　”10-1”　へ

30203-7 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：20 １／１

平成29年3月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第７．２．（５）．１ 標準仕様書見直しによるシステムの対応
（出生届）

１．関連チェック
・ 処理日と受領日のチェック 9

・ 父母婚姻中の配偶者区分のチェック １４－１

２．審査
・ 遷移先の誤植 １６－１

・ １２版の修正漏れ ２０

・ １９版の修正誤植 ２０－１

・ 誤植 ６４

・ 年齢判定記載の変更 ３９
６５
７５

30203-8 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：21 １／１

平成３０年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料ＮＯ

1 第7.2.(5).1 1.標準仕様書修正（出生112）
（出生届） 事実主義の審査が、管内のみに限定されているため、

管外についても審査がされるように修正する。
①管外で入籍事件日が空欄の場合、(250）まで、スキップ 20-2,21

していた処理を削除
②管外で入籍事件日が空欄の場合の判定を追加 33,36,39

39-1,69
72,75,76
82

2.標準仕様書修正（出生138）
20版修正の年齢起算の不等号の向きの修正 39,65,75

3.標準仕様書修正（出生139）
審査の飛び先の番号誤り 20-2
誤：（164-39）→（165）
正：（164-39）→（164-40）

4.標準仕様書修正（出生141）
住所と世帯主の入力項目がある場合にチェックの有無が 11
届書でバラツキがあるためチェックを行なう。
以下の関連チェックを追加。
①(NO.19)出生子.住所＝スペースの時、

(NO.20)出生子.世帯主氏名＝スペースであること

②(NO.20)出生子.世帯主氏名≠スペースの時、
(NO.19)出生子.住所≠スペースであること

30203-9 



版 頁

１．出生業務範囲外の処理

    (1). 国外の出生地主義，条件付出生地主義，血統主義に関する審査
    (2). 裁判以外の嫡出の推定を排除する例外事由の内容についての審査
    (3). 新国籍法施行前（昭和２５年６月３０日以前）の出生届（審査結果業務）
    (4). 改正国籍法施行前（昭和５９年１２月３１日以前）に外国人と婚姻し，現在も（養）父母の戸籍にいる者の出生届（審査結果業務）
    (5). 入るべき戸籍の父母双方が除籍である場合（審査結果業務）
    (6). 母重婚中に出生した出生届（審査結果業務）
    (7). 親子関係存在確認の裁判によるもの（審査結果業務）
    (8). 父母又は母の親子関係不存在確認の裁判によるもの（審査結果業務）
    (9). 国籍留保届出人が法定代理人である場合の出生届（審査結果業務）
  (10). 非嫡出子を出生した母（構成員，配偶者区分＝未）が，出生当時の戸籍より除籍となっている場合の出生届（審査結果業務）
  (11). 父母婚姻前出生，又は婚姻後２００日以内出生の時，胎児認知があり，胎児認知者が母の夫以外である場合の出生届（審査結果業務）
  (12). 嫡出子出生届により，既に入籍している子の弟妹につき父母との続柄を訂正する場合の訂正処理（訂正業務）
  (13). 出生子の名のみの届出の場合（審査結果業務）
  (14). 胎児認知がある場合，胎児認知を届け出た市区町村以外への出生の届出（審査結果業務）
　　　　及び，送付分による父のみの胎児認知の記録の出生届
  (15). 同一人との再婚後に出生した場合の出生届（審査結果業務）
  (16). 入るべき戸籍の本籍が管外であり，入籍事件日への入力がない場合は，入るべき戸籍，出生区分等の審査（審査３．５～３．１２）については審査しない。
　　　　但し，入籍事件日への入力がある場合は，通常の審査を行う。
  (17). 改正国籍法施行前（昭和５９年１２月３１日以前）に国外で出生した場合の出生届（審査結果業務）
  (18). 父又母が性同一性障害者で，性同一性障害による性別変更以前に出生した出生届（審査結果業務）
  (19). 日本人男と外国人母が婚姻し、離婚後300日以内に出生、別の日本人男が胎児認知届を行い、前夫との嫡出否認の裁判の出生届
  (20). 国籍喪失者(筆頭者)とその配偶者の嫡出子出生届(外国人と日本人の嫡出子出生届)(審査結果入力)→戸籍編製マトリックスで判断項目が不足しているため、審査結果入力対象とする。
  (21). 胎児認知届が証書提出の場合→出生届に証書関連の入力項目が存在しないため、審査結果入力対象とする。
  (22). 入るべき戸籍の母が除籍者の場合は、審査結果入力対象とする。

２．出生届出入力画面の意義

    (1). その１画面：出生子・届出人の各項目を入力する。
    (2). その２画面：入るべき戸籍・父母の各項目を入力する。
    (3). その３画面：上記入力以外の身分事項記載用データを入力する。

３．その他

    (1). 対象父（現夫，前後夫，届書の父）について
　　　　・審査で使用している対象父の考えは，画面上に入力された父を現夫として取り扱っている。
　　　　　従って，審査のパターンによっては，母の実際の夫が後夫として取り扱われる場合もある。
    (2). 離婚後３００日以内の出生子への「親権」事項の記載について
　　　　・昭和３６年１２月５日民事甲第３０６１号において、記載不要との先例があるが、コンピュータ化後の記載としては省略せずに記載するものとする。

平成　２４　年　３月　１日 15 1／79

第　２
システム処理の概要説明書

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者

（　１　）

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

０
０

１

３
出        生 システム化調査研究会 平成　６年　１２月　１日

30
2
0
4 

















版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

1 （№3）送付日＝スペースの時，（№4）発送元＝スペース　であること 「関連エラーがあります。正しく入力して

2 （№3）送付日≠スペースの時，（№4）発送元≠スペース　であること 下さい。」

3 （№3）送付日≠スペースの時，（№3）送付日≧（№2）受領日　であること

4 （№3）送付日＝スペースの時，（№5）在外送付区分＝０：受理分　であること

5 （№3）送付日＝スペース，かつ，（№15）出生子の出生区分≠４の時，

　　（№9）動態区分＝１：要　であること

6 （№4）発送元≠スペースの時，（№5）在外送付区分≠０：受理分　であること

7 （№4）発送元≠スペース，かつ，（№4）発送元の最終文字が「市」「区」「町」「村」「長」以外のとき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（№5）在外送付区分＝１：国内からの送付　であること

8 （№4）発送元≠スペース，かつ，（№4）発送元の最終文字が「市」「区」「町」「村」「長」以外のとき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（№5）在外送付区分＝２：在外公館の直接送付　または

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（№5）在外送付区分＝３：在外公館の国内経由　であること

9 （№4）発送元≠スペース，かつ，（№5）在外送付区分＝２：在外公館の直接送付　のとき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（№9）動態区分＝１：要　であること

10 （№4）発送元≠スペース，かつ，（№5）在外送付区分＝１：国内からの送付　　　　または

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（№5）在外送付区分＝３：在外公館の国内経由　のとき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（№9）動態区分＝０：不要　であること

11 （№6）処理日≠スペースの時，（№6）処理日＞（№2）受領日　であること 第20版変更

12 （№8）郵送日≠スペースの時，（№3）送付日＝スペース　であること

13 （№8）郵送日≠スペースの時，（№8）郵送日≦（№2）受領日　であること

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

０
０

９

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成　29　年　3  月　31日 20 ９／７９

（　６　）

処　　　　理　　　　名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

２．０　関連チェック表（１／６） 出生（共通項目欄）

30
21
2
 





版 頁

ＮＯ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

(ＮＯ.52)母筆頭者氏名=スペースであること 「関連エラーがあります。

23 (ＮＯ.57)本籍≠ スペース　又は　(ＮＯ.58)筆頭者≠ スペースの時 　正しく入力して下さい。」

(ＮＯ.57)本籍≠ スペースかつ　(ＮＯ.58)筆頭者≠ スペースであること

24 (ＮＯ.59)国籍留保届出人区分≠ スペースの時、(ＮＯ.60)在外公館名=スペースであること

25 (ＮＯ.60)在外公館名≠ スペースの時、(ＮＯ.59)国籍留保届出人区分=スペースであること

26 (ＮＯ.61)区分=1,　2の時

27 (ＮＯ.61)区分=3,　4の時

28 (ＮＯ.62)確定日≠ スペースの時

29 (ＮＯ.63)子の氏変更申出区分≠ スペースの時

30 (ＮＯ.64)対象父氏名≠ スペースの時

31 (ＮＯ.65)対象父生年月日≠ スペースの時

32 (NO.19)出生子.住所＝スペースの時、(NO.20)出生子.世帯主氏名＝スペースであること 21版（出生141）

33 21版（出生141）

34 (ＮＯ.68)国内遅延理由区分≠ スペースの時

(ＮＯ.5)在外送付区分=1、かつ、(ＮＯ.4)発送元≠ スペースであること

(NO.20)出生子.世帯主氏名≠スペースの時、(NO.19)出生子.住所≠スペースであること

０
１

１

画　　　　　面　　　　　名

出生（その１～その３）

備　　考出力エラーメッセージ

画　面　Ｉ　Ｄ

(ＮＯ.61)区分=1又は2,(ＮＯ.62)確定日≠ スペース,(ＮＯ.64)対象父氏名≠ スペース,
(ＮＯ.65)対象父生年月日≠ スペースであること

(ＮＯ.61)区分≠ スペース,(ＮＯ.62)裁判確定日≠ スペース,
(ＮＯ.65)対象父生年月日≠ スペースであること

(ＮＯ.61)区分≠ スペース,・(ＮＯ.62)確定日≠ スペース,
(ＮＯ.64)対象父氏名≠ スペースであること

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

処　　　　理　　　　名

(ＮＯ.62)確定日≠ スペース,(ＮＯ.64)対象父氏名≠ スペース,
(ＮＯ.65)対象父生年月日≠ スペースであること

21平成 ６ 年１２月 １ 日

作　　成　　者

システム化調査研究会 11／79

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成３０年　３月３１日

(ＮＯ.62)確定日≠ スペース,(ＮＯ.63)子の氏変更申出区分=スペース,
(ＮＯ.64)対象父氏名≠ スペース,(ＮＯ.65)対象父生年月日≠ スペースであること

(ＮＯ.61)区分≠ スペース,(ＮＯ。64)対象父氏名≠ スペース,
(ＮＯ.65)対象父生年月日≠ スペースであること

 ２．０　関連チェック（3／６）　　

第　２
３

（　６　）
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名

 審査（出生届）

3
02
14
 









版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

68 （№33）入るべき戸籍．父筆頭者区分＝１　かつ　（№36）入るべき戸籍．父除籍日≠スペース　かつ 「関連エラーがあります。正しく入力して
（№42）入るべき戸籍．母除籍日＝スペース　の時、 下さい。」

（№43）入るべき戸籍．母配偶者区分≠２　であること １２版追加
69 （№36）入るべき戸籍．父除籍日＝スペース　かつ　（№39）入るべき戸籍．母筆頭者区分＝１　かつ

（№42）入るべき戸籍．母除籍日≠スペース　の時、
（№37）入るべき戸籍．父配偶者区分≠１　であること １２版追加

70 （№33）入るべき戸籍．父筆頭者区分＝０　かつ　（№36）入るべき戸籍．父除籍日＝スペース　かつ
（№37）入るべき戸籍．父配偶者区分＝１　の時、

（№49）届書．母氏名　～　(№53)届書．母外国人区分　＝　（未入力）　であること
71 （№39）入るべき戸籍．母筆頭者区分＝０　かつ　（№42）入るべき戸籍．母除籍日＝スペース　かつ

（№43）入るべき戸籍．母配偶者区分＝２　の時、
（№44）届書．父氏名　～　(№48)届書．父外国人区分　＝　（未入力）　であること

72 (№32) 入るべき戸籍．父氏名≠スペース　かつ　(№36) 入るべき戸籍．父除籍日＝スペース　かつ
(№25) 入るべき戸籍．婚姻日≠スペース　かつ　(№28) 入るべき戸籍．婚姻解消日＝スペース　かつ
（№38）入るべき戸籍．母氏名≠スペース　の時、

（№37）入るべき戸籍．父配偶者区分＝１　であること ２０版追加
73 (№37) 入るべき戸籍．母氏名≠スペース　かつ　(№39) 入るべき戸籍．母除籍日＝スペース　かつ

(№25) 入るべき戸籍．婚姻日≠スペース　かつ　(№28) 入るべき戸籍．婚姻解消日＝スペース　かつ
（№32）入るべき戸籍．父氏名≠スペース　の時、

（№43）入るべき戸籍．母配偶者区分＝2　であること ２０版追加

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

２．０　関連チェック表（６－１／６） 出生（その１～その３）

０
１

４
－

１

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成29年　3月　31日 20 14-1／79

（　６　）

処　　　　理　　　　名

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

3
0
2
1
8
 







版 頁

(47) エラーメッセージ (48) 本紙へ 審査結果入力

　　　「入るべき戸籍に父母が在籍していない為，審査結果業務より処理して下さい。」を表示

(49) → (49-1)へ ／ 第20版変更

(49-1) 入るべき戸籍の父氏名～入るべき戸籍の父除籍日＝スペース　かつ　

　　　届書の父氏名～届書の父外国人区分のいずれかに入力があり　かつ

　　　入るべき戸籍の母除籍日≠スペース (YES,NO)

(49-2) エラーメッセージ (49-3) 本紙へ 審査結果入力

　　　「入るべき戸籍に母が在籍していない為，審査結果業務より処理して下さい。」を表示

(49-4) → (60)へ ／

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

３．０　審査　3/11 （レアケース，不受理，以降の処理制御） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

／

第13版変更

０
１

６
－

１

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日 平成　29　年　3  月　31日 20 16-1／79

（　３　）

処　　　理　　　名

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

30
22
0
-
2
 



版 頁

(50)～(59)は欠番

／

(60) 入るべき戸籍の母筆頭者区分＝０　かつ　入るべき戸籍の母配偶者区分＝０　かつ

　　　入るべき戸籍の母除籍日＞出生子の生年月日 (YES,NO)

(61) エラーメッセージ (62) 本紙へ 不受理　若しくは　一時的に３代戸籍となる

　　　「入るべき戸籍の母が除籍者です。入るべき戸籍に誤りがなければ、 場合は審査結果入力

　　　審査結果入力にて処理して下さい。」　を表示

(63) → (64)へ ／

(64) 胎児認知区分＝１ (YES,NO) ／

(65) 出生子の生年月日≦胎児認知日 (YES,NO) ／

ＹＥＳ (66) エラーメッセージ (67) 本紙へ 不受理

　　　「出生後に胎児認知があります。胎児認知無効の処理を行って下さい。」を表示

Ｎ　Ｏ (68) → (69)へ ／

(69) 関連受領番号に対応する受付Ｆ．事件本人漢字氏名・生年月日＝

　　　入るべき戸籍の父　又は　届書の父 (YES,NO)

ＹＥＳ (70) → (98)へ ／

Ｎ　Ｏ (71) エラーメッセージ (72) 本紙へ 審査結果入力

　　　「胎児認知者と入るべき戸籍の父又は届書の父が違います。」を表示

(73) → (74)へ ／

(74) 入るべき戸籍．父入籍事件日 ≠ スペース　かつ　入るべき戸籍．父除籍日 ≠ スペース　かつ

　　　届書．母外国人区分 ＝ １（外国人）　(YES,NO)

(75) エラーメッセージ (76) 本紙へ 審査結果入力

　　　「入るべき戸籍の父母が在籍していない為，審査結果入力より処理して下さい。」を表示

(77) → (98)へ ／

(78)～(81)は欠番

ＹＥＳ

／

Ｎ　Ｏ

／

ＹＥＳ

／

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

０
１

７

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日 １７／７９

（　３　）

処　　　理　　　名 ３．０　審査　3/11 （レアケース，不受理，以降の処理制御） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

Ｎ　Ｏ

平成28年 3 月 31 日 19

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名

30
22
1
 







版 頁

(123-4-1) → (133)へ ／

／

／

／

／

Ｎ　Ｏ (124) 受領日≦出生子の生年月日＋３ケ月 (YES,NO) ／ 戸104Ⅰ

ＹＥＳ (125) → (133)へ ／

Ｎ　Ｏ (126) 確認メッセージ (YES,NO) (127) 本紙へ 戸104Ⅲ

　　　　「遅延理由書の添付があるものとして処理を続行しますか。」　を表示

ＹＥＳ (127-1) 在外送付区分＝２又は３ (YES,NO) ／  (15版修正）

ＹＥＳ (127-2) → (133)へ ／  (15版修正）

Ｎ　Ｏ (128) 中間Ｆ（届書）．国外遅延理由区分に１を移送 ／ 受理伺い  誤植(15版修正）

(129) → (133)へ ／

Ｎ　Ｏ (130) → (131) 本紙へ 不受理，大正13.11.14 民事11606号回答

(132) 出生子の出生地＝国外　かつ　出生子の生年月日＜昭和６０年１月１日 (YES,NO) ／

ＹＥＳ (132-1) エラーメッセージ (132-2) 本紙へ 審査結果入力

　　　　「改正国籍法以前の国外出生の出生届は審査結果で行って下さい。」　を表示

Ｎ　Ｏ (132-3) → (133)へ ／

(133) 出生子の漢字氏名（名）＝スペース (YES,NO) ／

(134) 確認メッセージ (YES,NO) (135) 本紙へ

　　　　「出生子は名未定として処理を続行しますか。」　を表示

ＹＥＳ (136) → (140)へ ／

Ｎ　Ｏ (137) 確認メッセージ (YES,NO) (138) 本紙へ

　　　　「名のみの届出ですか。」　を表示

ＹＥＳ (138-1) エラーメッセージ「審査結果入力で処理して下さい。」を表示 審査結果入力

Ｎ　Ｏ (138-2) → 不受理

(139) → (140)へ ／

(140) 入るべき戸籍の父入籍事件日≠スペース　かつ　入るべき戸籍の父除籍日＝スペース　かつ 昭和39.8.5-6 島根県戸住協決

　　　　出生子の生年月日＝和暦　かつ　入るべき戸籍の婚姻日≠スペース (YES,NO) １２版改修
／

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

Ｎ　Ｏ

３．０　審査　5/11 （レアケース，不受理，以降の処理制御） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付

０
１

９

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日 平成　２４　年　３月　１日 15 １９／７９

処　　　理　　　名

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者

（　３　）

作　　成　　日　　付

 

  (123-4-2) から 

 
     (123-7) まで，削除 

30
2
2
4 



版 頁

(140-1) 入るべき戸籍の父氏名≠スペース (YES,NO) ／ 第20版変更

ＹＥＳ (141) 入るべき戸籍の父氏名（氏）＝出生子の漢字氏名（氏） (YES,NO) 民790Ⅰ本文，民790Ⅱ 第20版変更

ＹＥＳ (142) → (145)へ ／ 第20版変更

Ｎ　Ｏ (143) エラーメッセージ (144) 本紙へ 不受理 第20版変更

　　　　「入るべき戸籍の父と出生子の氏（漢字）が違います。」　を表示 第20版変更

(145) 入るべき戸籍の父氏名（名）＝出生子の漢字氏名（名） (YES,NO) ／ 昭和40.6.21 民事甲1430号回答 第20版変更

ＹＥＳ (146) エラーメッセージ (147) 本紙へ 不受理 第20版変更

　　　　「入るべき戸籍の父と出生子の名（漢字）が同じです。」　を表示 第20版変更

Ｎ　Ｏ (148) → (149)へ 第20版変更

Ｎ　Ｏ 第20版変更

(149) 入るべき戸籍の母入籍事件日≠スペース　かつ　入るべき戸籍の母除籍日＝スペース　かつ 昭和39.8.5～6 島根県戸住協決

　　　　出生子の生年月日＝和暦 (YES,NO) １２版改修

(149-1) 入るべき戸籍の母氏名≠スペース (YES,NO) ／ 第20版変更

ＹＥＳ (150) 入るべき戸籍の母氏名（氏）＝出生子の漢字氏名（氏） (YES,NO) ／ 民790Ⅰ本文，民790Ⅱ 第20版変更

ＹＥＳ (151) → (154)へ ／ 第20版変更

Ｎ　Ｏ (152) エラーメッセージ (153) 本紙へ 不受理 第20版変更

　　　　「入るべき戸籍の母と出生子の氏（漢字）が違います。」　を表示 第20版変更

(154) 入るべき戸籍の母氏名（名）＝出生子の漢字氏名（名） (YES,NO) ／ 昭和40.6.21 民事甲1430号回答 第20版変更

ＹＥＳ (155) エラーメッセージ (156) 本紙へ 不受理 第20版変更

　　　　「入るべき戸籍の母と出生子の名（漢字）が同じです。」　を表示 第20版変更

Ｎ　Ｏ (157) → (158)へ 第20版変更

Ｎ　Ｏ 第20版変更

(158) 入るべき戸籍の本籍＝管内　かつ　出生子の漢字氏名（名）≠スペース　かつ

　　　（入るべき戸籍の母配偶者区分＝２又は３　又は　入るべき戸籍の母筆頭者区分＝１） (YES,NO)

(159) 入るべき戸籍の構成員数分繰り返す（構成員の個人特定ＤＢ．個人除区分＝０の者のみ） ／

(160) 入るべき戸籍の構成員ｎ番の氏名（名）＝出生子の漢字氏名（名） (YES,NO) ／

ＹＥＳ (161) エラーメッセージ (162) 本紙へ 不受理

　　　　「入るべき戸籍の構成員と出生子の名（漢字）が同じです。」　を表示

Ｎ　Ｏ (163) → (164-1)へ ／

(164) → (164-1)へ ／

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

０
２

０

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日 平成　29　年　3  月　31 日 20 ２０／７９

（　３　）

処　　　理　　　名 ３．０　審査　6/11 （レアケース，不受理，以降の処理制御） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

ＹＥＳ

／

Ｎ　Ｏ

／

Ｎ　Ｏ

／

／

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

30
22
5
 



版 頁

(164-1) 入るべき戸籍の本籍＝管内  (YES,NO) ／

(164-2) 入るべき戸籍の父氏名≠スペース　(YES,NO) ／

ＹＥＳ (164-3) 父の身分事項に性同一性障害(7003)がある　(YES,NO) ／ 平成15年法律第111号3条

ＹＥＳ (164-4) 確認メッセージ (YES,NO) (164-5) 本紙へ

　　　　「父に性同一性障害の記録があります。

　　　　　よろしければ処理を続行してください。」 を表示 第19版変更

ＹＥＳ (164-6) → (164-10)へ ／ 第19版変更

Ｎ　Ｏ (164-8) → 不受理 第20版変更

Ｎ　Ｏ (164-9)　→　(164-10)へ

Ｎ　Ｏ

(164-10 )入るべき戸籍の母氏名≠スペース　(YES,NO) ／

ＹＥＳ (164-11) 母の身分事項に性同一性障害(7003)がある　(YES,NO) ／ 平成15年法律第111号3条

ＹＥＳ (164-12) 確認メッセージ (YES,NO) (164-13) 本紙へ

　　　　「母に性同一性障害の記録があります。

　　　　　母に間違いありませんね？」 を表示

ＹＥＳ (164-14) エラーメッセージ (164-15) 本紙へ 審査結果入力

　　　　「審査結果入力で処理して下さい。」を表示

Ｎ　Ｏ (164-16) → 不受理 第20版変更

Ｎ　Ｏ (164-17)　→　(164-18)へ

Ｎ　Ｏ ／

(164-18) 届書の父本籍＝管内  (YES,NO) ／

(164-19) 父の身分事項に性同一性障害(7003)がある　(YES,NO) ／ 平成15年法律第111号3条

ＹＥＳ (164-20) 確認メッセージ (YES,NO) (164-21) 本紙へ

　　　　「父に性同一性障害の記録があります。父に間違いありませんね？」を表示

ＹＥＳ (164-22) エラーメッセージ (164-23) 本紙へ 審査結果入力

　　　　「審査結果入力で処理して下さい。」を表示

Ｎ　Ｏ (164-24) → 不受理 第20版変更

Ｎ　Ｏ (164-25)　→　(164-26)へ
／

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

／

０
２

０
－

１

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

平成　29　年　3  月　31 日 20 20-1／79
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．０　審査　6-1/11 （レアケース，不受理，以降の処理制御） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日

30
22
6
 



版 頁

(164-26)届書の母本籍＝管内  (ＹＥＳ,ＮＯ) ／

(164-27)母の身分事項に性同一性障害(7003)がある　(ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 平成15年法律111号

ＹＥＳ (164-28)確認メッセージ (ＹＥＳ,ＮＯ) (164-29)本紙へ

　　　　「母に性同一性障害の記録があります。母に間違いありませんね。」(ＹＥＳ,ＮＯ)

ＹＥＳ (164-30)エラーメッセージ (164-31)本紙へ 審査結果入力

　　　　「審査結果入力で処理して下さい。」

Ｎ　Ｏ (164-32) → 画面項目修正（審査完了しない）

Ｎ　Ｏ (164-33)　→　(164ｰ34)へ

(164-34)出生子、出生区分＝１(嫡出子)  (ＹＥＳ,ＮＯ) ／

(164-35) 入るべき戸籍の父筆頭者区分 ＝ ０：構成員かつ

  入るべき戸籍の父配偶者区分 ≠ ０：未 かつ

届書の母外国人区分 ＝ 1：外国人 または、 ／

入るべき戸籍の母筆頭者区分 ＝ ０：構成員かつ

入るべき戸籍の母配偶者区分 ≠ ０：未 かつ

届書の父外国人区分 ＝ 1：外国人     (ＹＥＳ,ＮＯ)

ＹＥＳ (164-36) 審査メッセージ

         「日本人父又は母が構成員で、外国人配偶者との嫡出子出生届です。」(ＹＥＳ、ＮＯ)

ＹＥＳ (164-37) エラーメッセージ (164-38)本紙へ

         「審査結果入力で処理してください。」

Ｎ　Ｏ

Ｎ　Ｏ (164-39)　→　(164-40)へ ／ 21版（出生139）

(164-40)受領日＝送付日の場合

確認メッセージ (ＹＥＳ,ＮＯ)　「受領日と送付日が同一です。処理をしてよろしいですか。」を表示

(164-41)　→　(165)へ ／

(164-42)　→ (164-43)本紙へ

21版で削除（出生112）

第　２
３

（　３　）
要件定義ワークシート

20-2／79

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成　３０　年　３月３１日

作　　　　業　　　　名

審査（出生届） 21平成 ６年 １２月　１日

作　　成　　者

システム化調査研究会

根　拠　法　令　（マニュアル処理）

／

０
20

－
２

ＹＥＳ

／
Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

／

処　　　理　　　名 ３．０　審査　6-2／11 （レアケース，不受理，以降の処理制御）

3
02
27
 



版 頁

21版で削除（出生112）

21版で削除（出生112）

／ 21版で削除（出生112）

／ 21版で削除（出生112）

(165)　裁判区分　(0　:　無,　1　:　嫡出否認,　2　:　親子関係不存在,　3　:　父を定める訴,　4　:　強制認知) ／

(166)　→　(187)　へ ／

(167)  嫡出否認の裁判審査処理へ                                                                                    　[3.1] ／

(171)  →  (187)　へ ／

(172)  親子関係不存在確認の裁判審査処理へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [3.2] ／

(176)  →  (187)　へ ／

(177)父を定める訴の裁判審査処理へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.3] ／

(178)　3.3審査の結果、確認メッセージ・エラーメッセージがある(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (179)  →  (180)　本紙へ

ＮＯ (181)  →  (187)　へ ／

(182)　強制認知の裁判審査処理へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[3.4] ／

(186)  →  (187)　へ ／

(187)　入るべき戸籍の母欄≠ スペース　又は

　　　　届書の母欄≠ スペース　かつ　届書の母外国人区分=0(ＹＥＳ,ＮＯ)

(188)　入るべき戸籍の父欄≠ スペース　又は

　　　　届書の父欄≠ スペース　かつ　届書の父外国人区分=0(ＹＥＳ,ＮＯ)

ＹＥＳ (189)　入るべき戸籍の婚姻解消日＝スペース　かつ

　　　　出生子の生年月日≧入るべき戸籍の婚姻日＋201日　又は

　　　　入るべき戸籍の婚姻解消日≠スペース　かつ ／

　　　　出生子の生年月日≧入るべき戸籍の婚姻日＋201日　かつ

　　　　出生子の生年月日≦入るべき戸籍の婚姻解消日＋300日（ＹＥＳ、ＮＯ）

ＹＥＳ (190)　父母日本人,婚姻後201日以降出生審査処理へ　　　　　　　　　　　　　　[3.5] ／

(191)　3.5審査の結果、確認メッセージ・エラーメッセージがある(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (192)　→ (193)　本紙へ

ＮＯ (194)　→　(250)　へ ／

ＮＯ

０
21

／

第　２
３

（　３　）
要件定義ワークシート

21／7921平成 ６年 １２月　１日

作　　成　　者

4

平成　３０　年　３月３１日

作　　　　業　　　　名

審査（出生届） システム化調査研究会

処　　　理　　　名

　　　　出生子の生年月日〉入るべき戸籍の婚姻日　又は
　　　　入るべき戸籍の婚姻解消日≠ スペース　かつ

／

(195)　入出る生べき戸籍の婚姻解消日=スペース　かつ
／

ＹＥＳ

1

0

2

3

３．０　審査　7／11 （レアケース，不受理，以降の処理制御） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

／

30
22
8
 

























版 頁

ＹＥＳ (79)入るべき戸籍の婚姻解消日≠ スペース かつ

     入るべき戸籍の婚姻解消日＜出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ)

ＹＥＳ (79-1)入るべき戸籍の本籍≠スペース　かつ　入るべき戸籍の本籍＝管外　かつ ／ 21版（出生112）

　　　　入るべき戸籍の母入籍事件日＝スペース（ＹＥＳ，ＮＯ） 21版（出生112）

ＹＥＳ (79-2)　→　(88)　へ ／ 21版（出生112）

ＮＯ (79-3)　→　(80)　へ ／ 21版（出生112）

（80）入るべき戸籍の母入籍事件日≠ スペース　かつ

　　　入るべき戸籍の母除籍日＝スペース(ＹＥＳ，ＮＯ)

ＹＥＳ (81)　→　(88)　へ ／

ＮＯ (82)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ) (83)3.0審査へ

　　　「出生子の入るべき戸籍は、入力した戸籍でよろしいですね。」を表示

ＹＥＳ (84)　→　(88)　へ ／

ＮＯ (85)　→ (86)3.0審査へ 不受理

ＮＯ (87)　→　(88)　へ ／

(88)出生子の出生区分＝3(ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 戸49II　1

ＹＥＳ (89)出生子の生年月日＝和暦(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (90)　→ (91)3.0審査へ

ＮＯ (92)エラーメッセージ 不受理

　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

ＮＯ (93)エラーメッセージ 不受理

　　　「出生子の出生区分は3(非嫡出子)でなければなりません。」を表示

ＮＯ (107）エラーメッセージ 不受理

　　　　「現夫による胎児認知は出来ません。胎児認知無効の処理を行って下さい。」を表示

処　　　理　　　名 3.5 審査 3/3 (父母日本人婚姻後201日以降出生)

第　２
３

（　３　）
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名

審査（出生届）

作　　成　　者

システム化調査研究会

作　　成　　日　　付

／

根　拠　法　令　（マニュアル処理）

０
3
3

32／79

改　　訂　　日　付

平成３０年　３月３１日 21平成 ６年 １２月　１日

／ 3
0
24
0 







版 頁

ＹＥＳ (56)出生子の生年月日＝和暦(ＹＥＳ,ＮＯ)

ＹＥＳ （57）　→ （57－１）3.0審査へ

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理

(59)胎児認知日=スペース(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ

ＹＥＳ (74-1)入るべき戸籍の本籍≠スペース　かつ　入るべき戸籍の本籍＝管外　かつ ／ 21版（出生112）

　　　　入るべき戸籍の母入籍事件日＝スペース（ＹＥＳ，ＮＯ） 21版（出生112）

ＹＥＳ (74-2)　→　(83)　へ ／ 21版（出生112）

ＮＯ (74-3)　→　(75)　へ ／ 21版（出生112）

ＹＥＳ （76）　→　（83）へ ／

ＮＯ （78）3.0審査へ

ＹＥＳ （79）　→　（83）へ ／

ＮＯ （80）　→ （81）3.0審査へ 不受理

ＮＯ （82）　→　（83）へ ／

(83)出生子の出生区分=3(ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 戸49Ⅱ1

ＹＥＳ (84)出生子の生年月日=和暦(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ （85）　→ （86）3.0審査へ

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理

(88)エラーメッセージ
　　　「出生子の出生区分は3　(非嫡出子)　でなければなりません。」を表示

(89)エラーメッセージ
　　　「現夫による胎児認知は出来ません。胎児認知無効の処理を行って下さい。」を表示

０
36

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成３０年　３月３１日平成 ６年 １２月　１日

作　　成　　者

システム化調査研究会 38／79

処　　　理　　　名 3.６ 審査 3/3 (父母日本人婚姻後200日以内出生) 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

／

／

21

(77)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ)
　　　　「出生子の入るべき戸籍は、入力した戸籍でよろしいですね。」を表示

(87)エラーメッセージ
　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

第　２
３

（　３　）
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名

審査（出生届）

(57-2)エラーメッセージ
　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

(58)エラーメッセージ
　　　「現夫の嫡出子です。胎児認知無効の処理を行って下さい。」を表示

(58-1)エラーメッセージ
　　　　　「出生子の出生区分は1　(嫡出子)　でなければなりません。」を表示

(74)入るべ巻戸籍の婚姻解消日≠ スペースかつ
　　入るべき戸籍の婚姻解消日＜出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ)

(75)入るべき戸籍の母入籍事件日≠ スペースかつ
　　入るべき戸籍の母除籍日=スペース(ＹＥＳ,ＮＯ)

30
24
3
 







版 頁

ＹＥＳ (66)　→　(112)へ ／

ＮＯ (70)　→ (71)3.0審査へ 不受理

ＮＯ (72)　→　(112)へ ／

ＮＯ （75）　→ 不受理

ＮＯ (76)子の生年月日＋20年≦受領日(ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 民3,782 21版（出生138）

ＹＥＳ (77)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ） (78)3.0審査へ 大正7.5.30民1159号回答

　　　「認知に対する出生子の承諾があるものとして処理を続行しま 昭和43.4.5民事甲689号回答

　　　すか。」を表示

ＹＥＳ (79)　→　(112)へ ／

ＮＯ (82)　→ (83)3.0審査へ 不受理

ＮＯ (84)　→　(112）へ ／

ＮＯ (88)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ) (89)3.0審査へ

　　　「届出人が父・父母以外の為、準正嫡出子にはなれませんがよろしいですか。」

　　　を表示

ＹＥＳ (88-1)入るべき戸籍の本籍≠スペース　かつ　入るべき戸籍の本籍＝管外　かつ ／ 21版（出生112）

　　　　入るべき戸籍の母入籍事件日＝スペース（ＹＥＳ，ＮＯ） 21版（出生112）

ＹＥＳ (88-2)　→　(118)　へ ／ 21版（出生112）

ＮＯ (88-3)　→　(90)　へ ／ 21版（出生112）

(90)入るべき戸籍の母入籍事件日＜出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (91)　→　(118）へ ／

ＮＯ (94)入るべき戸籍の母入籍事件日＞出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ （95）確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ) (96)3.0審査へ

　　　　「出生子の入るべき戸籍は、入力した戸籍でよろしい

　　　　ですね。」を表示

ＹＥＳ (97)　→　(118)へ ／

ＮＯ (98)　→ (99)3.0審査へ 不受理

ＮＯ （100）　→ 受理伺い

ＮＯ (101)　→ 不受理

ＮＯ (111)　→　(112)へ ／

０
39

平成３０年　３月３１日 21 42／79
（　３　）

処　　　理　　　名 3.7 審査 3/4 (父母日本人婚姻前出生) 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

3
02
46
 



版 頁

(112)出生子の出生区分＝2(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ （113）出生子の生年月日＝和暦(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (114) → (115)3.0審査へ

ＮＯ (116)エラーメッセージ 不受理

処　　　理　　　名 3.7 審査 3/4 (父母日本人婚姻前出生) 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

第　２
３

（　３　）
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名

審査（出生届） 42-1／7921

作　　成　　者

システム化調査研究会

０
３

９
－

０
１

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成３０年　３月３１日平成 ６年 １２月　１日

30
24
6
-2

 



















































版 頁

(1) 入るべき戸籍欄≠スペース　かつ　入るべき戸籍の母筆頭者区分＝０　かつ

　　入るべき戸籍の母配偶者区分＝０　又は

　　届書の父外国人区分＝０　かつ　届書の母外国人区分＝１　かつ　胎児認知日≠スペース　又は

　　届書の母外国人区分＝１　かつ　届書の母本籍＝無国籍 (YES,NO)

(2) 新戸籍欄≠スペース (YES,NO) ／

ＹＥＳ (3) → (9)へ ／

Ｎ　Ｏ (4) 届書の母外国人区分＝１ (YES,NO) ／

ＹＥＳ (5) エラーメッセージ (6) 3.0審査へ 不受理

　「子につき新戸籍編製ですが、新戸籍欄への入力がありません。」　を表示

Ｎ　Ｏ (7) エラーメッセージ 不受理

　「母につき新戸籍編製ですが、新戸籍欄への入力がありません。」　を表示

(8) 新戸籍の本籍≠スペース (YES,NO) ／

ＹＥＳ (8-1) エラーメッセージ (8-2) 3.0審査へ 不受理

　　　「母の現在戸籍への入籍です。新戸籍欄への入力は出来ません。」　を表示

Ｎ　Ｏ (8-3) → (9)へ ／

(9) 届出人．資格＝母，同居者，医師，助産師，立会人，法定代理人，公設所の長，船長，親族 戸52

　　　　　　　　　　　　のいずれかである (YES,NO)

(10) → (10-1) 3.0審査へ

(11) エラーメッセージ (12) 3.0審査へ 不受理

　　　「非嫡出子出生の場合の届出人資格に間違いがあります。」　を表示

(13) 削除 ／ (13)～(16)を削除

(14) 削除 (15) 削除

(16) 削除

(17) 届出人．資格≠母　かつ　新戸籍の本籍≠入るべき戸籍．本籍　かつ　新戸籍の本籍≠スペース 16版改修 第20版誤植変更

 　 　かつ　入るべき戸籍．本籍≠スペース(YES,NO)

(18) エラーメッセージ (19) 3.0審査へ 戸籍法３０－３

　　　「新本籍と従前の本籍は同一でなければなりません。」　を表示 不受理 第19版変更

(20) → (21) 3.0審査へ

／

Ｎ　Ｏ

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

３．17　審査 （出生区分＝非嫡出子） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

／

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

０
６

４

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日 平成29年　3月　31日 20 ７１／７９

（　３　）

処　　　理　　　名 30
27
1
 



版 頁

↑

↑

第18版削除

(1) 出生子の生年月日＝西暦　かつ　出生証明書区分＝１ (ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 昭和36.5.17民事甲1196号回答

(2) → (10-1)へ ／ 第19版変更

(3) 子の出生日＋6年（6歳以上）≦受領日　 (ＹＥＳ,ＮＯ） ／ 昭和34.8.27民事甲1545号通達 21版（出生138）

ＹＥＳ (4) 確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ) 第18版変更

「出生子の年齢が学齢を越えています。受理してよろしいですか?」　を表示 ↓

ＹＥＳ (4-1) → (7)へ ／ ↓

Ｎ　Ｏ (4-2) → (5) 3.0審査へ 受理照会 ↓

昭和36.5.12～13佐賀県戸協決 ↓

Ｎ　Ｏ (6) → (7)へ ／ ↓

(7) 母の生年月日＋50年（50歳以上）≦子の出生日　 (ＹＥＳ,ＮＯ） ／ 平成26.7.3民一737号通達 21版（出生138）

ＹＥＳ (7-1) 確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ) 第18版変更

「出生時、母年齢が50歳以上です。出生施設は医療法上の病院ですか？」を表示 ↓

ＹＥＳ (7-2) → (10-1)へ ／ 第19版変更

Ｎ　Ｏ (8) エラーメッセージ (9) 3.0審査へ 受理照会 第18版変更

　　　「出生当時の母の年齢が50歳を越えています。」　を表示 昭和36.9.5民事甲2008号通達 ↓

Ｎ　Ｏ (10) → (10-1)へ ／ ↓

(10-1) 在外送付区分＝０：受理分 (ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 送付分の届書は受理照会の対象外とする。　 ↓

(10-2)  →　(11)へ ／ ↓

(10-3)  →　(21)へ ／ ↓

(11) 出生証明書区分≠１　かつ　届出人．資格≠船長　かつ　出生子．出生区分≠４ (ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 戸49Ⅲ

(12) エラーメッセージ (13) 3.0審査へ 受理照会，昭和23.12.1民事甲1998号回答

　　　「出生証明者が医師・助産師以外です。」　を表示 昭和54.9.27～28高知県連協決

(14) → (15)へ ／

(15) 出生子の出生場所＝国内である (ＹＥＳ,ＮＯ) ／

(16) 出生子の生年月日＋14日（14日未満）＞受領日 (ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 戸49Ⅰ 21版（出生138）

ＹＥＳ (17) → (21)へ ／

Ｎ　Ｏ (18) エラーメッセージ (19) 3.0審査へ 受理

　　　「出生の届出が出生日から14日を過ぎています。」　を表示 （失期通知を裁判所へ提出）

(20) → (21)へ ／Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

ＹＥＳ

改　　訂　　日　付

３．18　審査 1／2 （受理照会等） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

作　　成　　日　　付第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者

０
６

５

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日 平成３０年 ３月３1日 21 72／79

（　３　）

処　　　理　　　名

Ｎ　Ｏ

／

ＹＥＳ

3
0
2
7
2 



版 頁

(21) 出生子の出生区分＝３ (YES,NO) ／

(22) 入るべき戸籍の本籍＝管内　かつ　新戸籍の本籍＝管外 (YES,NO) ／

ＹＥＳ (22-1) 在外送付区分=0：受理　又は2：在外公館の直接送付(YES,NO) ／

ＹＥＳ (23) 本・非本区分＝２ (YES,NO) ／

ＹＥＳ (24) → (37)へ ／

Ｎ　Ｏ (26) エラーメッセージ (25) 3.0審査へ 不受理

　　　「本・非本区分は２（非本籍）でなければなりません。」　を表示

Ｎ　Ｏ (26-1) 本・非本区分=1(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-2)  →　　(37)へ ／

Ｎ　Ｏ (26-3) エラーメッセージ (26-4) 3.0審査へ 不受理

　　　「本・非本区分は１（本籍）でなければなりません。」　を表示

Ｎ　Ｏ (27)  →　　(28)へ
／

Ｎ　Ｏ

改　　訂　　日　付

０
６

５
－

１

３
審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日 平成２７年　３月　１日 18 72-1／79

（　３　）

処　　　理　　　名 ３．18　審査 1/2 （受理照会等） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

ＹＥＳ

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30
27
3 









版 頁

ＹＥＳ

ＹＥＳ (79-1)入るべき戸籍の本籍≠スペース　かつ　入るべき戸籍の本籍＝管外　かつ ／ 21版（出生211）

　　　　入るべき戸籍の母入籍事件日＝スペース（ＹＥＳ，ＮＯ） 21版（出生211）

ＹＥＳ (79-2)　→　(88)　へ ／ 21版（出生211）

ＮＯ (79-3)　→　(80)　へ ／ 21版（出生211）

ＹＥＳ （81）　→　（88）へ ／

ＮＯ （83）3.0審査へ

ＹＥＳ （84）　→　（88）へ ／

ＮＯ （85）　→ （86）3.0審査へ 不受理

ＮＯ （87）　→　（88）へ ／

(88)出生子の出生区分=3(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (89)出生子の生年月日=和暦(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ （90）　→ （91）3.0審査へ

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理(107)エラーメッセージ
　　　　「現夫による胎児認知は出来ません。胎児認知無効の処理を行って下さい。」を表示

処　　　理　　　名 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

第　２
３

（　３　）

(92)エラーメッセージ
　　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

(93)エラーメッセージ
　　　「出生子の出生区分は3(非嫡出子)でなければなりません。」を表示

73-3／79システム化調査研究会
要件定義ワークシート

21

3.19 審査 3/3(母日本人,父外国人婚姻後201日以降出生)

作　　　　業　　　　名

審査（出生届）

作　　成　　者

０
６

９

(82)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ)
　　　　「出生子の入るべき戸籍は、入力した戸籍でよろしいですね。」を表示

(79)入るべき戸籍の婚姻解消日≠ スペースかつ
　　入るべき戸籍の婚姻解消日＜出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ)

(80)入るべき戸籍の母入籍事件日≠ スペースかつ
　　 入るべき戸籍の母除籍日=スペース(ＹＥＳ,ＮＯ)

／

／

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成３０年　３月３１日平成　６年１２月　１日

3
0
2
7
7
 







版 頁

ＹＥＳ (51)出生子の生年月日=和暦(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ （51-2）3.0審査へ

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理

(53)胎児認知日=スペース(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (54-1)入るべき戸籍の本籍≠スペース　かつ　入るべき戸籍の本籍＝管外　かつ ／ 21版（出生211）

　　　　入るべき戸籍の母入籍事件日＝スペース（ＹＥＳ，ＮＯ） 21版（出生211）

ＹＥＳ (54-2)　→　(63)　へ ／ 21版（出生211）

ＮＯ (54-3)　→　(55)　へ ／ 21版（出生211）

ＹＥＳ （56）　→　（63）へ ／

ＮＯ （58）3.0審査へ

ＹＥＳ （59）　→　（63）へ ／

ＮＯ （60）　→ （61）3.0審査へ 不受理

ＮＯ （62）　→　（63）へ ／

(63)出生子の出生区分=3(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (64)出生子の生年月日=和暦(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ （65）　→ （66）3.0審査へ

ＮＯ 不受理

ＮＯ 不受理

不受理

21平成　６年１２月　１日

ＹＥＳ

(52)エラーメッセージ
　　　「出生子の出生区分は1(嫡出子)でなければなりません。」を表示

73-6／79

3.20 審査 3/3(母日本人，父外国人婚姻後200日以内出生)

平成３０年　３月３１日

(69)エラーメッセージ
　　　「現夫による胎児認知は出来ません。胎児認知無効の処理を行って下さい。」を表示

(68)エラーメッセージ
　　　「出生子の出生区分は3　(非嫡出子)　でなければなりません。」を表示

０
７

２

根　拠　法　令　（マニュアル処理）処　　　理　　　名

（51-1）　→

(51-3)エラーメッセージ
　　　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

(51-4)エラーメッセージ
　　　　　「現夫の嫡出子です。胎児認知無効の処理を行って下さい。」を表示

／

(55)入るべき戸籍の母入籍事件日≠ スペース　かつ
　　入るべき戸籍の母除籍日=スペース(ＹＥＳ,ＮＯ)

ＮＯ

(67)エラーメッセージ
　　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

／

(57)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ)
　　　「出生子の入るべき戸籍は、入力した戸籍でよろしいですね。」を表示

(54)入るべき戸籍の婚姻解消日≠ スペース　かつ
　　入るべき戸籍の婚姻解消曰＜出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ)

作　　成　　者

システム化調査研究会

改　　訂　　日　付作　　　　業　　　　名第　２
３

（　３　）
要件定義ワークシート 審査（出生届）

作　　成　　日　　付

3
0
2
8
0 







版 頁

3.21 審査 3／4　(母日本人,父外国人婚姻前出生)

ＹＥＳ (66)　→　(112)へ ／

ＮＯ (70)　→ (71)3.0審査へ 不受理

ＮＯ (72)　→　(112)へ ／

ＮＯ (75)　→ 不受理

ＮＯ (76)子の生年月日＋20年（20歳以上）≦受領日(ＹＥＳ,ＮＯ) ／ 民3,782 21版（出生138）

ＹＥＳ (77)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ) (78)3.0審査へ 大正7.5.30　民　　1159号回答

　　　「認知に対する出生子の承諾があるものとして処理を続行しま 昭和43.4.5　民事甲　689号回答

　　　すか。」を表示

ＹＥＳ (79)　→　(112)へ ／

ＮＯ (82)　→ (83)3.0審査へ 不受理

ＮＯ (84)　→　(112)へ ／

ＮＯ (88)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ) (89)3.0審査へ

　　　「届出人が父・父母以外の為、準正嫡出子にはなれませんがよろしいですか。」

　　　を表示

ＹＥＳ (88-1)入るべき戸籍の本籍≠スペース　かつ　入るべき戸籍の本籍＝管外　かつ ／ 21版（出生211）

　　　　入るべき戸籍の母入籍事件日＝スペース（ＹＥＳ，ＮＯ） 21版（出生211）

ＹＥＳ (88-2)　→　(118)　へ ／ 21版（出生211）

ＮＯ (88-3)　→　(90)　へ ／ 21版（出生211）

(90)入るべき戸籍の母入籍事件日＜出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (91)　→　(118)へ ／

ＮＯ (92)入るべき戸籍の本籍≠スペース　かつ　入るべき戸籍の本籍＝管外　 ／ 21版（出生211）

　　　　かつ　入るべき戸籍の母入籍事件日＝スペース（ＹＥＳ，ＮＯ） 21版（出生211）

ＹＥＳ (93)　→　(118)　へ ／ 21版（出生211）

ＮＯ (93-1)　→　(94)　へ ／ 21版（出生211）

(94)入るべき戸籍の母入籍事件日＞出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (95)確認メッセージ(ＹＥＳ,ＮＯ) (96)3.0審査へ

　　　「出生子の入るべき戸籍は、入力した戸籍でよろしい

　　　ですね。」を表示

ＹＥＳ (97)　→　(118)へ ／

ＮＯ (98)　→ (99)3.0審査へ 不受理

ＮＯ (100)　→ 受理伺い

ＮＯ (101)　→ 不受理

０
７

５

根　拠　法　令　（マニュアル処理）処　　　理　　　名

73-9／79

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成３０年　３月３１日 21平成 ６年 １２月　１日

作　　　　業　　　　名

審査（出生届）

第　２
３

（　３　）
要件定義ワークシート

作　　成　　者

システム化調査研究会

30
28
3
 



版 頁

3.21審査4／4(母日本人，父外国人婚姻前出生)

(111)　→　(112)へ ／

（112)出生子の出生区分＝２　(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

(113)出生子の生年月日＝和暦(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (114)　→ (115)3.0審査へ

ＮＯ (116)エラーメッセージ 不受理

　　　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

ＮＯ (117)エラーメッセージ 不受理

　　　　「出生子の出生区分は２　(準正嫡出子)でなければなりません。」を表示

(118)出生子の出生区分＝３(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (119)出生子の生年月日＝和暦(ＹＥＳ,ＮＯ) ／

ＹＥＳ (120)　→ (121)3.0審査へ

ＮＯ (122)エラーメッセージ 不受理

　　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

(123)エラーメッセージ 不受理

　　　　「出生子の出生区分は３(非嫡出子)でなければなりません。」を表示

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成３０年　３月３１日 21 73-10／79
（　３　）

処　　　理　　　名 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（出生届） システム化調査研究会 平成 ６年 １２月　１日

ＮＯ

ＹＥＳ

０
７

６ＮＯ

30
28
4
 













版 頁

ＮＯ (26)→(27)へ

(27)裁判の区分（0：無,  1：嫡出否認,  2：親子関係不存在,  3：父を定める訴,  4：強制認知） ／

(28)→(38)へ ／

ＹＥＳ (29-1)入るべき戸籍の本籍≠スペース　かつ　入るべき戸籍の本籍＝管外　かつ ／ 21版（出生211）

　　　　入るべき戸籍の母入籍事件日＝スペース（ＹＥＳ，ＮＯ） 21版（出生211）

ＹＥＳ (29-2)　→　(38)　へ ／ 21版（出生211）

ＮＯ (29-3)　→　(30)　へ ／ 21版（出生211）

ＹＥＳ (31)→(38)へ ／

(33)3.0審査ヘ 不受理

ＮＯ (34)→(38)へ ／

(36)3.0審査ヘ 不受理

不受理

(38)出生子の出生区分=3(ＹＥＳ,ＮＯ) 戸49Ⅱ1

(39)出生子の生年月日=和暦(ＹＥＳ,ＮＯ)

ＹＥＳ (40)→ (41)3.0審査ヘ 不受理

ＮＯ

不受理

改　　訂　　日　付

平成３０年　３月３１日

作　　　　業　　　　名

審査（出生届）

根　拠　法　令　（マニュアル処理）

21平成　６年１２月　１日

作　　成　　者

73-16／79

０
82

／

／

／

システム化調査研究会

／

第　２
３

（　３　）
要件定義ワークシート

作　　成　　日　　付

(43)エラーメッセージ
　　　　「出生子の出生区分は3(非嫡出子)でなければなりません。」を表示

(32)エラーメッセージ
　　　　「出生子は、母の現在戸籍への入籍です。母の現在戸籍を入力
　　　　して下さい。」を表示

処　　　理　　　名

(35)エラーメッセージ
　　　　「父を定める訴の裁判は入力出来ません。」を表示

(37)エラーメッセージ
　　　　「強制認知の裁判の対象父を入るべき戸籍又は届書の父欄に入力して下さい。」を表示

(29)入るべき戸籍の婚姻解消日≠ スペース　かつ
　　　　入るべき戸籍の婚姻解消日＜出生子の生年月日(ＹＥＳ,ＮＯ)

(30)入るべき戸籍の母入籍事件日≠ スペースかつ
　　　　入るべき戸籍の母除籍日＝スペース(ＹＥＳ,ＮＯ)

3．23 審査 2/2(母日本人未婚･婚姻解消後出生)

(42)エラーメッセージ
　　　　「出生子の生年月日は、和暦でなければなりません。」を表示

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

０

１，２

３

４

3
0
2
9
0
 



































































版 頁

7.1 子の入籍　（一部記録） （受取側）　中間ファイル（仮戸籍）　／　身分事項 ←　（引渡側）　中間ファイル（届書）

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

個人番号 決裁処理で設定

入籍日 処理日 処理日に入力がない時:送付日

送付日 送付日に入力がない時:受領日

受領日

除籍日

性別 父母との続柄 有

筆頭者区分 新戸籍の筆頭者≠スペース　かつ

　新戸籍の筆頭者＝出生子の氏名：

　　　　　　　　　　　　　１を移送

上記以外：０を移送

配偶者区分 ０を移送
　出生子の出生区分＝１又は２　又は
　出生子の出生区分＝３かつ（裁判の区分＝４又は胎児認知日≠スペース又は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事実主義を含む出生）　の時
　　　入るべき戸籍の父氏名≠スペース：入るべき戸籍の父氏名を移送
　　　届書の父氏名≠スペース：届書の父氏名を移送

　　　※父未定区分＝１又は２の場合：スペースを移送

入るべき戸籍の母氏名≠スペース
　　　　入るべき戸籍の母氏名を移送

届書の母氏名≠スペース
　　　　届書の母氏名を移送

父母との続柄 出生子の続柄

養父 スペースを移送

養母 スペースを移送

養父母との続柄 ００を移送

生年月日 出生子の生年月日

前個人番号 スペースを移送

個人除区分 ０：在籍者を移送

１
１

５

３
入力確認　（出生届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成 27 年  3 月 1 日 18 ２６/３６

（　４　）

処　　　理　　　名

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

（仮戸籍） （届書）

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

中間ファイル 中間ファイル

届書の母氏名

個人特定

父 入るべき戸籍の父氏名

届書の父氏名

母 入るべき戸籍の母氏名

30
32
3
 





















































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１4 １／１

平成２３年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第7.2.(5).2 標準仕様書見直しによるシステムの対応
（認知届）

１．データ編集表
・ ｢届出人資格１｣の備考欄の解釈が分かりづらいので、修 040

2.データ編集表 044
・ 身分事項　被認知者編集 2/2

証書提出者の備考の編集内容を修正

3.データ編集表 046
・ 身分事項　認知者編集 2/2

証書提出者の備考の編集内容を修正

 30347-3



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：16 １／１

平成２５年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第7.2.(5).2 標準仕様書見直しによるシステムの対応
（認知届）

2.データ編集表
(認知89、90)
・ 身分事項　被認知者編集　2/2 044

証書提出者氏名の備考の編集内容を修正

3.データ編集表
(認知91)
・ 身分事項　認知者編集　2/2 046

証書提出者氏名の備考の編集内容を修正

30347-4 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１8 １／１

平成２７年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第7.2.(5).2 標準仕様書見直しによるシステムの対応
（認知届）

１．データチェック（関連表）　認知９７
2.0 関連チェック 008

　事件本人と筆頭者の氏が同一であることについて
　関連チェックを追加

30347-5 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：20 １／１

平成２９年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第7.2.(5).2 標準仕様書見直しによるシステムの対応
（認知届）

認知102 １．年齢の審査
年齢の起算日に関しては、創設的届出、報告的届出に
よる違い等が過去にも議題となった。
研究員の入替もあることから、年齢の起算日に関して
補助的記載を追加する

関連チェック
13、13-1 007

審査
87 018
154 020
16、17 022

認知103 2.「受領日」と「届出日」同一日付のチェック
同一日付は認めない方向で統一する

関連チェック
8 007

30347-6 



標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：21 １／１

平成３０年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

1 第7.2.(5).2 標準仕様書見直しによるシステムの対応
（認知届）

認知105 １．審査 021
平成27年3月9日民一308号通知
15歳未満の者から届出がされた場合の審査を追加

認知106 2.審査 020
20版の誤りを修正

認知107 3.関連チェック 008
住所、世帯主の関連チェックの表記を統一する修正

30347-7 















版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

１ （No.4)　　送付日＝スペースの時、（No.5)　　発送元＝スペースの時 「関連エラーがあります。

２ （No.4)　　送付日≠スペースの時、（No.5)　　発送元≠スペースの時 　正しく入力して下さい。」

３ （No.4)　　送付日≠スペースの時、（No.4)　　送付日≧　（No.3)　　受領日であること

４ （No.4)　　送付日＝スペースの時、（No.6） 　在外送付区分=０（受理分）　であること

５ （No.4)　　送付日≠スペースの時、（No.6） 　在外送付区分≠０（受理分以外）　であること

８

９ （No.9)　　郵送日≠スペースの時、（No.4)　　送付日＝スペースであること

１０ （No.9)　　郵送日≠スペースの時、（No.9)　　郵送日≦　（No.3)　　受領日であること

１５ （No.12）　被認知者の外国人区分＝０　（日本人）の時、（No.14）　被認知者の生年月日＝和暦であること

１６ （No.12）　被認知者の外国人区分＝１　（外国人）の時、（No.14）　被認知者の生年月日＝西暦であること

１７ （No.12）　被認知者の外国人区分＝０　（日本人）の時、（No.20）　被認知者の本籍地＝本籍であること

１８ （No.12）　被認知者の外国人区分＝１　（外国人）の時、（No.20）　被認知者の本籍地＝国籍であること

１９ （No.12）　被認知者の外国人区分＝０　（日本人）の時、（No.21）　被認知者の筆頭者は必須入力であること

２０ （No.12）　被認知者の外国人区分＝１　（外国人）の時、（No.21）　被認知者の筆頭者は未入力であること

２１ （No.13）　被認知者の本非区分＝１　（本籍）の時、（No.20）　被認知者の本籍地＝管内であること

（No.11）　被認知者の区分＝１ （胎児） の時、
（No.12）　被認知者の外国人区分　～　（No.22）　　準正による訂正後の続柄は、未入力であること

１３
（No.11）　被認知者の区分＝２　（未成年）　かつ　（No.12）　　被認知者の外国人区分＝０　（日本人）　の時、
（No.14）　被認知者の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日　であること

１３-１
（No.11）　被認知者の区分＝３　（成年）　かつ　（No.12）　　被認知者の外国人区分＝０　（日本人）　の時、
（No.14）　被認知者の生年月日＋１６年（１６歳以上）　≦　受領日　であること

１２
（No.11）　被認知者の区分＝２ （未成年） ～ ３　(成年) の時、
（No.12）　被認知者の外国人区分　～　（No.17）　　被認知者の漢字氏名および
（No.20）　被認知者の本籍地は、必須入力であること

０
０

７

 ２．０　入力項目関連チェック　　１／４ 入力画面（認知届）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

６
（No.5)　　発送元≠スペースかつ、(No.5)　　発送元の最終文字が 『市』  『区』  『町』  『村』  『長』  の時
                  　                               （No.6）　 在外送付区分=１　 （国内からの送付）であること

７
（No.5)　　発送元≠スペースかつ、(No.5)　　発送元の最終文字が 『市』  『区』  『町』  『村』  『長』  以外の時
                                             　    （No.6） 　在外送付区分=２　 （在外公館の直接送付）または
                                     　            （No.6） 　在外送付区分=３ 　（在外公館の国内経由）であること

（No.7)　　処理日≠スペースの時、（No.7)　　処理日＞　（No.3)　　受領日であること

１１

１４
（No.12）　被認知者の外国人区分＝１　（外国人）の時、
（No.13）　被認知者の本非区分＝２　（非本籍）であること

20 ７／２８
（　６　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

改　　訂　　日　付
３

 審査（認知届） システム化調査研究会 平成 ６ 年１２月 １ 日

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日

3
03
5
4 



版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

２２ （No.13)被認知者の本非区分＝２（非本籍）の時、（No.20）被認知者の本籍地＝管外であること 「関連エラーがあります。

２３ （No.11）被認知者の区分＝２（未成年），３（成年）で、（No.22）準正による訂正後の続柄に入力がある時、 　正しく入力して下さい。」

（No.39）母の認知者との婚姻日は、入力必須であること

23-1 （No.18）被認知者の住所地≠スペース、（No.19）被認知者の世帯主≠スペースの時であること

23-2 （No.18）被認知者の住所地＝スペース、（No.19）被認知者の世帯主＝スペースの時であること

23-1-1 （No.11）　被認知者の区分＝２ （未成年） ～ ３　(成年) かつ （No.12）　被認知者の外国人区分＝０ (日本人)の時
（No.17）　被認知者の漢字氏名の氏＝（No.21）　被認知者の筆頭者の氏 であること

---

２５ （No.22)準正による訂正後の続柄に入力がある時、（訂正前の父母との続柄＝１０（男）～２９（十九男））ならば

（No.22)準正による訂正後の続柄＝１１（長男）～２９（十九男）　であること

２６ （No.22)準正による訂正後の続柄に入力がある時、（訂正前の父母との続柄＝３０（女）～４９（十九女））ならば

（No.22)準正による訂正後の続柄＝３１（長女）～４９（十九女）であること

２７ （No.23）認知者の外国人区分＝１（外国人）の時、（No.24）認知者の本非区分＝２（非本籍）であること

２８ （No.23）認知者の外国人区分＝０（日本人）の時、（No.25）認知者の生年月日＝和暦であること

２９ （No.23）認知者の外国人区分＝１（外国人）の時、（No.25）認知者の生年月日＝西暦であること

３０ （No.23）認知者の外国人区分＝０（日本人）の時、（No.29）認知者の本籍地＝本籍であること

３１ （No.23）認知者の外国人区分＝１（外国人）の時、（No.29）認知者の本籍地＝国籍であること

３２ （No.23）認知者の外国人区分＝０（日本人）の時、（No.30）認知者の筆頭者は入力必須であること

３３ （No.23）認知者の外国人区分＝１（外国人）の時、（No.30）認知者の筆頭者は未入力であること

３４ （No.24）認知者の本非区分＝１（本籍）の時、（No.29）認知者の本籍地＝管内であること

３５ （No.24）認知者の本非区分＝２（非本籍）の時、（No.29）認知者の本籍地＝管外であること

３５-1 （No.23）認知者の外国人区分＝０（日本人）の時、

（No.28)認知者の漢字氏名の氏＝（No.30)認知者の筆頭者の氏 であること

３６ （No.31）母の外国人区分＝１（外国人）の時、（No.32）母の本非区分＝２（非本籍）であること

３７ （No.31）母の外国人区分＝０（日本人）の時、（No.33）母の生年月日＝和暦であること

３８ （No.31）母の外国人区分＝１（外国人）の時、（No.33）母の生年月日＝西暦であること

３９ （No.31）母の外国人区分＝０（日本人）の時、（No.36）母の本籍地＝本籍であること

４０ （No.31）母の外国人区分＝１（外国人）の時、（No.36）母の本籍地＝国籍であること

４１ （No.31）母の外国人区分＝０（日本人）の時、（No.37）母の筆頭者は入力必須であること

４２ （No.31）母の外国人区分＝１（外国人）の時、（No.37）母の筆頭者は未入力であること

４３ （No.32）母の本非区分＝１（本籍）の時、（No.36）母の本籍地＝管内であること

４４ （No.32）母の本非区分＝２（非本籍）の時、（No.36）母の本籍地＝管外であること

４４-1 （No.31）母の外国人区分＝０（日本人）の時、

（No.35)母の漢字氏名の氏＝（No.37)母の筆頭者の氏

０
０

８

 ２．０　入力項目関連チェック　　２／４ 入力画面（認知届）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

※被認知者が本籍
   人の時、チェック
   する

２１ ８／２８
（　６　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

改　　訂　　日　付
３

 審査（認知届） システム化調査研究会 平成 ６ 年１２月 １ 日

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成３０年　３月３１日

3
03
55
 























版 頁　数

１ １ １ １ Ｎ　Ｏ （82） → （83）　3.0　審査へ 不受理

２ （84）確認メッセージ　（YSE,NO）

　　　「母の本国法により認知することができる旨の証明書は

　　　　ありますか」を表示

ＹＥＳ （85） → 受理

　 Ｎ　Ｏ （86） → 不受理

（87）認知者の生年月日 ＋ 12年（12歳以上） ≦ 受領日 か ／

ＹＥＳ （88） → （94） ／

Ｎ　Ｏ （89）確認メッセージ　（YSE,NO）　「認知者の生年月日は正しいですか」を表示 （90）　3.0　審査へ

ＹＥＳ （91） → （94） ／

Ｎ　Ｏ （92） → （93）　3.0　審査へ

（94）3.2　審査へ進む ／

（95）審査の結果、確認・エラーメッセージがない　（YSE,NO） ／

ＹＥＳ （96） → （166） ／

Ｎ　Ｏ （97） → （98）　3.0　審査へ

２，３ （99）被認知者の外国人区分　（0：日本人，1：外国人） ／

0 （100）認知者の外国人区分（0：日本人，1：外国人） ／

0 （101）審査の準拠法（0：日本法） ／

0 （102） → （118） ／

その他 （103）エラーメッセージ「準拠法が異なります」を表示 （104）3.0　審査へ

１ （105）在外送付区分は、2（在外公館の直接送付）であるか ／ 戸40，法例18Ⅰ・Ⅱ，22

ＹＥＳ （106）エラーメッセージ （107）3.0　審査へ

　　　　「送付分の届書としては処理できません」を表示

Ｎ　Ｏ （108） → （109） ／

（109）審査の準拠法（0：日本法，１：外国法（認知者の本国法）） ／

0 （110） → （118） ／

1 （111）確認メッセージ（YSE,NO） （112）3.0　審査へ

　　　　　「認知者の本国法により認知することができる旨の証明書は

　　　　　ありますか」を表示

改　　定　　日　付
３

 審査（認知届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

（　３　）

0
1
8

平成２９年　３月３１日 20 １８／２８

処　　　理　　　名  ３．１　審査　　　4／7 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

昭和39.　7.　8　～　9　釧路地方法務局管内戸住
協決
昭和40.　3.　6　民事（2）発第87号民事局変更
指示
昭和39.　9.16　～　17　香川県連合戸住協決
昭和40.　4.14　民事（2）発第146号民事局変更
指示

3
03
6
6 





版 頁　数

2. 3 １ 0 2 ＹＥＳ （137） → （138）3.0　審査へ 受理

Ｎ　Ｏ （139） → 不受理

1 （140）審査の準拠法（1：外国法（認知者の本国法）， ／

　　　　　　　　　　　　　　2：外国法（子又は母の本国法））

1 （141）確認メッセージ　（YSE,NO） （142）3.0　審査へ

　　　　「認知者の本国法により認知することができる旨の証明書は

　　　　　ありますか」　を表示

ＹＥＳ （143）確認メッセージ　（YSE,NO）

　　　　「子の本国法上の保護要件を満たしている旨の

　　　　　証明書はありますか」　を表示

ＹＥＳ （144） → 受理

Ｎ　Ｏ （145） → 不受理

2 （146）確認メッセージ　（YSE,NO）

　　　　　「子の本国法により認知することができる旨の証明書は

　　　　　　ありますか」　を表示

ＹＥＳ （147） → 受理

Ｎ　Ｏ （148） → 不受理

（149）認知者と母との婚姻日≠スペースであるか ／

ＹＥＳ （150）被認知者は認知者と母の婚姻200日以内の出生子であるか ／ 昭和34.　8.28　民事甲　1827号通達

ＹＥＳ （151）エラーメッセージ （152）3.0　審査へ

　　　　　「父母婚姻200日以内の子の認知は嫡出子としての

　　　　　　戸籍訂正となります」を表示

Ｎ　Ｏ （153） → （154） ／

Ｎ　Ｏ

／

ＹＥＳ （155） → （161） ／

　 Ｎ　Ｏ （156）確認メッセージ　（YSE,NO） （157）3.0　審査へ

　　　　「認知者及び子の生年月日は正しいですか」　を表示

（154）認知者の生年月日 + 12年（12歳以上） ≦ 被認知者の生年月日 か 昭和39.　7.　8　～　9　釧路地方法務局管内戸住
協決
昭和40.　3.　6　民事（2）発第87号民事局変更
指示
昭和39.　9.16　～　17　香川県連合戸住協決
昭和40.　4.14　民事（2）発第146号民事局変更
指示

平成３０年　３月３１日 21 20／28

処　　　理　　　名  ３．１　審査　　　6／7

0
2
0

改　　定　　日　付
３

 審査（認知届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者

根　拠　法　令　（マニュアル処理）

作　　成　　日　　付

（　３　）

3
03
6
8 



版 頁　数

2. 3 Ｎ Ｏ ＹＥＳ （158） → （161） ／

　 Ｎ Ｏ （159） → （160）3.0　審査へ

(161)3.2　審査へ進む ／

(162)審査結果、確認・エラーメッセージがない　（YES，NO） ／

ＹＥＳ （163） → （166） ／

Ｎ Ｏ （164） → （165）3.0　審査へ

(166)届出人は認知者本人であるか ／

（167） → （172） ／ （168）3.0　審査へ （168）を削除

（169）確認メッセージ （YES,NO） （169-1）3.0　審査へ

ＹＥＳ （170） → 受理

Ｎ Ｏ （171） → 不受理

(172)認知者の生年月日　＋　15年（15歳未満）　＞　受領日 ／

（173）メッセージ 受理照会

昭和49.7.25 ～ 26 徳島地方法務局管内連合戸協決議

（174） → （175）3.0　審査へ

ＹＥＳ

Ｎ　Ｏ

　　　　　「届出人は、認知者でありがせんがよろしいですか」を表示

0
2
1

ＹＥＳ

　　　　　「届出人の年齢が15歳未満です。受理照会が必要な届です。」を表示

Ｎ Ｏ

21 21／28
（　３　）

処　　　理　　　名  ３．１　審査　　　6／7 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

平成30年　3月31日

改　　定　　日　付
３

 審査（認知届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

3
03
6
9 



版 頁

（１） 被認知者の区分（１：胎児，２：未成年，３：成年） ／

１ （２）～（10）削除

（１１） 認知の承諾者（０：無，１：胎児の母） ／

０ （１２） エラーメッセージ （１３）３．１審査へ 不受理

　　　　「母の承諾がなければ胎児認知できません」を表示

１ （１４） →

２，３ （１５） 被認知者の外国人区分（０：日本人，１：外国人） ／

０ ／

ＹＥＳ ／ 民731

本籍人の年齢条件を削除（第１３版）

ＹＥＳ （１８） 確認メッセージ（ＹＥＳ，ＮＯ） 「成年擬制ですか」を表示 （１９）３．１審査へ 民753

ＹＥＳ （２０） → （２４） ／

Ｎ　Ｏ （２１） → （２２）３．１審査へ

Ｎ　Ｏ

Ｎ　Ｏ （２３） → （２４） ／

（２４） 確認メッセージ（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

　　　「被認知者は成年被後見人ですか」を表示

ＹＥＳ （２５） 認知の承諾者（０：無，２：成年者，３：その他） ／ 民７８２，昭和１８．１２．３ 民事甲 ９４３回答

０，２ （２６） エラーメッセージ （２７）３．１審査へ 不受理

　　　　「本人以外の承諾が必要です」を表示

３ （２８） 確認メッセージ（ＹＥＳ，ＮＯ） 「成年後見人（成年後見監督人・ 昭和４５．１．３１ 民事甲 ４６４回答

　　　　特別代理人）の承諾がありますか。」を表示

処　　　理　　　名  ３．２　審査　　　１／２ 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

 審査（認知届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

（　３　）

（１６）
認知成立日 ≠ スペースの場合
　　被認知者の生年月日 ＋ ２０年（２０歳未満） > 認知成立日
審判／判決確定日 ≠ スペースの場合
　　被認知者の生年月日 ＋ ２０年（２０歳未満） > 審判／判決確定日
認知成立日 ＝ スペース かつ 審判／判決確定日 ＝ スペースの場合
　　被認知者の生年月日 ＋ ２０年（２０歳未満） > 受領日

（１７）
認知成立日 ≠ スペースの場合
　　被認知者の生年月日 ＋ １６年（１６歳以上） ≦ 認知成立日
審判／判決確定日 ≠ スペースの場合
　　被認知者の生年月日 ＋ １６年（１６歳以上） ≦ 審判／判決確定日
認知成立日 ＝ スペース かつ 審判／判決確定日 ＝ スペースの場合
　　被認知者の生年月日 ＋ １６年（１６歳以上） ≦ 受領日

平成２９年　３月３１日 ２０ ２２／２８

０
２

２
3
03
7
0 





































版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 届出人資格区分１ 中間ファイル 届出人資格１

（仮受付） （届書）

　　［受付］

届出人資格名称１ 有

届出人資格１名称

届出人氏名１ 届出人氏名１

漢字氏名（認知者）

漢字氏名（被認知者）

漢字氏名（母）

届出人資格区分２ 届出人資格２

届出人資格名称２ 届出人資格２ 有

届出人資格２名称

届出人氏名２ 届出人氏名２

漢字氏名（母）

届後本籍区分

届後本籍コード

届後本籍

届後戸籍の筆頭者

送達確認１

証書提出区分

届書送付目録区分

処分区分 処分区分

決裁区分 決裁区分

0
4
0

記　号　名

平成　６年１２月　１日

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名

処　　　理　　　名

画面名称

ＤＢ・ファイル名

画面名称名　　　　　　　　称

項　　　　　　　　　　　　目

（　４　）

引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

（受取側）　中間ファイル（仮受付）　受付　　　　　　　　　　　　　←　　　（引渡側）中間ファイル（届書）

作　　成　　者

システム化調査研究会 12／20

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成23年　３月  １日 14

名　　　　　　　　称

項　　　　　　　　　　　　目

デ　ー　タ　編　集　表
作　　　　業　　　　名

入力確認（認知届）

記　号　名

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側

4.0 中間ファイル（仮受付） 編集　２／３

第　２
３

　　届出人資格１≠１,１０５かつ
　　 　届出人氏名１＝裁判申立人
　　　　　　　　ならば１０２を移送
 　　　届出人氏名１≠裁判申立人
　　　　　ならば届出人資格１を移送
　（届出人資格１＝１７かつ
　  届出人氏名１に入力がない場合は、
　漢字氏名（母）で処理)

 (認知種別=１かつ届出人資格１＝１,１０５)
 　　　　　　　　　　　　　　　　　以外の時、移送する
認知種別=２かつ届出人氏名１=スペースかつ
届出人資格１=１の時、漢字氏名（認知者）を移送

 認知種別=２かつ 届出人資格1=１０５の時、
漢字氏名（被認知者）を移送

 届出人氏名１=ｽﾍﾟｰｽかつ届出人資格１=１７の時、
 漢字氏名 （母） を移送する(届出人氏名1は必須ではない為)

 認知種別=２かつ届出人資格２≠ｽﾍﾟｰｽの場合に、
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移送する
 （届出人資格区分１に１０２を移送した場合は、
   届出人資格区分・名称２にも１０２を移送する）
 　届出人資格２=９９の時、届出人資格名称2を移送

　届出人氏名２=ｽﾍﾟｰｽかつ届出人資格名称2=１７の時は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 漢字氏名（母）を移送

　上記、届出人資格区分１に移送した
　コード変換して移送する

　届出人資格１=９９の時、移送

　ファイル仕様書参照

　０を移送

　認知成立日≠０の時、１を移送
　上記以外の時、０を移送

　　届出人資格１≠１,１０５かつ
　　 　届出人氏名１＝裁判申立人
　　　　　　　　ならば１０２を移送
 　　　届出人氏名１≠裁判申立人
　　　　　ならば届出人資格１を移送
　（届出人資格１＝１７かつ
　  届出人氏名１に入力がない場合は、
　漢字氏名（母）で処理)

 (認知種別=１かつ届出人資格１＝１,１０５)
 　　　　　　　　　　　　　　　　　以外の時、移送する
認知種別=２かつ届出人氏名１=スペースかつ
届出人資格１=１の時、漢字氏名（認知者）を移送

 認知種別=２かつ 届出人資格1=１０５の時、
漢字氏名（被認知者）を移送

 届出人氏名１=ｽﾍﾟｰｽかつ届出人資格１=１７の時、
 漢字氏名 （母） を移送する(届出人氏名1は必須ではない為)

 認知種別=２かつ届出人資格２≠ｽﾍﾟｰｽの場合に、
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移送する
 （届出人資格区分１に１０２を移送した場合は、
   届出人資格区分・名称２にも１０２を移送する）
 　届出人資格２=９９の時、届出人資格名称2を移送

　届出人氏名２=ｽﾍﾟｰｽかつ届出人資格名称2=１７の時は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 漢字氏名（母）を移送

　上記、届出人資格区分１に移送した
　コード変換して移送する

　届出人資格１=９９の時、移送

　ファイル仕様書参照

　０を移送

　認知成立日≠０の時、１を移送
　上記以外の時、０を移送

30
38

8









版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 届出人（資格１） 中間ファイル 届出人資格１ 認知種別＝２かつ

（仮戸籍） （届書） 届出人資格１≠１０５の時，移送

身分事項 届出人（資格１名称） 届出人資格１ 有 認知種別＝２かつ

届出人資格１≠１０５の時，移送

届出人資格１名称 認知種別＝２かつ

届出人資格１＝９９の時，移送

届出人（氏名１） 届出人氏名１

届出人（資格２） 届出人資格２ 認知種別＝２の時，移送

届出人（資格２名称） 届出人資格２ 有 認知種別＝２の時，移送

届出人資格２名称 認知種別＝２かつ

届出人資格２＝９９の時，移送

届出人（氏名２） 届出人氏名２

証書提出者資格 届出人資格１ 認知成立日≠０の時，移送

証書提出者資格名称 届出人資格１ 有

届出人資格１名称

証書提出者氏名 届出人氏名１

送付を受けた日 送付日 送付日≠０の時，移送

受理者 発送元 送付日≠０の時，移送

関連事項訂正 訂正後続柄≠０の時，

‘父母との続柄’と編集し移送

従前の記録 訂正後続柄≠０の時，移送

父母との続柄

記録日 処理日 処理日≠０の時，移送

認知種別＝２かつ
届出人資格１＝１９，２０，９９
　　　　　　　　　　の時，移送

認知種別＝２かつ
届出人資格２＝１９，２０，９９
　　　　　　　　　　の時，移送

０
４

４

認知成立日≠０かつ
届出人資格１≠99，105 の時，
届出人資格１を移送

認知成立日≠０かつ
届出人資格1＝99の時，
届出人資格名称１を移送

認知成立日≠０かつ
届出人資格1＝19, 20, 99
　　　　　　　　　　の時，移送

訂正前の続柄を移送する

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

16 １６／２０
（　４　）

処　　　理　　　名 5.2　身分事項　被認知者編集　2/2 （受取側）　中間ファイル（仮戸籍）／身分事項　　　　　　　　　　←　　　（引渡側）中間ファイル（届書）

改　　訂　　日　付
３

入力確認（認知届） システム化調査研究会 平成 ６ 年１２月 １ 日

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２5年　3月　１日

3
0
39
2 





版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 証書提出日 中間ファイル 証書提出日 認知成立日≠０の時，移送

（仮戸籍） 届出人（資格１） （届書） 届出人資格１ 認知種別＝２かつ

身分事項 届出人資格１≠１,１０５の時，移送

届出人（資格１名称） 届出人資格１ 有 認知種別＝２かつ

届出人資格１≠１,１０５の時，移送

届出人資格１名称 認知種別＝２かつ

届出人資格１＝９９の時，移送

届出人（氏名１） 届出人氏名１

届出人（資格２） 届出人資格２ 認知種別＝２の時，移送

届出人（資格２名称） 届出人資格２ 有 認知種別＝２の時，移送

届出人資格２名称 認知種別＝２かつ

届出人資格２＝９９の時，移送

届出人（氏名２） 届出人氏名２

証書提出者資格 届出人資格１

証書提出者資格名称 届出人資格１ 有

届出人資格１名称

証書提出者氏名 届出人氏名１

送付を受けた日 送付日 送付日≠０の時，移送

受理者 発送元 送付日≠０の時，移送

記録日 処理日 処理日≠０の時，移送

※データ編集表（5.2、6.1～6.2 身分事項編集）の仮戸籍.身分事項は、ノーマル時の項目のみを記述している。

認知種別＝２かつ
届出人資格１＝１９，２０，９９
　　　　　　　　　 １０５の時，移送

認知種別＝２かつ
届出人資格２＝１９，２０，９９
　　　　　　　　　　の時，移送

０
４

６

認知成立日≠０かつ
届出人資格１≠１の時，移送

認知成立日≠０かつ
届出人資格１≠１、９９の時，
届出人資格１を移送
認知成立日≠０かつ
届出人資格１＝９９の時，
届出人資格１名称を移送

認知成立日≠０かつ
届出人資格１≠１の時，移送

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

16 １８／２０
（　４　）

処　　　理　　　名 6.1　身分事項　認知者編集　2/2 （受取側）　中間ファイル（仮戸籍）／身分事項　　　　　　　　　　←　　　（引渡側）中間ファイル（届書）

改　　訂　　日　付
３

入力確認（認知届） システム化調査研究会 平成 ６ 年１２月 １ 日

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２5年　3月　１日

3
03
94
 































標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１4．０ １／１

平成２３年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．3 標準仕様書修正
（養子縁組届）

１． 要件定義ワークシート
（縁組７２）

養子縁組（第11版）における「共同親権の記録」 037
メッセージ追加について 038

第11版で「離婚後再婚した父（母）の配偶者と養子縁組
したことによる共同親権記録」のメッセージを追加した。
死別後再婚の場合でもメッセージが表示されるため
メッセージを変更して欲しい。
（修正前）
「養親の配偶者が養子の親権者ですか？」
（修正後）
「養子に単独親権の記録がありますか？」

２． 要件定義ワークシート
（縁組７５）

同一戸籍縁組区分＝０（その他）で、同一戸籍を 029
選択してもチェックが掛からない。 029-1
確認のための審査を追加する

３． 要件定義ワークシート
（縁組７７）

連れ子縁組で養子が１５歳未満の場合、「養父の配偶者 042
の同意書がありますか」のメッセージにNOと応答すると 045
不受理となる。 050
養父の配偶者が代諾者の場合は同意は不要である。 053
そのため、メッセージを変更する。
（修正前）
「養父の配偶者の同意書がありますか。」
「養母の配偶者の同意書がありますか。」
（修正後）
「養父の配偶者の同意書がありますか？
　又は養父の配偶者が縁組の代諾者ですか？」
「養母の配偶者の同意書がありますか？
　又は養母の配偶者が縁組の代諾者ですか？」

４． 要件定義ワークシート
（縁組７８）

養子縁組届P.74(67)の処理で、新戸籍編製がない場合 073
（外国人養父母との縁組）にも、配偶者の身分事項編製
（除籍）が処理されるように読めます。なおマトリックスでは、
該当パターンに[6.2]の記述はありません。
そのため、新戸籍編製が無い場合は、(67)の処理を
行わないよう、チェックを追加する。
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１4．1 １／１

平成２３年９月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．3 標準仕様書修正
（養子縁組届）

１． システム処理の概要説明
（民法改正）

未成年後見人が複数人選任されることが可能となった。 1
複数人の未成年後見人が代諾（届出）した縁組届は
審査結果入力での処理となる。
上記内容を、システム処理の概要説明に記載する。

２． 要件定義ワークシート
（民法改正）

届出人資格コード入力の関連チェック（№84）の 23
備考欄の説明文を修正。
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：１5．０ １／１

平成２４年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．3 標準仕様書修正
（養子縁組届）

１． 要件定義ワークシート
（縁組８１）

代諾者ガ日本人父又は母である場合、届出人氏名の
入力が不要であるため、婚姻や離婚などで氏が
変わると、受附帳の届出人氏名に旧氏が記録されて
しまう。
そのため、届出人資格が父の場合で、
養子（養女）の父氏名と異なる場合は
確認メッセージを追加する。
同様に届出人資格が母の場合で、
養子（養女）の母氏名と異なる場合は
確認メッセージを追加する。

上記対応に伴い、関連チェックを廃止して審査で 24
対応する。 25
廃止する関連チェックは以下の通りである。
・届出人が父（日本人）又は母（日本人）の場合、
　届出人氏名がスペースであること。
・届出人が父（日本人）又は母（日本人）の場合、
　養子（養女）の父氏名又は母氏名と同じであること。
・届出人が養父又は養母で代諾者の場合で
　養子（養女）が本籍人であれば、
　養子（養女）の養父氏名又は養母氏名と同じで
　あること。

審査では、以下の対応とする。 58
・届出人が父の場合、養子の父氏名と比較し、 58-1
　異なっている場合に確認メッセージを出力する。 58-2
・届出人が母の場合、養子の母氏名と比較し、 60
　異なっている場合に確認メッセージを出力する。 60-1
・養子が本籍人で届出人が養父の場合、 60-2
　養子の戸籍の養父氏名と比較し、
　異なっている場合に確認メッセージを出力する。
・養子が本籍人で届出人が養母の場合、
　養子の戸籍の養母氏名と比較し、
　異なっている場合に確認メッセージを出力する。
※この修正で58-2,58-3,60-2,60-3が頁追加された。

受付帳の届出人氏名の編集（備考欄）を修正した。 91
92

（縁組８１に関連して修正）

届出人が父（日本人）又は母（日本人）の場合だけ 24
代諾者であるチェックとしており、外国人の場合は
チェックがされていない。
外国人も代諾者であるため、このチェックを削除する。

届出人欄の名称が誤っていたため修正した。 92
届出人欄の編集が分かりにくかったため、
代諾者とそれ以外（裁判縁組）に分けて編集し直した。
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：16.0 １／１

平成２５年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．3 標準仕様書修正
（養子縁組届）

１． 要件定義ワークシート、データ編集表
（縁組８２）養子縁組の届出人について

第13版で、以下の修正がありました。
養子縁組の代諾者の日本人父又は母である場合、
届出人氏名の入力が不要であるため、婚姻や離婚
などで氏が変わると、受附帳の届出人氏名に
旧氏が記録されてしまう。
この対応として、受附帳の届出人氏名編集の
備考欄を修正している。
ここで、養子（女）の父欄・母欄には、変更前、
変更後どちらの氏を入力す入力するのでしょうか？
（結論）
代諾者が日本人父、母の場合も届出人氏名の 24
入力を必須とする。
この修正で、代諾者の場合は全ての届出人資格で 92
氏名が必須入力となった。そこで、受付帳の届出人
の編集（備考欄）を変更した。

２． データ編集表
（縁組８７）身分事項の届出人の記録について

養子が外国人でその父又は母が日本人（帰化者）で 99
あった場合の養親の記録（届出人）について
H21.1.16の研究会で養子縁組の場合の代諾者の
記録に関して議論がなされ、13版で修正されたが、
届出人（裁判等）について検討されていない。
現状では資格のみ、それも届出人１のみの編集と
なっているが、代諾者と同様の編集をすべきか。
（結論）
本件に関しては修正の対象ではないが、13.0版で
修正した届出人の編集について、資格だけの
記録とし、氏名の記録は行わないようにすべき。
→法務省見解（氏名を記録しても、その個人を特定
　できないため。

３． データ編集表
（縁組８８）仮受付日の事件発生日について

中間ファイル（仮受付）編集の事件発生日に 91
関しては、13.0版以前の移送条件が正しい。
誤植を修正。
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：17.0 １／１

平成２６年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．3 標準仕様書修正
（養子縁組届）

１． データ編集表
（縁組８９）１５版　養子縁組届の証代諾者の 102

記載について 105
縁組届の届出人が日本人父または母だった場合に 108
届出人氏名をスペースとする修正を１５版で行ったが、
この修正により代諾者氏名が無条件で移送されて
しまっている。
【富士通追記】
１６版で日本人父または母の氏名入力を必須とした。
→（縁組８２）の対応
★（結論）養子の身分事項の代諾者の移送条件を
　　修正する。

（縁組９０）１５版　養子縁組届の証書提出者の 103
記載について 106
（縁組８９）の代諾者と同様に、証書提出者氏名が 109
無条件で移送されてしまっている。
【富士通追記】
１６版で日本人父または母の氏名入力を必須とした。
→（縁組８２）の対応
★（結論）養子の身分事項の証書提出者の移送
　　条件を修正する。

２．その他
（縁組６５）１５歳未満の自己の嫡出でない子と養子縁組を

する場合の特別代理人の選定の審査
★議事録洗い出しで確定・修正「要」とされているが、
結論が出ていないため、未決である。
そのため、修正対象とはならない。
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：18.0 １／１

平成２７年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．3 標準仕様書修正
（養子縁組届）

１．関連チェック表
（縁組９４） 27-1

入籍届の指摘事項「筆頭者の氏と構成員の氏の
チェックがされていない。」を受け、修正を実施。

入籍届の指摘に類するチェックは実施済。
ただし、受付帳記録誤りに対するチェックを追加。
【チェック済】
・筆頭者である養子氏名と養子の筆頭者氏名が同一
・筆頭者である養女氏名と養女の筆頭者氏名が同一
・筆頭者である養父氏名と養父の筆頭者氏名が同一
・筆頭者である養母氏名と養母の筆頭者氏名が同一
・養親の戸籍入る場合の筆頭者である養父母氏名と
　入籍戸籍の筆頭者氏名が同一
・養親で新戸籍を編製する場合の筆頭者となる
　養父母氏名と入籍戸籍の筆頭者氏名が同一
・養子夫婦で新戸籍を編製する場合の筆頭者となる
　養子（女）氏名と入籍戸籍の筆頭者氏名が同一
【チェック未】（今回修正）
※いずれも日本人の場合のチェック
・構成員である養子と養子の筆頭者氏名の
　「氏」が同一
・構成員である養女と養女の筆頭者氏名の
　「氏」が同一
・養子夫婦が双方日本人であるときの
　養子と養女の「氏」が同一
・養子（女）とその配偶者が双方日本人であるときの
　養子（女）と配偶者の「氏」が同一
・構成員である養父と養父の筆頭者氏名の
　「氏」が同一
・構成員である養母と養母の筆頭者氏名の
　「氏」が同一
・養親夫婦が双方日本人であるときの
　養父と養母の「氏」が同一
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：20.0 １／１

平成２９年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．3 標準仕様書修正
（養子縁組届）

１．関連チェック表
（縁組９９）

処理日は受領日を含まない日付とする。 016

（縁組９８）
年齢算出の表記をロジカルに修正 017

018
023

２．要件定義ワークシート
（縁組９８）

年齢算出の表記をロジカルに修正 037
037-1

３．４　養子養親判定ルーチン（39～46ページ）、 038
３．４．１　養女養親判定ルーチン（47～54ページ）の 038-1
削除スペースを圧縮して、修正を実施。 039

040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
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標 準 仕 様 書 修 正 履 歴
版数：21.0 １／１

平成３０年３月

項番 業務（届書）名 修      正      内      容 ページ 添付資料NO

１ 第7．2．(5)．3 標準仕様書修正
（養子縁組届）

１． 関連チェック表
（縁組１０１）

届出人資格の関連チェックを分ける。 023
024

（縁組１０２）
20版までの修正における誤植を修正する。 023

（縁組１０３）
養子縁組届の関連チェックの項番について 027-1
№102が３つある。これを修正する。

２． 要件定義ワークシート
（縁組１０５）

20版の改訂で年齢算出の表記を修正した件に 057
ついて、養子縁組で一部未対応の箇所があった。 058
これを修正する。 059
※58頁、60頁は本修正対応に伴い、処理(16)～(19) 060
　を次頁に繰り下げたもの。

３． 単体チェック表
補足説明の誤りを修正する。 004
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版 頁

１．養子縁組業務処理範囲外の処理
・養子縁組取り消しの裁判が確定し、その届出があった場合
・追完届出された場合
・養子縁組の戸籍訂正
・届書受理後に届出人の死亡が明らかになった場合の記録
・養父母の在籍した戸籍が法務省令第２７号第４条第２項の規定により改製されている場合
・無籍者の縁組の場合
・委託確認の裁判に基づく届出の場合
・配偶者（筆頭者）の死亡後に婚氏を称する婚姻で筆頭者となった者が養子となる縁組の場合
　※養子の戸籍は変動なし（婚氏のまま）であるが、システムは新戸籍編製でなければ通らない（筆頭者がする夫婦縁組）。
・成年被後見人(又は禁治産者)と成年後見人(又は後見人)の縁組届の場合
・特別代理人、児童福祉施設の長、未成年後見人、未成年後見監督人が複数人の届出（代諾）は審査結果
・夫婦の筆頭者であった者が婚姻中に国籍喪失で除籍となっている場合
　※標準仕様書では養子が該当する場合関連チェック（NO.14)で、養親が該当する場合関連チェック（NO.17,18)でエラーとなる。

２．養子縁組入力画面の意義
・その１画面　　養子となる者の現在の状況の各項目を入力する
・その２画面　　養親となる者の現在の状況の各項目を入力する
・その３画面　　縁組後の新本籍や届出人に関する各項目を入力する
・その４画面　　養子となる者の配偶者の現在の状況の各項目を入力する
・縁組形態入力画面　　縁組の形態を入力する

３．その他
・養子・養親両方に縁組をする意思の合致がある事（民第802条1号）
・養子は養親の尊属ではない事（民第793条）
・養子は養親の嫡出子、又は養子ではない事（昭和23.1.13民事甲第17号通達）
・証人の記録があり、２０歳以上である事（民第799条・第739条）
・証書提出者が３人以上の場合は審査結果入力で処理する
・養子縁組により、養子に共同親権に服する記録を要する場合は、移記処理で行う
・届出前の本籍が管内にあり、かつ、管内に新戸籍編製及び入籍する事件本人の父母欄及び養父母欄の氏名に変更がある場合は、移記処理で修正する
・養子（養女）が１５歳未満の時、代諾者となる父母が外国人でその国に親権規定がない場合は、審査結果入力で処理する。
　　（注）日本人父母同様に届出人資格等を入力すると、代諾者が親権者父母となるので注意すること

その他：審査内部で使用している［縁組形態区分］は、前提入力画面の【縁組の形態】を数字で表したものである

第　２
３

（　１　）
システム処理の概要説明

作　　　　業　　　　名

審査（養子縁組届） システム化調査研究会   1/68

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成２３年　９月３０日

０
０
１

14.1平成　６年１２月　１日

作　　成　　者

30
40
9
 







版 頁

Ｎｏ 必須 属性 ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

１ 養子と養父区分 英字 （Ｙ：縁組あり，スペース：縁組なし）であること 「項目エラーがあります。

２ 養子と養母区分 英字 （Ｙ：縁組あり，スペース：縁組なし）であること 　正しく入力して下さい。」

３ 養女と養父区分 英字 （Ｙ：縁組あり，スペース：縁組なし）であること

４ 養女と養母区分 英字 （Ｙ：縁組あり，スペース：縁組なし）であること

５ 養親配偶者氏名１ 漢字

６ 養親配偶者氏名２ 漢字

第　２
データチェック（単体表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日 21 4/68
（　５　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

０
０
４

１．０単体チェック表（１／６） 養子縁組（縁組形態入力画面）　　１／１

項　　　目　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

１から４
のうちど
れか１
つ以上

今回の縁組が単独縁組の場合、既に
縁組済の養子の養親の氏名 

今回の縁組が単独縁組の場合、既に縁
組済の養女の養親の氏名 

30
41
2
 

























版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

16 縁組形態区分＝３，６，９～１５の時、 「関連エラーがあります。

(No.50)養父の外国人区分＝０：日本人かつ、(No.62)養母の外国人区分＝０：日本人の場合、 　正しく入力して下さい。」

(No.53)養父の筆頭者区分＝１：筆頭者ならば、

(No.65)養母の筆頭者区分＝０：構成員であること、又は、

(No.53)養父の筆頭者区分＝０：構成員ならば、

(No.65)養母の筆頭者区分＝１：筆頭者であること

17 縁組形態区分＝３，６，９～１５の時、

(No.50)養父の外国人区分＝０：日本人かつ、(No.62)養母の外国人区分＝１：外国人の場合、

(No.53)養父の筆頭者区分＝１：筆頭者であること

18 縁組形態区分＝３，６，９～１５の時、

(No.50)養父の外国人区分＝１：外国人かつ、(No.62)養母の外国人区分＝０：日本人の場合、

(No.65)養母の筆頭者区分＝１：筆頭者であること

19 (No.10)送付日＝スペースの時、　(No.11)発送元＝スペースであること

20 (No.10)送付日≠スペースの時、　(No.11)発送元≠スペースであること

21 (No.10)送付日≠スペースの時、　(No.10)送付日≧(No.09)受領日であること

22 (No.10)送付日＝スペースの時、　(No.12)在外送付区分＝０：受理分であること

23 (No.11)発送元≠スペースの時、　(No.12)在外送付区分≠０：受理分であること

24 (No.11)発送元≠スペースかつ (No.11)発送元の最終文字が『市』『区』『長』『村』『町』のとき

(No.12)在外送付区分＝１：国内からの送付　であること

25 (No.11)発送元≠スペースかつ (No.11)発送元の最終文字が『市』『区』『長』『村』『町』以外のとき

(No.12)在外送付区分＝２：在外公館の直接送付　または

(No.12)在外送付区分＝３：在外公館の国内経由　であること

26 (No.13)処理日≠スペースの時、  (No.13)処理日＞(No.09)受領日であること

27 (No.15)郵送日≠スペースの時、　(No.10)送付日＝スペースであること

28 (No.15)郵送日≠スペースの時、　(No.15)郵送日≦(No.09)受領日であること

29 (No.14)本非区分＝１の場合、　(No.18)養子の本非区分・(No.34)養女の本非区分・

(No.51)養父の本非区分・(No.63)養母の本非区分のいずれか＝１であるか

(No.75)入籍する戸籍または新しい戸籍＝(本籍地)であること

20 16/68
（　６　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

０
１

６

２．０関連チェック表（４／１５） 養子縁組（縁組形態入力、その１～その４）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30
42
4
 



版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

30 (No.78)縁組成立日≠スペ－スかつ、(No.79)縁組方式≠スペ－スの場合、あるいは 「関連エラーがあります。

(No.77)裁判確定日≠スペースの場合、 　正しく入力して下さい。」

(No.16)届出区分＝２：報告的届出であること

30-1 (No.78)縁組成立日＝スペ－スかつ、(No.77)裁判確定日＝スペースの場合、

(No.16)届出区分＝１：創設的届出であること

31 (No.17)養子の外国人区分＝０：日本人の場合、(No.19)養子の生年月日＝(和暦)、

(No.24)養子の本・国籍≠スペース、(No.26)養子の筆頭者氏名≠スペース、

(No.31)養子の筆頭者区分≠スペースであること

32 (No.17)養子の外国人区分＝１：外国人の場合、(No.19)養子の生年月日＝(西暦)、

(No.24)養子の本・国籍＝国籍、(No.26)養子の筆頭者氏名＝スペース、

(No.31)養子の筆頭者区分＝スペースであること

33 (No.19)養子の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　受領日の場合、

(No.82)届出人資格コード１≠スペースであること

34 (No.19)養子の生年月日＋１５年（１５歳以上）　≦　受領日でかつ、

(No.81)後見人縁組区分＝０：無の場合、又は(No.77)裁判確定日＝スペースの場合、

(No.82)届出人資格コード１かつ２＝スペースであること

35 (No.19)養子の生年月日≧(No.52)養父の生年月日かつ

(No.19)養子の生年月日≧(No.64)養母の生年月日であること

36 (No.20)養子の婚姻区分＝１の場合、(No.32)養子の配偶者区分＝１であること

37 (No.20)養子の婚姻区分＝０の場合、(No.32)養子の配偶者区分＝０又は３であること

38 (No.25)養子の住所＝スペースの場合、(No.27)養子の世帯主氏名＝スペースであること

39 (No.17)養子の外国人区分＝０：日本人でかつ、

(No.25)養子の住所＝日本の場合、(No.27)養子の世帯主氏名≠スペースであること

40 （削除） 続柄更正申出対応

(8.3版）

41 (No.31)養子の筆頭者区分＝１の場合、

(No.23)養子の漢字氏名＝(No.26)養子の筆頭者氏名であること

０
１
７

２．０関連チェック表（５／１５） 養子縁組（縁組形態入力、その１～その４）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

※裁判による縁
組の場合、養子
の年齢に関係な
く養親が届出人と
なる

20 17/68
（　６　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日

30
42
5
 



版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

-- 「関連エラーがあります。

　正しく入力して下さい。」

43 (No.33)養女の外国人区分＝０：日本人の場合、(No.35)養女の生年月日＝(和暦)、

(No.40)養女の本・国籍≠スペース、(No.42)養女の筆頭者氏名≠スペース、

(No.47)養女の筆頭者区分≠スペースであること

44 (No.33)養女の外国人区分＝１：外国人の場合、(No.35)養女の生年月日＝(西暦)、

(No.40)養女の本・国籍＝国籍、(No.42)養女の筆頭者氏名＝スペース、

(No.47)養女の筆頭者区分＝スペースであること

45 (No.35)養女の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　受領日の場合、

(No.82)届出人資格コード１≠スペースであること

46 (No.35)養女の生年月日＋１５年（１５歳以上）　≦　受領日でかつ、

(No.81)後見人縁組区分＝０：無の場合、又は(No.77)裁判確定日＝スペースの場合、

(No.82)届出人資格コード１かつ２＝スペースであること

47 (No.35)養女の生年月日≧(No.52)養父の生年月日かつ

(No.35)養女の生年月日≧(No.64)養母の生年月日であること

48 (No.36)養女の婚姻区分＝１の場合、(No.48)養女の配偶者区分＝２であること

49 (No.36)養女の婚姻区分＝０の場合、(No.48)養女の配偶者区分＝０又は３であること

50 (No.41)養女の住所＝スペースの場合、(No.43)養女の世帯主氏名＝スペースであること

51 (No.33)養女の外国人区分＝０：日本人でかつ、

(No.41)養女の住所＝日本の場合、(No.43)養女の世帯主氏名≠スペースであること

52 （削除） 続柄更正申出対応

(8.3版）

53 (No.47)養女の筆頭者区分＝１の場合、

(No.39)養女の漢字氏名＝(No.42)養女の筆頭者氏名であること

０
１
８

２．０関連チェック表（６／１５） 養子縁組（縁組形態入力、その１～その４）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

※裁判による縁
組の場合、養女
の年齢に関係な
く養親が届出人と
なる

20 18/68
（　６　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日

30
42
6
 











版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

79 (No.80)同一戸籍縁組＝１の場合、 「関連エラーがあります。

縁組形態区分＝１～３の時、(No.32)養子の配偶者区分＝０でかつ、(No.31)養子の筆頭者区分＝０であること、あるいは 　正しく入力して下さい。」

縁組形態区分＝４～６の時、(No.48)養女の配偶者区分＝０でかつ、(No.47)養女の筆頭者区分＝０であること、あるいは

縁組形態区分≠７～１５であること

80 (No.80)同一戸籍縁組＝１の時、

縁組形態区分＝１又は４でかつ、(No.54)養父の配偶者区分＝０かつ、(No.53)養父の筆頭者区分＝０の場合、あるいは

縁組形態区分＝２又は５でかつ、(No.66)養母の配偶者区分＝０かつ、(No.65)養母の筆頭者区分＝０の場合、

(No.74)戸籍変動区分＝２であること

縁組形態区分＝１又は４でかつ、(No.54)養父の配偶者区分≠０又は、(No.53)養父の筆頭者区分＝１の場合、あるいは

縁組形態区分＝２又は５でかつ、(No.66)養母の配偶者区分≠０又は、(No.65)養母の筆頭者区分＝１の場合、あるいは

縁組形態区分＝３又は６の場合、

(No.74)戸籍変動区分＝４であること

81 (No.81)後見人縁組区分＝１の時、 民第851条4号

縁組形態区分＝１～３かつ、(No.19)養子の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　受領日の場合、あるいは、 昭和23.12.22民事甲

縁組形態区分＝４～６かつ、(No.35)養女の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　受領日の場合、  第3914号回答

(No.82)届出人資格コード１＝１１２：未成年後見監督人又は、７８：特別代理人であること

82 (No.87)届出人資格コード２≠スペースの時、(No.82)届出人資格コード１≠スペースであること

83 (No.82)届出人資格コード１＝１，２，１０，１１，１６，１７の場合、

(No.82)届出人資格コード１≠(No.87)届出人資格コード２であること

84 (No.82)届出人資格コード１＝７８，９３，１１０，１１２の場合、 未成年後見監督

(No.84)代諾者コード１＝１でかつ、届出人氏名１≠スペースでかつ、 人複数人の届出

(No.87)届出人資格コード２～(No.91)届出人生年月日２に入力がないこと は審査結果

85 (No.82)届出人資格コード１＝０３，１０９の場合、(No.84)代諾者コード１＝１でかつ、

(No.83)届出人氏名１≠スペースであること

85-1 (No.87)届出人資格コード２＝０３，１０９の場合、(No.89)代諾者コード２＝１でかつ、

(No.88)届出人氏名２≠スペースであること

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成３０年　３月３１日 21 23/68
（　６　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

０
２

３

２．０関連チェック表（１１／１５） 養子縁組（縁組形態入力、その１～その４）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

※資格人ｺｰﾄﾞ03
で２人いる場合、
氏名が同一の時
には審査でﾒｯｾｰ
ｼﾞを出力する

30
43
1 



版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

86 (No.82)届出人資格コード１＝１，２，１６又は１７の場合、 「関連エラーがあります。

(No.83)届出人氏名１≠スペースでかつ、 　正しく入力して下さい。」

(No.84)代諾者コード１＝１であること

86-1 (No.87)届出人資格コード２＝１，２，１６又は１７の場合、

(No.88)届出人氏名２≠スペースでかつ、

(No.89)代諾者コード２＝１であること　

87 15版で審査に

移行

88 15版で審査に

移行

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成３０年　３月３１日 21 2４/68
（　６　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

０
２
４

２．０関連チェック表（１２／１５） 養子縁組（縁組形態入力、その１～その４）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

※届出人が
外国人父母の場合
届出人氏名≠ｽﾍﾟｰ
ｽ

日本人父母の場合
も
届出人氏名≠ｽﾍﾟｰ
ｽとする。(16版対応)

30
43
2 



版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

89 (No.82)届出人資格コード１＝１又は１６の時、 「関連エラーがあります。

縁組形態区分＝１～３かつ、(No.18)養子の本非区分＝１：本籍の場合、あるいは 　正しく入力して下さい。」

縁組形態区分＝４～６かつ、(No.34)養女の本非区分＝１：本籍の場合

個人特定Ｆの養父氏名＝スペースであること

(No.82)届出人資格コード１＝２又は１７の時、

縁組形態区分＝１～３かつ、(No.18)養子の本非区分＝１：本籍の場合、あるいは

縁組形態区分＝４～６かつ、(No.34)養女の本非区分＝１：本籍の場合

個人特定Ｆの養母氏名＝スペースであること

※届出人２も１と同じ様にチェックする。

90 (No.82)届出人資格コード１＝１０又は１１でかつ、

(No.84)代諾者コード１＝１の場合、(No.83)届出人氏名１≠スペースであり、

(No.84)代諾者コード１＝０の場合、(No.83)届出人氏名１＝スペースでかつ、

(No.77)裁判確定日≠スペース又は、(No.79)縁組の方式≠スペースであること

(No.87)届出人資格コード２＝１０又は１１でかつ、

(No.89)代諾者コード２＝１の場合、(No.88)届出人氏名２≠スペースであり、

(No.89)代諾者コード２＝０の場合、(No.88)届出人氏名２＝スペースでかつ、

(No.77)裁判確定日≠スペース又は、(No.79)縁組の方式≠スペースであること

91

※本籍人の場合
のチェック

※転縁組の場合
前養親が届出人
となり、届出人氏
名に入力がなけ
ればならない
※養親が届出人
（代諾者ではな
い）となるには、
裁判か外国の方
式による場合

15版で審査に
移行

25/68平成２４年　３月　１日 15

改　　訂　　日　付

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

２．０関連チェック表（１３／１５） 養子縁組（縁組形態入力、その１～その４）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日
３

審査（養子縁組届）

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　日　　付作　　成　　者

（　６　）

０
２
５

30
4
3
3 







版 頁

Ｎｏ ｴﾗｰｺｰﾄﾞ

100 (No.17)養子の外国人区分＝０（日本人）　かつ　(No.31)養子の筆頭者区分＝０（構成員）の場合、 「関連エラーがあります。

(No.23)養子の漢字氏名の「氏」　＝　(No.26)養子の筆頭者氏名の「氏」　であること 　正しく入力して下さい。」

101 (No.33)養女の外国人区分＝０（日本人）　かつ　(No.47)養女の筆頭者区分＝０（構成員）の場合、

(No.39)養女の漢字氏名の「氏」　＝　(No.42)養女の筆頭者氏名の「氏」　であること

102 (No.17)養子の外国人区分＝０（日本人）　かつ　(No.33)養女の外国人区分＝０（日本人）の場合、

(No.23)養子の漢字氏名の「氏」　＝　(No.39)養女の漢字氏名の「氏」　であること

103 (No.92)配偶者外国人区分＝０（日本人）　かつ　(No.94)配偶者配偶者区分＝１（夫）　かつ

(No.33)養女の外国人区分＝０（日本人）の場合、

(No.39)養女の漢字氏名の「氏」　＝　(No.96)配偶者漢字氏名の「氏」　であること

104 (No.92)配偶者外国人区分＝０（日本人）　かつ　(No.94)配偶者配偶者区分＝２（妻）　かつ

(No.17)養子の外国人区分＝０（日本人）の場合、

(No.23)養子の漢字氏名の「氏」　＝　(No.96)配偶者漢字氏名の「氏」　であること

105 (No.50)養父の外国人区分＝０（日本人）　かつ　(No.53)養父の筆頭者区分＝０（構成員）の場合、

(No.57)養父の漢字氏名の「氏」　＝　(No.60)養父の筆頭者氏名の「氏」　であること

106 (No.62)養母の外国人区分＝０（日本人）　かつ　(No.65)養母の筆頭者区分＝０（構成員）の場合、

(No.69)養母の漢字氏名の「氏」　＝　(No.72)養母の筆頭者氏名の「氏」　であること

107 (No.50)養父の外国人区分＝０（日本人）　かつ　(No.62)養母の外国人区分＝０（日本人）の場合、

(No.57)養父の漢字氏名の「氏」　＝　(No.69)養母の漢字氏名の「氏」　であること

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
データチェック（関連表）

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成３０年　３月３１日 21 27-1／68
（　６　）

処　　　　理　　　　名 画　　　　　面　　　　　名 画　面　Ｉ　Ｄ

０
２
７
－
１

２．０関連チェック表（１５－１／１５） 養子縁組（縁組形態区分入力、その１～その４）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 出力エラーメッセージ 備　　考

30
43
5
-
2
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(26)確認メッセージ(YES,NO) (27)本紙へ

「平和条約発効に該当する国ですか。」を表示

(28)エラーメッセージ

「審査結果入力で処理して下さい。」を表示

(29)　→　(30)ヘ ／

(30)養親かつ養子の生死区分が０：生存である(YES,NO) ／

(31)　→　(33-1)ヘ ／

(32)エラーメッセージ (33)本紙へ

「死亡者がいるので縁組はできません。」を表示

(33-1)縁組成立日≠スペースである(YES,NO) ／ 戸41

(33-2)確認メッセージ(YES,NO) 「外国の方式により縁組が成立した旨の証書又は (33-3)本紙へ

証明書の添付がありますか」を表示

ＹＥＳ (33-4)確認メッセージ(YES,NO)

「外国人のみからの証書提出ですか」を表示

ＹＥＳ (33-4-1)エラーメッセージ

「審査結果入力で処理して下さい。」を表示

ＮＯ (33-4-2)縁組成立日＋３箇月　＞　受領日(YES,NO) ／ 戸41,戸43,大4.1.14

ＹＥＳ (33-4-3)　→　(34) ／

ＮＯ (33-4-4)確認メッセージ(YES,NO) (33-4-5)本紙へ 戸規65

「届出期間を過ぎていますがよろしいですか」を表示

ＹＥＳ (33-4-6)　→　(33-8) ／

ＮＯ (33-4-7)　→　 (33-4-8)本紙へ 不受理

ＮＯ (33-5)　→ (33-6)本紙へ 不受理

(33-7)　→　(33-8) ／

(33-8) 同一縁組区分＝０（その他）　かつ　養子縁組区分＝１～６　である (YES,NO) ／

ＹＥＳ (33-9) 縁組形態区分＝１～３である (YES,NO) ／

ＹＥＳ (33-10) 養子は日本人である (YES,NO)

０
２

９

ＹＥＳ

14 29/68
（　３　）

処　　　理　　　名 根　拠　法　令　（マニュアル処理）３．０　養子国籍処理ルーチン　（２／４）

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

平成　６年１２月　１日

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

平成２３年　３月　１日
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者

３
審査（養子縁組届） システム化調査研究会

第　２

30
43

7
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ＹＥＳ (33-11) （養子の本・国籍＝養父の本・国籍　かつ　　 ／

　　　　　　養子の筆頭者氏名＝養父の筆頭者氏名）　または

　　　　　　（養子の本・国籍＝養母の本・国籍　かつ

　　　　　　養子の筆頭者氏名＝養母の筆頭者氏名）　である (YES,NO)

ＹＥＳ (33-12) 確認メッセージ(YES,NO) (33-13) 本紙へ

　　　　「同一戸籍内縁組ではありませんね？」を表示

ＹＥＳ (33-14) → (34) ／

ＮＯ (33-15) → (33-16) 本紙へ

ＮＯ (33-17) → (34) ／

ＮＯ

ＮＯ (33-18) 養女は日本人である (YES,NO)

ＹＥＳ (33-19) （養女の本・国籍＝養父の本・国籍　かつ　　 ／

　　　　　　養女の筆頭者氏名＝養父の筆頭者氏名）　または

　　　　　　（養女の本・国籍＝養母の本・国籍　かつ

　　　　　　養女の筆頭者氏名＝養母の筆頭者氏名）　である (YES,NO)

ＹＥＳ (33-20) 確認メッセージ(YES,NO) (33-21) 本紙へ

　　　　「同一戸籍内縁組ではありませんね？」を表示

ＹＥＳ (33-22) → (34) ／

ＮＯ (33-23) → (33-24) 本紙へ

ＮＯ (33-25) → (34) ／

ＮＯ

(33-26)　→　(34) ／

(34)養子に入力がある(YES,NO) ／

(35)　→　(37-1) ／

(36)　→ (37)3.0.1養女国籍処理へ

(37-1)  養子の本・国籍＝本籍(日本人)である (YES,NO) ／

(37-2) 養子の父氏名＝スペース  又は  養子の母氏名＝スペース  (YES,NO) ／

ＹＥＳ (37-3) 確認メッセージ  (YES,NO) ／

「父又は母の氏名が空欄ですが、父母との続柄に間違いはありませんね？」

ＹＥＳ (37-4) → (38) ／

NO (37-5) → (37-6) 本紙へ 不受理

第　２

０
２

９
－

１

処　　　理　　　名 ３．０　養子国籍処理ルーチン　（２－１／４） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

平成２３年　３月　１日 14 29-1/68
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名

審査（養子縁組届）

作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

システム化調査研究会

ＮＯ

ＹＥＳ

NO

ＹＥＳ

平成　６年１２月　１日
３

（　３　）

30
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ＮＯ (37-7) 養子の父母との続柄＝１０(男)である (YES,NO) ／

ＹＥＳ (37-8) 確認メッセージ  (YES,NO)

　　　　　　「父母氏名双方に入力があります。父母との続柄が ／

　　　　　　 男又は女ですが間違いはありませんね？」

ＹＥＳ (37-9) → (38) ／

NO (37-10) → (37-11) 本紙へ 不受理

NO (37-12) → (38) ／

(37-13) → (38) ／

(38)縁組形態区分＝１又は７又は９又は１０である(YES,NO) ／

(39)養子は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (40)養父は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (40)養子要件具備へ [3.1] ／

(42)養子保護要件へ [3.2] ／

(43)縁組形態区分＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (44)　→ (45)本紙へ

Ｎｏ (46)　→ (47)3.0.1養女国籍処理へ

Ｎｏ (48)養子保護要件へ [3.2] ／

(49)　→ (50)3.3養子審査へ

Ｎｏ (51)養父は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (52)養子要件具備へ [3.1] ／

(53)　→ (54)3.3養子審査へ

Ｎｏ (55)　→ (56)3.3養子審査へ

(57)縁組形態区分＝２又は８又は１１又は１２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (58)養子は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (59)養母は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (60)養子要件具備へ [3.1] ／

(61)養子保護要件へ [3.2] ／

(62)縁組形態区分＝２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (63)　→ (64)本紙へ

ＮＯ (65)　→ (66)3.0.1養女国籍処理へ

０
３

０

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成　　年　　月　　日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30/68

処　　　理　　　名 ３．０　養子国籍処理ルーチン　（３／４） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

1
（　３　）
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43
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ＮＯ (67)養子保護要件へ [3.2] ／

(68)　→ (69)3.3養子審査へ

ＮＯ (70)養母は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (71) 養子要件具備へ [3.1] ／

(72)　→ (73)3.3養子審査へ

ＮＯ (73)　→ (75)3.3養子審査へ

ＮＯ (76)縁組形態区分＝３又は１３又は１４又は１５である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (77)　→　(80)へ ／

ＮＯ (78)　→ (79)本紙へ

(80)養子は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (81)養父は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (82)養子要件具備へ [3.1] ／

(83)養子保護要件へ [3.2] ／

(84)養母は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (85)縁組形態区分＝３である(YES,NO) ／

(86)　→ (87)本紙へ

(88)　→ (89)3.0.1養女国籍処理へ

ＮＯ (90)　→ (91)3.3養子審査へ

ＮＯ (92)養母は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (93)養子要件具備へ [3.1] ／

(94)養子保護要件へ [3.2] ／

(95)　→ (96)3.3養子審査へ

ＮＯ (97)養子保護要件へ [3.2] ／

(98)　→ (99)3.3養子審査へ

ＮＯ (100)養父又は養母は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (101)養子要件具備へ [3.1] ／

(102)　→ (103)3.3養子審査へ

ＮＯ (104)　→ (105)3.3養子審査へ

０
３

０
－

１

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成　　年　　月　　日
（　３　）

ＮＯ

1 30-1/68

処　　　理　　　名 ３．０　養子国籍処理ルーチン　（４／４） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

ＹＥＳ
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(1) 縁組形態区分＝１又は２である（養親１人との縁組） ／

(2) 縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または ／

　裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、

　養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (3) 同一戸籍内縁組である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (4) 養子は本籍人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (5) 確認メッセージ(YES,NO) (6)本紙へ

「養子に単独親権の記録がありますか？」を表示

ＹＥＳ (7)メッセージ (8)本紙へ

「養子に共同親権の記録をして下さい。」を表示

ＮＯ (9)　→　(10)へ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ ／

(１0)養子は婚姻している(YES,NO) ／

（１０－１）  配偶者外国人区分＝０:日本人 (YES,NO) ／

ＹＥＳ (１０－２) 配偶者父氏名＝スペース  又は  配偶者母氏名＝スペース  (YES,NO) ／

ＹＥＳ （１０－３） 確認メッセージ  (YES,NO) ／

「父又は母の氏名が空欄ですが、父母との続柄に間違いはありませんね？」

ＹＥＳ （１０－４） → （１１） ／

NO （１０－５） (１０－６) 本紙へ 不受理

ＮＯ （１０－７） 配偶者父母との続柄＝３０(女)である (YES,NO) ／

ＹＥＳ （１０－８） 確認メッセージ  (YES,NO)

　　　　　　「父母氏名双方に入力があります。父母との続柄が ／

　　　　　　 男又は女ですが間違いはありませんね？」

ＹＥＳ （１０－９） → （１１） ／

NO （１０－１０） (１０－１１) 本紙へ 不受理

NO （１０－１２） → （１１） ／

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日 20 37/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．３　養子審査ルーチン　（１／１） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

０
３

７

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

平成１９年３月１日 
 

成年後見法対応で、削除した(1)～(9)を 
第１１版対応で(1)～(9)の数字を再利用。 
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ＮＯ （１０－１３） → （１１） ／

(11)縁組形態区分＝１３でかつ、養子と養母は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (12)養子養親判定へ [3.4] ／

ＮＯ (13)養子同意書審査へ [3.5] ／

(14)養子養親判定へ [3.4] ／

(15)養女に入力があるか(YES,NO) ／

ＹＥＳ (16)　→ (17)3.0.1養女国籍処理へ

ＮＯ (18)　→ (19)3.6養子届出人審査へ

(20)養子養親判定へ [3.4] ／

(２1)　→ (22)3.6養子届出人審査へ

０
３

７
－

１

ＮＯ

平成２９年　３月３１日 20 37-1/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．３　養子審査ルーチン　（１－１／１） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付
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(1) 縁組形態区分＝４又は５である（養親１人との縁組） ／

(2) 縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または ／

　裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、

　養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (3) 同一戸籍内縁組である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (4) 養女は本籍人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (5) 確認メッセージ(YES,NO) (6)本紙へ

「養子に単独親権の記録がありますか？」を表示

ＹＥＳ (7)メッセージ (8)本紙へ

「養子に共同親権の記録をして下さい。」を表示

ＮＯ (9)　→　(10)へ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ ／

(１0)養女は婚姻している(YES,NO) ／

（１０－１）  配偶者外国人区分＝０:日本人 (YES,NO) ／

ＹＥＳ (１０－２) 配偶者父氏名＝スペース  又は  配偶者母氏名＝スペース  (YES,NO) ／

ＹＥＳ （１０－３） 確認メッセージ  (YES,NO) ／

「父又は母の氏名が空欄ですが、父母との続柄に間違いはありませんね？」

ＹＥＳ （１０－４） → （１１） ／

NO （１０－５） (１０－６) 本紙へ 不受理

ＮＯ （１０－７） 配偶者父母との続柄＝1０(男)である (YES,NO) ／

ＹＥＳ （１０－８） 確認メッセージ  (YES,NO)

　　　　　　「父母氏名双方に入力があります。父母との続柄が ／

　　　　　　 男又は女ですが間違いはありませんね？」

ＹＥＳ （１０－９） → （１１） ／

NO （１０－１０） (１０－１１) 本紙へ 不受理

NO （１０－１２） → （１１） ／

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日 20 38/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．３．１　養女審査ルーチン　（１／１） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

０
３

８

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

平成１９年３月１日 
 

成年後見法対応で、削除した(1)～(9)を 
第１１版対応で(1)～(9)の数字を再利用。 

30
44
9
 



版 頁

ＮＯ （１０－１３） → （１１） ／

(11)縁組形態区分＝１０でかつ、養女と養母は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (12)　→　(19)へ ／

ＮＯ (13)縁組形態区分＝１２でかつ、養女と養父は外国人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (14)　→　(19)へ ／

ＮＯ (15)養女同意書審査へ [3.5.1] ／

(16)養女養親判定へ [3.4.1] ／

(17)　→ (18)3.6.1養女届出人審査へ

(19)養女養親判定へ [3.4.1] ／

(20)　→ (21)3.6.1養女届出人審査へ

０
３

８
－

１

ＮＯ

平成２９年　３月３１日 20 38-1/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．３．１　養女審査ルーチン　（１－１／１） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30
45
0
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(１)～（１８） ／

(１9)縁組形態区分＝１，７，９，１０である(YES,NO) ／

(20)　→　(22)へ ／

(21)　→　(111)へ ／

(22)養父は日本人である(YES,NO) ／

(23)養父は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (24)養子は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (25)　→　(101)へ ／

ＮＯ (26)縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (27)確認メッセージ(YES,NO) (28)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養子は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (29)　→　(31)へ ／

ＮＯ (30)　→　(101)へ

ＮＯ

(31)確認メッセージ(YES,NO) (32)本紙へ 民第795条

「養子は養父の配偶者の嫡出子ですか。」を表示

ＹＥＳ (33)　→　(101)へ ／

ＮＯ (34)確認メッセージ(YES,NO) (35)本紙へ 民第795条

「養父の配偶者が縁組できない正当な理由が

記載されていますか。」を表示

ＹＥＳ (36)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本が

ありますか。」を表示

(37)　→　(101)へ ／

(38)確認メッセージ(YES,NO) (39)本紙へ

「養子は養父又は養父の配偶者の

直系卑属ですか。」を表示

20 39/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４　養子養親判定ルーチン　（１／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日

０
３

９

(1)～(18)までを削除

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

／

ＹＥＳ

ＮＯ

30
45
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ＹＥＳ (40)　→　(101)へ ／

ＮＯ (41)　→ (42)本紙へ 不受理

ＮＯ (43)　→ (44)本紙へ 不受理

ＮＯ (45)縁組成立日≠スペースの場合、養父の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　縁組成立日　または 民第792条

　裁判確定日≠スペースの場合、養父の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養父の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (46)　→　(84)へ ／

ＮＯ (47)縁組成立日≠スペースの場合、養父の生年月日＋１８年（１８歳以上）　≦　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養父の生年月日＋１８年（１８歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養父の生年月日＋１８年（１８歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (48)確認メッセージ(YES,NO) (49)本紙へ 民第753条

「養父は婚姻したことがありますか。」を表示

ＹＥＳ (50)　→　(84)へ ／

ＮＯ (51)　→ (52)本紙へ 不受理

ＮＯ (53)エラーメッセージ (54)本紙へ

「養父は成年者ではありません。」を表示

(55)縁組形態区分＝９，１０である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (56)養母は日本人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (57)　→　(101)へ ／

ＮＯ (58)　→　(59)へ

ＮＯ

(59)養父は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (60)養子は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (61)　→ (62)3.3養子審査へ

ＮＯ (63)縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

０
４
０

不受理

ＮＯ

／

平成２９年　３月３１日 20 40/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４　養子養親判定ルーチン　（２／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付
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ＹＥＳ (64)確認メッセージ(YES,NO) (65)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養子は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (66)　→　(69)へ ／

ＮＯ (67)　→ (68)3.3養子審査へ

ＮＯ

(69)確認メッセージ(YES,NO) (70)本紙へ 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (71)　→ (72)3.3養子審査へ

ＮＯ (73)確認メッセージ(YES,NO) (74)本紙へ

「養子は養父の配偶者の嫡出子ですか。」を表示

ＹＥＳ (75)　→ (76)3.3養子審査へ

ＮＯ (77)確認メッセージ(YES,NO) (78)本紙へ

「養子は養父又は養父の配偶者の

直系卑属ですか。」を表示

(79)　→ (80)3.3養子審査へ

(81)　→ (82)本紙へ 不受理

ＮＯ (83)　→　(84)へ ／

(84)養子は婚姻している(YES,NO) ／

(85)　→ (86)3.3養子審査へ

(87)縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (88)確認メッセージ(YES,NO) (89)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養子は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (90)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (91)　→ (92)3.3養子審査へ

ＮＯ (93)確認メッセージ(YES,NO) (94)本紙へ

「養子は養父の直系卑属ですか。」を表示

41/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４　養子養親判定ルーチン　（３／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

３
審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日 20

０
４
１

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

改　　訂　　日　付第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付
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ＹＥＳ (95)　→ (96)3.3養子審査へ

ＮＯ (97)　→ (98)本紙へ 不受理

ＮＯ (99)　→ (100)3.3養子審査へ

ＮＯ

(101)確認メッセージ(YES,NO) (102)本紙へ 民第796条

「養父の配偶者の同意書がありますか？又は養父の配偶者が縁組の代諾者ですか？」を表示

(103)　→ (104)3.3養子審査へ

(105)確認メッセージ(YES,NO) (106)本紙へ

「養父の配偶者が同意できない正当な理由の記載がありますか。」を表示

ＹＥＳ (107)　→ (108)3.3養子審査へ

ＮＯ (109)　→ (110)本紙へ 不受理

(111)縁組形態区分＝２，８，１１，１２である(YES,NO) ／

(112)　→　(114)へ ／

(113)　→　(203)へ ／

(114)養母は日本人である(YES,NO) ／

(115)養母は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (116)養子は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (117)　→　(193)へ ／

ＮＯ (118)縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (119)確認メッセージ(YES,NO) (120)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養子は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (121)　→　(123)へ ／

ＮＯ (122)　→　(193)へ

ＮＯ

(123)確認メッセージ(YES,NO) (124)本紙へ 民第795条

「養子は養母の配偶者の嫡出子ですか。」を表示

ＹＥＳ (125)　→　(193)へ ／

０
４
２

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

／

20 42/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４　養子養親判定ルーチン　（４／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日
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ＮＯ (126)確認メッセージ(YES,NO) (127)本紙へ 民第795条

「養母の配偶者が縁組できない正当な理由が

記載されていますか。」を表示

ＹＥＳ (128)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判書の許可書の謄本が

ありますか。」を表示

(129)　→　(193)へ ／

(130)確認メッセージ(YES,NO) (131)本紙へ

「養子は養母又は養母の配偶者の

直系卑属ですか。」を表示

ＹＥＳ (132)　→　(193)へ ／

ＮＯ (133)　→ (134)本紙へ 不受理

ＮＯ (135)　→ (136)本紙へ 不受理

ＮＯ (137)縁組成立日≠スペースの場合、養母の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　縁組成立日　または 民第792条

　裁判確定日≠スペースの場合、養母の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養母の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (138)　→　(176)へ ／

(139)縁組成立日≠スペースの場合、養母の生年月日＋１６年（１６歳以上）　≦　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養母の生年月日＋１６年（１６歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養母の生年月日＋１６年（１６歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (140)確認メッセージ(YES,NO) (141)本紙へ 民第753条

「養母は婚姻したことがありますか。」を表示

ＹＥＳ (142)　→　(176)へ ／

ＮＯ (143)　→ (144)本紙へ 不受理

ＮＯ (145)エラーメッセージ (146)本紙へ 不受理

「養母は成年者ではありません。」を表示

(147)縁組形態区分＝１１，１２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (148)養父は日本人である(YES,NO) ／

０
４
３

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

平成２９年　３月３１日 20 43/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４　養子養親判定ルーチン　（５／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付
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ＹＥＳ (149)　→　(193)へ ／

ＮＯ (150)　→　(151)へ

ＮＯ

(151)養母は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (152)養子は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (153)　→ (154)3.3養子審査へ

ＮＯ (155)　縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (156)確認メッセージ(YES,NO) (157)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養子は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (158)　→　(161)へ ／

ＮＯ (159)　→ (160)3.3養子審査へ

ＮＯ

(161)確認メッセージ(YES,NO) (162)本紙へ 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (163)　→ (164)3.3養子審査へ

ＮＯ (165)確認メッセージ(YES,NO) (166)本紙へ

「養子は養母の配偶者の嫡出子ですか。」

を表示

ＹＥＳ (167)　→ (168)3.3養子審査へ

ＮＯ (169)確認メッセージ(YES,NO) (170)本紙へ

「養子は養母又は養母の配偶者の

直系卑属ですか。」を表示

(171)　→ (172)3.3養子審査へ

(173)　→ (174)本紙へ 不受理

ＮＯ (175)　→　(176)へ ／

(176)養子は婚姻している(YES,NO) ／

(177)　→ (178)3.3養子審査へ

44/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４　養子養親判定ルーチン　（６／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

３
審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日 20

０
４
４

／

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

改　　訂　　日　付第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30
45
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(179)縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養子の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (180)確認メッセージ(YES,NO) (181)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養子は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (182)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (183)　→ (184)3.3養子審査へ

ＮＯ (185)確認メッセージ(YES,NO) (186)本紙へ

「養子は養母の直系卑属ですか。」を表示

ＹＥＳ (187)　→ ／ (188)3.3養子審査へ

ＮＯ (189)　→ (190)本紙へ 不受理

ＮＯ (191)　→ (192)3.3養子審査へ

ＮＯ

(193)確認メッセージ(YES,NO) (194)本紙へ 民第796条

「養母の配偶者の同意書がありますか？又は養母の配偶者が縁組の代諾者ですか？」

(195)　→ (196)3.3養子審査へ

(197)確認メッセージ(YES,NO) (198)本紙へ

「養母の配偶者が同意できない正当な理由の記載がありますか。」を表示

ＹＥＳ (199)　→ (200)3.3養子審査へ

ＮＯ (201)　→ (202)本紙へ 不受理

(203)縁組形態区分＝３である(YES,NO) ／

(204)養子は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (205)　→ (206)3.3養子審査へ

ＮＯ (207)縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養子の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (208)　→ (209)3.3養子審査へ

０
４
５

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

20 45/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４　養子養親判定ルーチン　（７／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30
45
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ＮＯ (210)確認メッセージ(YES,NO) (211)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養子は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (212)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (213)　→ (214)3.3養子審査へ

ＮＯ (215)確認メッセージ(YES,NO) (216)本紙へ

「養子は養父又は養母の直系卑属ですか。」を表示

(217)　→ (218)3.3養子審査へ

(219)　→ (220)本紙へ 不受理

ＮＯ (221)　→ (222)3.3養子審査へ

０
４
６

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

20 46/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４　養子養親判定ルーチン　（８／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30
45
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(1)～（26） ／

(27)縁組形態区分＝４，７，１１，１３である(YES,NO) ／

(28)　→　(30)へ ／

(29)　→　(117)へ ／

(30)養父は日本人である(YES,NO) ／

(31)養父は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (32)養女は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (33)　→　(107)へ ／

ＮＯ (34)縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (35)確認メッセージ(YES,NO) (36)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養女は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (37)　→　(39)へ ／

ＮＯ (38)　→　(107)へ

ＮＯ

(39)確認メッセージ(YES,NO) (40)本紙へ 民第795条

「養女は養父の配偶者の嫡出子ですか。」を表示

ＹＥＳ (41)　→　(107)へ ／

ＮＯ (42)確認メッセージ(YES,NO) (43)本紙へ 民第795条

「養父の配偶者が縁組できない正当な理由が

記載されていますか。」を表示

ＹＥＳ (44)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本が

ありますか。」を表示

(45)　→　(107)へ ／

(46)確認メッセージ(YES,NO) (47)本紙へ

「養女は養父又は養父の配偶者の

直系卑属ですか。」を表示

20 47/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４．１　養女養親判定ルーチン　（１／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日

０
４

７

(1)～(26)までを削除

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

／

ＹＥＳ

ＮＯ

30
45
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ＹＥＳ (48)　→　(107)へ ／

ＮＯ (49)　→ (50)本紙へ 不受理

ＮＯ (51)　→ (52)本紙へ 不受理

ＮＯ (53)縁組成立日≠スペースの場合、養父の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　縁組成立日　または 民第792条

　裁判確定日≠スペースの場合、養父の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養父の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (54)　→　(90)へ ／

ＮＯ (55)縁組成立日≠スペースの場合、養父の生年月日＋１８年（１８歳以上）　≦　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養父の生年月日＋１８年（１８歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養父の生年月日＋１８年（１８歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (56)確認メッセージ(YES,NO) (57)本紙へ 民第753条

「養父は婚姻したことがありますか。」を表示

ＹＥＳ (58)　→　(90)へ ／

ＮＯ (59)　→ (60)本紙へ 不受理

ＮＯ (61)エラーメッセージ 不受理

「養父は成年者ではありません。」を表示

(62)縁組形態区分＝１１でかつ、養母は日本人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (63)　→　(107)へ ／

ＮＯ (64)　→　(65)へ ／

(65)養父は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (66)養女は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (67)　→ (68)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (69)縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (70)確認メッセージ(YES,NO) (71)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養女は婚姻したことがありませんね。」を表示

０
４
８

ＮＯ

平成２９年　３月３１日 20 48/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４．１　養女養親判定ルーチン　（２／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30
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ＹＥＳ (72)　→　(75)へ ／

ＮＯ (73)　→ (74)3.3.1養女審査へ

ＮＯ

(75)確認メッセージ(YES,NO) (76)本紙へ 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (77)　→ (78)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (79)確認メッセージ(YES,NO) (80)本紙へ

「養女は養父の配偶者の嫡出子ですか。」を表示

ＹＥＳ (81)　→ (82)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (83)確認メッセージ(YES,NO) (84)本紙へ

「養女は養父又は養父の配偶者の

直系卑属ですか。」を表示

(85)　→ (86)3.3.1養女審査へ

(87)　→ (88)本紙へ 不受理

ＮＯ (89)　→　(90)へ ／

(90)養女は婚姻している(YES,NO) ／

(91)　→ (92)3.3.1養女審査へ

(93)縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (94)確認メッセージ(YES,NO) (95)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養女は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (96)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (97)　→ (98)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (99)確認メッセージ(YES,NO) (100)本紙へ

「養女は養父の直系卑属ですか。」を表示

ＹＥＳ (101)　→ (102)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (103)　→ (104)本紙へ 不受理

20 49/68

処　　　理　　　名 ３．４．１　養女養親判定ルーチン　（３／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

０
４
９

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

改　　訂　　日　付
３

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

（　３　）
審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日

30
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ＮＯ (105)　→ (106)3.3.1養女審査へ

ＮＯ

(107)確認メッセージ(YES,NO) (108)本紙へ 民第796条

「養父の配偶者の同意書がありますか？又は養父の配偶者が縁組の代諾者ですか？」を表示

(109)　→ (110)3.3.1養女審査へ

(111)確認メッセージ(YES,NO) (112)本紙へ

「養父の配偶者が同意できない正当な理由の記載がありますか。」を表示

ＹＥＳ (113)　→ (114)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (115)　→ (116)本紙へ 不受理

(117)縁組形態区分＝５，８，９，１４である(YES,NO) ／

(118)　→　(120)へ ／

(119)　→　(207)へ ／

(120)養母は日本人である(YES,NO) ／

(121)養母は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (122)養女は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (123)　→　(197)へ ／

ＮＯ (124)縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (125)確認メッセージ(YES,NO) (126)本紙へ

「養女は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (127)　→　(129)へ ／

ＮＯ (128)　→　(197)へ

ＮＯ

(129)確認メッセージ(YES,NO) (130)本紙へ 民第795条

「養女は養母の配偶者の嫡出子ですか。」を表示

ＹＥＳ (131)　→　(197)へ ／

０
５
０

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

昭和23.2.20民事甲第87号回答

／

20 50/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４．１　養女養親判定ルーチン　（４／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付
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ＮＯ (132)確認メッセージ(YES,NO) (133)本紙へ 民第795条

「養母の配偶者が縁組できない正当な理由が

記載されていますか。」を表示

ＹＥＳ (134)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判書の許可書の謄本が

ありますか。」を表示

(135)　→　(197)へ ／

(136)確認メッセージ(YES,NO) (137)本紙へ

「養女は養母又は養母の配偶者の

直系卑属ですか。」を表示

ＹＥＳ (138)　→　(197)へ ／

ＮＯ (139)　→ (140)本紙へ 不受理

ＮＯ (141)　→ (142)本紙へ 不受理

ＮＯ (143)縁組成立日≠スペースの場合、養母の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　縁組成立日　または 民第792条

　裁判確定日≠スペースの場合、養母の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養母の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (144)　→　(180)へ ／

(145)縁組成立日≠スペースの場合、養母の生年月日＋１６年（１６歳以上）　≦　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養母の生年月日＋１６年（１６歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養母の生年月日＋１６年（１６歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (146)確認メッセージ(YES,NO) (147)本紙へ 民第753条

「養母は婚姻したことがありますか。」を表示

ＹＥＳ (148)　→　(180)へ ／

ＮＯ (149)　→ (150)本紙へ 不受理

ＮＯ (151)エラーメッセージ(YES,NO) 不受理

「養母は成年者ではありません。」を表示

(152)縁組形態区分＝９，１４でかつ、養父は日本人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (153)　→　(197)へ ／

０
５
１

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

20 51/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４．１　養女養親判定ルーチン　（５／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日

30
46
3
 



版 頁

ＮＯ (154)　→　(155)へ ／

(155)養母は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (156)養女は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (157)　→ (158)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (159)縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (160)確認メッセージ(YES,NO) (161)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養女は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (162)　→　(165)へ ／

ＮＯ (163)　→ (164)3.3.1養女審査へ

ＮＯ

(165)確認メッセージ(YES,NO) (166)本紙へ 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (167)　→ (168)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (169)確認メッセージ(YES,NO) (170)本紙へ

「養女は養母の配偶者の嫡出子ですか。」

を表示

ＹＥＳ (171)　→ (172)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (173)確認メッセージ(YES,NO) (174)本紙へ

「養女は養母又は養母の配偶者の

直系卑属ですか。」を表示

(175)　→ (176)3.3.1養女審査へ

(177)　→ (178)本紙へ 不受理

ＮＯ (179)　→　(180)へ ／

(180)養女は婚姻している(YES,NO) ／

(181)　→ (182)3.3.1養女審査へ

０
５
２

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

20 52/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４．１　養女養親判定ルーチン　（６／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日
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(183)縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養女の生年月日＋２０年（２０歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (184)確認メッセージ(YES,NO) (185)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養女は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (186)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (187)　→ (183)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (189)確認メッセージ(YES,NO) (190)本紙へ

「養女は養母の直系卑属ですか。」を表示

ＹＥＳ (191)　→ (192)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (193)　→ (194)本紙へ 不受理

ＮＯ (195)　→ (196)3.3.1養女審査へ

ＮＯ

(197)確認メッセージ(YES,NO) (198)本紙へ 民第796条

「養母の配偶者の同意書がありますか？又は養母の配偶者が縁組の代諾者ですか？」

(199)　→ (200)3.3.1養女審査へ

(201)確認メッセージ(YES,NO) (202)本紙へ

「養母の配偶者が同意できない正当な理由の記載がありますか。」を表示

ＹＥＳ (203)　→ (204)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (205)　→ (206)本紙へ 不受理

(207)縁組形態区分＝６である(YES,NO) ／

(208)養女は婚姻している(YES,NO) ／

ＹＥＳ (209)　→ (210)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (211)縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　縁組成立日　または

　裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　裁判確定日　または

　縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、 ／

　養女の生年月日＋２０年（２０歳以上）　≦　受領日(YES,NO)

ＹＥＳ (212)　→ (213)3.3.1養女審査へ

０
５
３

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

20 53/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４．１　養女養親判定ルーチン　（７／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２９年　３月３１日
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ＮＯ (214)確認メッセージ(YES,NO) (215)本紙へ 昭和23.2.20民事甲第87号回答

「養女は婚姻したことがありませんね。」を表示

ＹＥＳ (216)確認メッセージ(YES,NO) 民第798条

「家庭裁判所の許可書の謄本がありますか。」を表示

ＹＥＳ (217)　→ (218)3.3.1養女審査へ

ＮＯ (219)確認メッセージ(YES,NO) (220)本紙へ

「養女は養父又は養母の直系卑属ですか。」を表示

(221)　→ (222)3.3.1養女審査へ

(223)　→ (224)本紙へ 不受理

ＮＯ (225)　→ (226)3.3.1養女審査へ

０
５
４

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

20 54/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．４．１　養女養親判定ルーチン　（８／８） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２９年　３月３１日

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

30
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(１)縁組成立日≠スペースの場合、養子の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　縁組成立日　または

裁判確定日≠スペースの場合、養子の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　裁判確定日　または ／

縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、養子の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

(1-1)裁判確定日=ｽﾍﾟｰｽ、かつ縁組成立日=ｽﾍﾟｰｽである(YES,NO) ／

ＹＥＳ (1-2)　→　(2)へ ／

ＮＯ (1-3)　→　(26-1)へ ／

(2)後見人縁組区分＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (3)確認メッセージ(YES,NO) 「未成年後見人・未成年被後見人の縁組なので、 (4)本紙へ 民第794条

家庭裁判所の許可書の添付がありますか。」を表示

ＹＥＳ (5)　→　(20)へ ／

ＮＯ (6)　→ (7)本紙へ 不受理

ＮＯ (8)　→　(9)へ ／

(9)縁組形態区分＝１，２かつ養子の続柄＝１０である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (9-1)確認メッセージ(YES,NO) (9-2)本紙へ 昭和23.11.30民事甲第3186号回答

「養父又は養母は、養子の実父母であり親権者ですか。」を表示

ＹＥＳ (9-3)届出人資格１＝７８：特別代理人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (9-4)　→　(36)へ ／

ＮＯ (9-5)エラーメッセージ (9-6)本紙へ 不受理

「嫡出子でない子を実父母が養子とする時は、

特別代理人の代諾が必要です。」を表示

ＮＯ (9-7)　→　(9-8)へ ／

ＮＯ

(9-8)届出人に入力があり、かつ特別代理人以外である(YES,NO) ／ 民第797条

ＹＥＳ (10)　→　(13)へ ／

NO (11)確認メッセージ(YES,NO) (11-1)本紙へ

「特別代理人が届出人になれるケースですか」を表示

ＹＥＳ (11-2)　→　(36)へ ／

ＮＯ (11-3)  → (12)本紙へ 不受理

(13)届出人資格コード１かつ２が０３で、届出人氏名１＝届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (14)確認メッセージ(YES,NO) (15)本紙へ

「届出人（母の親権者）２人の氏名が同一ですが、よろしいですか。」を表示

平成　６年１２月　１日

根　拠　法　令　（マニュアル処理）

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会

０
５

７

ＹＥＳ

平成３０年　３月３１日 21 57/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．６　養子届出人ルーチン　（１／２） 3
0
4
6
9 
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ＹＥＳ (16)　→　(20)へ ／

ＮＯ (17)　→ (18)本紙へ 不受理

ＮＯ (19)　→　(20)へ ／

(20)届出人は児童福祉施設の長である(YES,NO) ／ 昭和26.11.5民事甲第2102号通達

ＹＥＳ (21)確認メッセージ(YES,NO) (22)本紙へ 児童福祉法第47条

「都道府県知事の許可書が添付されていますか。」を表示 昭和26.11.5民事甲第2102号通達

YES (23)　→　(27)へ ／

ＮＯ (24)　→ (25)本紙へ 不受理

ＮＯ (26)　→　(26-1)へ ／

(26-1)届出人資格１＝1又は16又である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-2)養子の父氏名≠届出人氏名１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-3)確認メッセージ (26-4)本紙へ

「届出人（父）氏名と養子の父の氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-5)　→　(26-9)へ ／

ＮＯ (26-6)　→ (26-7)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-8)　→　(26-9)へ ／

ＮＯ

(26-9)届出人資格２＝1又は16又である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-10)養子の父氏名≠届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-11)確認メッセージ (26-12)本紙へ

「届出人（父）氏名と養子の父の氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-13)　→　(26-17)へ ／

ＮＯ (26-14)　→ (26-15)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-16)　→　(26-17)へ ／

ＮＯ

(26-17)届出人資格１＝2又は17又である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-18)養子の母氏名≠届出人氏名１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-19)確認メッセージ (26-20)本紙へ

「届出人（母）氏名と養子の母の氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

58/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．６　養子届出人ルーチン　（２／２） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

０
５
８

３
審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日 21

第　２
要件定義ワークシート
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YES (26-21)　→　(26-25)へ ／

ＮＯ (26-22)　→ (26-23)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-24)　→　(26-25)へ ／

ＮＯ

(26-25)届出人資格２＝2又は17又である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-26)養子の母氏名≠届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-27)確認メッセージ (26-28)本紙へ

「届出人（母）氏名と養子の母の氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-29)　→　(26-33)へ ／

ＮＯ (26-30)　→ (26-31)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-32)　→　(26-33)へ ／

ＮＯ

(26-33)養子は本籍人でかつ届出人資格１＝10かつ、代諾者コード１＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-34)個人特定Ｆの養父氏名≠届出人氏名１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-35)確認メッセージ (26-36)本紙へ

「届出人（養父）氏名と養子の戸籍の養父氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-37)　→　(26-41)へ ／

ＮＯ (26-38)　→ (26-39)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-40)　→　(26-41)へ ／

ＮＯ

(26-41)養子は本籍人でかつ届出人資格２＝10かつ、代諾者コード２＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-42)個人特定Ｆの養父氏名≠届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-43)確認メッセージ (26-44)本紙へ

「届出人（養父）氏名と養子の戸籍の養父氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-45)　→　(26-49)へ ／

ＮＯ (26-46)　→ (26-47)本紙へ 不受理

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名
３

審査（養子縁組届）

作　　成　　者

15 58-1/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．６　養子届出人ルーチン　（２－１／２） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

平成２４年　３月　１日システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

０
５

８
－

１
30

4
7
1 

2 



版 頁

ＮＯ (26-48)　→　(26-49)へ ／

ＮＯ

(26-49)養子は本籍人でかつ届出人資格１＝11かつ、代諾者コード１＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-50)個人特定Ｆの養母氏名≠届出人氏名１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-51)確認メッセージ (26-52)本紙へ

「届出人（養母）氏名と養子の戸籍の養母氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-53)　→　(26-57)へ ／

ＮＯ (26-54)　→ (26-55)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-56)　→　(26-57)へ ／

ＮＯ

(26-57)養子は本籍人でかつ届出人資格２＝11かつ、代諾者コード２＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-58)個人特定Ｆの養母氏名≠届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-59)確認メッセージ (26-60)本紙へ

「届出人（養母）氏名と養子の戸籍の養母氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-61)　→　(27)へ ／

ＮＯ (26-62)　→ (26-63)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-64)　→　(27)へ ／

ＮＯ

(27)養子は非本籍人でかつ、 ／

届出人資格１＝10又は11かつ、代諾者コード１＝１であるか、又は

届出人資格２＝10又は11かつ、代諾者コード２＝１である(YES,NO)

ＹＥＳ (28)養父氏名に入力がある場合、届出人資格が10の届出人氏名と異なり、 ／

      養母氏名に入力がある場合、届出人資格が11の届出人氏名と異なる(YES,NO)

ＹＥＳ (29)　→　(36)へ ／

ＮＯ (30)確認メッセージ(YES,NO) (31)本紙へ

「前養親氏名と養親氏名が同一ですが、よろしいですか。」を表示

ＹＥＳ (32)　→　(36)へ ／

ＮＯ (33)　→ (34)本紙へ 不受理

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会

０
５

８
－

２

（　３　）

処　　　理　　　名 ３．６　養子届出人ルーチン　（２－２／２） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

平成　６年１２月　１日 平成２４年　３月　１日 15 58-2/68

30
47

1-
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ＮＯ (35)　→　(36)へ ／

(36)養子を監護する者がいる(YES,NO) ／

ＹＥＳ (37)確認メッセージ(YES,NO)　「監護者は養子の父又は母ですか。」を表示 (38)本紙へ

ＹＥＳ (39)確認メッセージ(YES,NO) 民第797条2項

「監護者の同意書が添付されていますか。」を表示

ＹＥＳ (40)　→ (41)3.3養子審査へ

ＮＯ (42)　→ (43)本紙へ 不受理

ＮＯ (44)　→ (45)3.3養子審査へ

ＮＯ

(46)後見人縁組区分=1、かつ裁判確定日=ｽﾍﾟｰｽ、かつ縁組成立日=ｽﾍﾟｰｽである(YES,NO) ／

ＹＥＳ (47)　→　(53)へ ／

ＮＯ (47-1)裁判確定日≠スペース又は、縁組成立日≠スペースである ／

ＹＥＳ (47-2)　→ (47-3)3.3養子審査へ

ＮＯ (48)届出人資格＝スペースである(YES,NO) ／

ＹＥＳ (49)　→ (50)3.3養子審査へ

ＮＯ (51)エラーメッセージ (52)本紙へ

「届出人は本人でなければなりません。」を表示

(53)確認メッセージ(YES,NO)　「養子は未成年後見を受けていますね。」を表示

ＹＥＳ (54)確認メッセージ(YES,NO)　「未成年後見人・未成年被後見人の縁組なので、 民第79４条

家庭裁判所の許可書の添付がありますか。」を表示

ＹＥＳ (55)　→ (56)3.3養子審査へ

ＮＯ (57)　→ (58)本紙へ 不受理

ＮＯ (59)エラーメッセージ　「未成年後見人・未成年被後見人の縁組はできません。」を表示 不受理

０
５

８
－

３

３
審査（養子縁組届） システム化調査研究会

ＮＯ

（　３　）

処　　　理　　　名 ３．６　養子届出人ルーチン　（２－３／２）

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者

根　拠　法　令　（マニュアル処理）

平成　６年１２月　１日 平成２４年　３月　１日 15 58-3/68

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

30
47

1
-
3 
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(１)縁組成立日≠スペースの場合、養女の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　縁組成立日　または

裁判確定日≠スペースの場合、養女の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　裁判確定日　または ／

縁組成立日＝スペース　かつ　裁判確定日＝スペースの場合、養女の生年月日＋１５年（１５歳未満）　＞　受領日(YES,NO)

(1-1)裁判確定日=ｽﾍﾟｰｽ、かつ縁組成立日=ｽﾍﾟｰｽである(YES,NO) ／

ＹＥＳ (1-2)　→　(2)へ ／

ＮＯ (1-3)　→　(26-1)へ ／

(2)後見人縁組区分＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (3)確認メッセージ(YES,NO) 「未成年後見人・未成年被後見人の縁組なので、 (4)本紙へ 民第794条

家庭裁判所の許可書の添付がありますか。」を表示

ＹＥＳ (5)　→　(20)へ ／

ＮＯ (6)　→ (7)本紙へ 不受理

ＮＯ (8)　→　(9)へ ／

(9)縁組形態区分＝４，５かつ養女の続柄＝３０である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (9-1)確認メッセージ(YES,NO) (9-2)本紙へ 昭和23.11.30民事甲第3186号回答

「養父又は養母は、養子の実父母であり親権者ですか。」を表示

ＹＥＳ (9-3)届出人資格１＝７８：特別代理人である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (9-4)　→　(36)へ ／

ＮＯ (9-5)エラーメッセージ (9-6)本紙へ 不受理

「嫡出子でない子を実父母が養子とする時は、

特別代理人の代諾が必要です。」を表示

ＮＯ (9-7)　→　(9-8)へ ／

ＮＯ

(9-8)届出人に入力があり、かつ特別代理人以外である(YES,NO) ／ 民第797条

ＹＥＳ (10)　→　(13)へ ／

NO (11)確認メッセージ(YES,NO) (11-1)本紙へ

「特別代理人が届出人になれるケースですか」を表示

ＹＥＳ (11-2)　→　(36)へ ／

ＮＯ (11-3)  → (12)本紙へ 不受理

(13)届出人資格コード１かつ２が０３で、届出人氏名１＝届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (14)確認メッセージ(YES,NO) (15)本紙へ

「届出人（母の親権者）２人の氏名が同一ですが、よろしいですか。」を表示

平成　６年１２月　１日

根　拠　法　令　（マニュアル処理）

第　２
要件定義ワークシート
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３

審査（養子縁組届） システム化調査研究会

０
５

９

ＹＥＳ

平成３０年　３月３１日 21 59/68
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ＹＥＳ (16)　→　(20)へ ／

ＮＯ (17)　→ (18)本紙へ 不受理

ＮＯ (19)　→　(20)へ ／

(20)届出人は児童福祉施設の長である(YES,NO) ／ 昭和26.11.5民事甲第2102号通達

ＹＥＳ (21)確認メッセージ(YES,NO) (22)本紙へ 児童福祉法第47条

「都道府県知事の許可書が添付されていますか。」を表示 昭和26.11.5民事甲第2102号通達

YES (23)　→　(27)へ ／

ＮＯ (24)　→ (25)本紙へ 不受理

ＮＯ (26)　→　(26-1)へ ／

(26-1)届出人資格１＝1又は16又である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-2)養女の父氏名≠届出人氏名１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-3)確認メッセージ (26-4)本紙へ

「届出人（父）氏名と養子の父の氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-5)　→　(26-9)へ ／

ＮＯ (26-6)　→ (26-7)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-8)　→　(26-9)へ ／

ＮＯ

(26-9)届出人資格２＝1又は16又である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-10)養女の父氏名≠届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-11)確認メッセージ (26-12)本紙へ

「届出人（父）氏名と養子の父の氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示 P

YES (26-13)　→　(26-17)へ ／

ＮＯ (26-14)　→ (26-15)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-16)　→　(26-17)へ ／

ＮＯ

(26-17)届出人資格１＝2又は17又である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-18)養女の母氏名≠届出人氏名１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-19)確認メッセージ (26-20)本紙へ

「届出人（母）氏名と養子の母の氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

60/68
（　３　）

処　　　理　　　名 ３．６．１　養女届出人ルーチン　（２／２） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

０
６
０

３
審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成３０年　３月３１日 21
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YES (26-21)　→　(26-25)へ ／

ＮＯ (26-22)　→ (26-23)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-24)　→　(26-25)へ ／

ＮＯ

(26-25)届出人資格２＝2又は17又である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-26)養女の母氏名≠届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-27)確認メッセージ (26-28)本紙へ

「届出人（母）氏名と養子の母の氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-29)　→　(26-33)へ ／

ＮＯ (26-30)　→ (26-31)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-32)　→　(26-33)へ ／

ＮＯ

(26-33)養女は本籍人でかつ届出人資格１＝10かつ、代諾者コード１＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-34)個人特定Ｆの養父氏名≠届出人氏名１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-35)確認メッセージ (26-36)本紙へ

「届出人（養父）氏名と養子の戸籍の養父氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-37)　→　(26-41)へ ／

ＮＯ (26-38)　→ (26-39)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-40)　→　(26-41)へ ／

ＮＯ

(26-41)養女は本籍人でかつ届出人資格２＝10かつ、代諾者コード２＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-42)個人特定Ｆの養父氏名≠届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-43)確認メッセージ (26-44)本紙へ

「届出人（養父）氏名と養子の戸籍の養父氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-45)　→　(26-49)へ ／

ＮＯ (26-46)　→ (26-47)本紙へ 不受理

改　　訂　　日　付

15

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付
３

（　３　）
60-1/68

処　　　理　　　名 ３．６．１　養女届出人ルーチン　（２－１／２） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

審査（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２４年　３月　１日

０
６

０
－

１
30

4
7
4 

2 



版 頁

ＮＯ (26-48)　→　(26-49)へ ／

ＮＯ

(26-49)養女は本籍人でかつ届出人資格１＝11かつ、代諾者コード１＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-50)個人特定Ｆの養母氏名≠届出人氏名１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-51)確認メッセージ (26-52)本紙へ

「届出人（養母）氏名と養子の戸籍の養母氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-53)　→　(26-57)へ ／

ＮＯ (26-54)　→ (26-55)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-56)　→　(26-57)へ ／

ＮＯ

(26-57)養女は本籍人でかつ届出人資格２＝11かつ、代諾者コード２＝１である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-58)個人特定Ｆの養母氏名≠届出人氏名２である(YES,NO) ／

ＹＥＳ (26-59)確認メッセージ (26-60)本紙へ

「届出人（養母）氏名と養子の戸籍の養母氏名が異なっていますが、

　よろしいですか。」を表示

YES (26-61)　→　(27)へ ／

ＮＯ (26-62)　→ (26-63)本紙へ 不受理

ＮＯ (26-64)　→　(27)へ ／

ＮＯ

(27)養女は非本籍人でかつ、 ／

届出人資格１＝10又は11かつ、代諾者コード１＝１であるか、又は

届出人資格２＝10又は11かつ、代諾者コード２＝１である(YES,NO)

ＹＥＳ (28)養父氏名に入力がある場合、届出人資格が10の届出人氏名と異なり、 ／

      養母氏名に入力がある場合、届出人資格が11の届出人氏名と異なる(YES,NO)

ＹＥＳ (29)　→　(36)へ ／

ＮＯ (30)確認メッセージ(YES,NO) (31)本紙へ

「前養親氏名と養親氏名が同一ですが、よろしいですか。」を表示

ＹＥＳ (32)　→　(36)へ ／

ＮＯ (33)　→ (34)本紙へ 不受理

第　２
要件定義ワークシート

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３
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０
６

０
－

２

（　３　）

処　　　理　　　名 ３．６．１　養女届出人ルーチン　（２－２／２） 根　拠　法　令　（マニュアル処理）

平成　６年１２月　１日 平成２４年　３月　１日 15 60-2/68
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ＮＯ (35)　→　(36)へ ／

(36)養女を監護する者がいる(YES,NO) ／

ＹＥＳ (37)確認メッセージ(YES,NO)　「監護者は養子の父又は母ですか。」を表示 (38)本紙へ

ＹＥＳ (39)確認メッセージ(YES,NO) 民第797条2項

「監護者の同意書が添付されていますか。」を表示

ＹＥＳ (40)　→ (41)3.3養子審査へ

ＮＯ (42)　→ (43)本紙へ 不受理

ＮＯ (44)　→ (45)3.3養子審査へ

ＮＯ

(46)後見人縁組区分=1、かつ裁判確定日=ｽﾍﾟｰｽ、かつ縁組成立日=ｽﾍﾟｰｽである(YES,NO) ／

ＹＥＳ (47)　→　(53)へ ／

ＮＯ (47-1)裁判確定日≠スペース又は、縁組成立日≠スペースである ／

ＹＥＳ (47-2)　→ (47-3)3.3養子審査へ

ＮＯ (48)届出人資格＝スペースである(YES,NO) ／

ＹＥＳ (49)　→ (50)3.3養子審査へ

ＮＯ (51)エラーメッセージ (52)本紙へ

「届出人は本人でなければなりません。」を表示

(53)確認メッセージ(YES,NO)　「養子は未成年後見を受けていますね。」を表示

ＹＥＳ (54)確認メッセージ(YES,NO)　「未成年後見人・未成年被後見人の縁組なので、 民第79４条

家庭裁判所の許可書の添付がありますか。」を表示

ＹＥＳ (55)　→ (56)3.3養子審査へ

ＮＯ (57)　→ (58)本紙へ 不受理

ＮＯ (59)エラーメッセージ　「未成年後見人・未成年被後見人の縁組はできません。」を表示 不受理

０
６

０
－

３

改　　訂　　日　付

根　拠　法　令　（マニュアル処理）

60-3/6815平成２４年　３月　１日
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ＹＥＳ (62)身分事項：養子（入籍）の編集をする。 ［5.1］ ／

Ｎ　Ｏ (63) → (64)へ

Ｎ　Ｏ

Ｎ　Ｏ

(64)単独縁組でかつ筆頭者である養子（女）には配偶者がいる（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (65)配偶者の変動状況をもとに、中間ファイル（仮戸籍）を編集・出力する ／

(66)養子（女）の配偶者は本籍人である（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (66-1)養子（女）の配偶者は在外選挙人である（ＹＥＳ，ＮＯ） ／ ※サンプル提示

ＹＥＳ (66-2)養子（女）の配偶者について中間ファイル（30条12第1項) 　附票情報との連動により在外選挙人関連の

　を編集・出力する ［9.5］ 　対応が戸籍システムで可能な場合の処理

(66-3) → (67)へ ／ 　(66-1)(66-2)(66-3)(66-4)

Ｎ　Ｏ (66-4) → (67)へ ／

(67)戸籍変動区分＝４(養子の戸籍に変動がない)である（（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (67-1) → (68)へ ／

Ｎ　Ｏ (67-2)身分事項：配偶者（除籍）の編集をする。 ［6.2］ ／

(68)新戸籍の編製場所は管内である（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (69)身分事項：配偶者（入籍）の編集をする。 ［6.1］ ／

Ｎ　Ｏ (70) → (77)へ ／

Ｎ　Ｏ (71)養子（女）の配偶者は日本人である（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (72)新戸籍の編製場所は管内である（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (73)身分事項：配偶者（入籍）の編集をする。 ［6.1］ ／

Ｎ　Ｏ (74) → (77)へ ／

Ｎ　Ｏ (75) → (77)へ ／

Ｎ　Ｏ (76) → (77)へ ／

(77)在外送付区分＝０又は２である（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (78) ／

(79)養父に入力があり、かつ養父の外国人区分＝０：日本人である（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (80)養父の編集 ［7.1］ ／

Ｎ　Ｏ (81) → (82)へ ／

(82)養母に入力があり、かつ養母の外国人区分＝０：日本人である（ＹＥＳ，ＮＯ） ／

ＹＥＳ (83)養母の編集 ／

Ｎ　Ｏ (84) → (85)へ ／

０
７

3

要件定義ワークシート
作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付
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コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 受領番号 中間ファイル 受領番号

（仮受付） 出張所番号 （届書） 出張所番号

共通 受付事件コード ０３０１’

（１／２） 送付日

受領日

裁判確定日

縁組成立日

事件発生時分

事件発生日時

受理送付区分 受理送付区分

本非区分 本非区分

渉外区分 渉外区分

発送日

郵送日 郵送日

発日

収日

指示日

許可日

関連受領番号 移送項目なし

中間ファイル

事件発生日

裁判確定日≠スペースの時、裁判確定
日を移送

縁組成立日≠スペースの時、縁組成立
日を移送

届出人資格区分１ 届出人資格コード１
①代諾者コード１又は２に入力がある場
合

届出人資格区分１、２の編集方法
＜代諾者国籍に入力が無い場合＞
　１→１６、２→１７、１０→１９、１１→２０、
　９３→２２　に変換して移送する
＜代諾者国籍に入力がある場合＞
　そのまま移送する

届出人資格名称１ 届出人資格区分１ 有

（仮受付）

送付日＝スペースの時、受領日移送

記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

０
９

１

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称

処　　　理　　　名 3.0中間ファイル（仮受付）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮受付）／共通　　　　　　　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

受付日
送付日≠スペースの時、送付日移送

16 23/55
（　４　）

入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

改　　訂　　日　付
３

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付

平成２５年　３月　１日

30
50
6 

30
5
07
 



版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 届出人氏名１ 中間ファイル 届出人氏名１(備考欄参照)

（仮受付） 届出人資格区分２ 　　　　（届書） 届出人資格コード２

共通 中間ファイル

（２／２） 　　　　（仮受付）

届出人氏名２ 中間ファイル 届出人氏名２（備考欄参照)

　　　　（届書）

届書送付目録区分 ファイル仕様書参照

処分区分

決裁区分

証書提出区分
縁組成立日≠スペースの時、１を移送
上記以外のとき、０を移送

届後本籍区分
戸籍変動区分＝１の場合’１’を移送
戸籍変動区分＝２又は３の場合、’２’を
移送

届後本籍コード
入籍する戸籍
または新しい戸籍コード

届後本籍
入籍する戸籍
または新しい戸籍

項目に入力がある場合移送

届後戸籍の筆頭者
入籍する戸籍
または新しい戸籍
の筆頭者

〃

送達確認１
届後本籍が非本籍でかつ、
　在外送付区分が０の時、１を移送
それ以外は０を移送

有

記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

０
９

２

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称

処　　　理　　　名 3.0中間ファイル（仮受付）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮受付）／共通　　　　　　　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

届出人氏名１，２の編集方法
①代諾者コード１または２に入力がある場合
データ編集表の通り、それぞれ届出人氏名
１，２を移送する。（代諾者国籍の有無に関係しない）

②代諾者コード１かつ２に入力がない場合
　 届出人コード１が１０，１１，１３の場合、
　 届出人コードをそのまま移送する。
　 届出人コード＝１０の場合「養父氏名」
　 届出人コード＝１１の場合「養母氏名」
　 届出人コード＝１３の場合「養子氏名」又は「養女氏名」
　 を移送する。

届出人資格名称２ 届出人資格区分２

作　　成　　日　　付

平成２５年　３月　１日 16 24/55
（　４　）

入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

改　　訂　　日　付
３

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者

30
50
7 

















版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 中間ファイル

　　（仮戸籍） （届書）

身分事項

（養親）記録

（２／３） 養子の国籍 養女の本籍 　　　　　〃　　　　　でかつ、　　　

養子の生年月日 養女の生年月日 養女が外国人の場合移送

養子の戸籍 養子の本籍

（本籍） 養女の本籍

養子の戸籍 養子の筆頭者氏名

（筆頭者） 養女の筆頭者氏名

代諾者資格 代諾者資格１

代諾者資格名称

代諾者氏名 代諾者氏名１（備考欄参照)

代諾者の国籍 代諾者国籍１

代諾者の生年月日 代諾者生年月日１

代諾者資格 代諾者資格２

代諾者資格名称

代諾者氏名 代諾者氏名２（備考欄参照)

代諾者の国籍 代諾者国籍２

代諾者の生年月日 代諾者生年月日２

養父の時、縁組形態区分が4,6,7,10～
13,15の時移送、
あるいは、
養母の時、縁組形態区分が
5,6,8～10,12,14,15の時移送

戸籍変動区分＝４の時でかつ、
　同一戸籍縁組≠１でかつ、
　　養子に入力がある時
　　養子の本籍と筆頭者氏名を移送
　又は、養女に入力がある時、
　　養女の本籍と筆頭者氏名を移送

外国の
方式

縁組の方式 縁組方式
項目に入力がある場合移送
（養子が外国人の時のみ設定）

証書提出日

養女

養子氏名 養女の漢字氏名

０
９
９

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名

受領日
縁組方式≠スペースの時移送
（養子が外国人の時のみ設定）

記　号　名

項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称

代諾者
１

養子が外国人の時のみ移送

養子が外国人で戸籍に記録されないため、
代諾者情報は日本人養父母に記録する。
代諾者が帰化して日本人となっている
場合でも「親権者父母」と統合せずに、
そのまま代諾者１と２を移送する。
（国籍が日本の場合、国籍欄と
生年月日欄は空欄で構わない）。
代諾者氏名１，２の編集内容。
＜代諾者国籍に入力が無い場合＞
代諾者氏名は移送しない（記録不要）。
＜代諾者国籍に入力がある場合＞
データ編集表の通り、それぞれ代諾者氏名
１と２を移送する。

代諾者
２

画面名称 名　　　　　　　　称

16 31/55
（　４　）

処　　　理　　　名 4.3中間ファイル（仮戸籍）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮戸籍）／身分事項（養親）記録　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

平成２５年　３月　１日

記　号　名

作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者

30
51
5
 







版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 中間ファイル

　　（仮戸籍） （届書）

身分事項

（養子）入籍

（２／４） 養母の国籍 養母の本籍 　　　　　〃　　　　　でかつ、　　　

養母の生年月日 養母の生年月日 養母が外国人の時移送

養親の戸籍 養父の本籍

　　　　　（本籍） 養母の本籍

養親の戸籍 養父の筆頭者氏名

　　　　　（筆頭者） 養母の筆頭者氏名

縁組の方式 縁組方式 項目に入力がある場合移送

証書提出日 受領日 縁組方式≠スペースの時移送

証書提出者 届出人資格コード１

　　　　　資格１ 代諾者資格１

証書提出者 中間ファイル

　　　資格名称１ 　　　　　（仮戸籍）

証書提出者 中間ファイル 届出人氏名１

　　　　　氏名１ 　　　　　（届書） 代諾者氏名１

証書提出者 届出人資格コード２

　　　　　資格２ 代諾者資格２

証書提出者 中間ファイル

　　　資格名称２ 　　　　　（仮戸籍）

証書提出者 中間ファイル 届出人氏名２

　　　　　氏名２ 　　　　　（届書） 代諾者氏名２

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２６年　３月　１日 17 34/55
（　４　）

処　　　理　　　名 5.1中間ファイル（仮戸籍）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮戸籍）／身分事項（養子）入籍　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

１
０
２

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

養親

養母氏名 養母の漢字氏名

養子の時、縁組形態区分が2,3,8,11～
15の時移送、
あるいは、
養女の時、縁組形態区分が
5,6,8～10,12,14,15の時移送

戸籍変動区分＝３の時でかつ、
養父に入力がある時、
　養父の本籍と養父の
　　　　　　筆頭者氏名を移送
養父に入力がない時、
　養母の本籍と養母の
　　　　　　筆頭者氏名を移送

外国の
方式

縁組方式≠スペースの時移送する
証書提出者１，２と、証書提出者氏名１，２は、
項目に入力がある方を移送
①但し、証書提出者１，２は
　届出人資格コード１かつ２、又は
　代諾者資格１かつ２が
　　１と　２の時→　５：父母
　１０と１１の時→１２：養父母
　１６と１７の時→１８：親権者父母
　を証書提出者１に移送し、
　証書提出者氏名１と証書提出者２
　全部にスペースを移送
②上記以外はそのまま移送
　但し、届出人資格コード１かつ２、又は
　代諾者資格１かつ２が
　１（父）、２（母）、１６（親権者父）、
　１７（親権者母）の時、証書提出者氏名１，２
　に氏名は移送しない

証書提出者資格１ 有

証書提出者資格２ 有

代諾者
１

代諾者資格 代諾者資格１
縁組方式かつ、裁判確定日に入力が
なく、代諾者項目に入力がある場合、
次の条件により移送する

30
51
8 



版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 中間ファイル

　　（仮戸籍） 　　　　　（仮戸籍）

身分事項 代諾者氏名 中間ファイル 代諾者氏名１

（養子）入籍 代諾者の国籍 　　　　　（届書） 代諾者国籍１

（３／４） 代諾者の生年月日 代諾者生年月日１

代諾者資格 代諾者資格２

中間ファイル

　　　　　（仮戸籍）

代諾者氏名 中間ファイル 代諾者氏名２

代諾者の国籍 　　　　　（届書） 代諾者国籍２

代諾者の生年月日 代諾者生年月日２

届出日 受領日 裁判確定日に入力がある場合移送

届出人資格コード１

＋

届出人資格コード２

中間ファイル

　　　　　（仮戸籍）

許可日 中間ファイル

送付を受けた日 　　　　　（届書） 送付日 項目に入力がある場合移送

受理者 発送元

入籍日 処理日

従前戸籍 養子の本籍

　　　　（本籍） 養女の本籍

従前戸籍 養子の筆頭者氏名

　　　　（筆頭者） 養女の筆頭者氏名

送付
〃

〃

入戸籍

縁組形態区分＝１～３の場合、
　養子の本籍と筆頭者氏名を移送
縁組形態区分＝４～６の場合、
　養女の本籍と筆頭者氏名を移送
縁組形態区分＝７～１５でかつ、
　養子の筆頭者区分＝１の場合、
　　養子の本籍と筆頭者氏名を移送
　養女の筆頭者区分１の場合
　　養女の本籍と筆頭者氏名を移送

届出人

届出人資格
裁判確定日に入力がある場合移送
（養子が届け出た場合は移送しない）
届け出人資格コード１と２が１０かつ１１
の時、１２：養父母を移送
届出人資格コード１のみ入力ありの場
合は届出人資格コード１のみ移送届出人資格名称 届出人資格 有

代諾者
１

代諾者資格名称
代諾者１
　代諾者資格

代諾者資格１，２の変換方法
（その他の項目はそのまま移送する）
①代諾者国籍に入力が無い場合
　ａ）代諾者資格１と２が１かつ２の時
　　 代諾者１．代諾者資格＝１８
　　 代諾者資格１と２が16かつ17の時
　 　代諾者１．代諾者資格＝１８
　　 を移送し、代諾者１．代諾者氏名～
　 　代諾者２全部にスペースを移送
　ｂ）代諾者資格１と２が１の時１６，２の時１７，
　　１０の時１９，１１の時２０を移送
　　但し、代諾者資格１と２が１（父），２（母），
　　１６（親権者父），１７（親権者母）のとき、
　　代諾者氏名１，２に氏名は移送しない
　ｃ）代諾者資格１が９３の時２２を移送
　ｄ）ａ）～ｃ）以外はそのまま移送する
②代諾者国籍に入力がある場合は
　そのまま移送する

代諾者
２

代諾者資格名称
代諾者２
　代諾者資格

有

項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

35/55
（　４　）

処　　　理　　　名 5.1中間ファイル（仮戸籍）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮戸籍）／身分事項（養子）入籍　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

１
０

３

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名

３
入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２６年　３月　１日 17

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

30
51
9 







版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 中間ファイル

　　（仮戸籍） （届書）

身分事項

（養子）除籍

（２／４） 養母の国籍 養母の本籍 　　　　　〃　　　　　でかつ、　　　

養母の生年月日 養母の生年月日 養母が外国人の時移送

養親の戸籍 養父の本籍

　　　　　（本籍） 養母の本籍

養親の戸籍 養父の筆頭者氏名

　　　　　（筆頭者） 養母の筆頭者氏名

縁組の方式 縁組方式 項目に入力がある場合移送

証書提出日 受領日 縁組方式≠スペースの時移送

証書提出者 届出人資格コード１

　　　　　資格１ 代諾者資格１

証書提出者 中間ファイル

　　　資格名称１ 　　　　　（仮戸籍）

証書提出者 中間ファイル 届出人氏名１

　　　　　氏名１ 　　　　　（届書） 代諾者氏名１

証書提出者 届出人資格コード２

　　　　　資格２ 代諾者資格２

証書提出者 中間ファイル

　　　資格名称２ 　　　　　（仮戸籍）

証書提出者 中間ファイル 届出人氏名２

　　　　　氏名２ 　　　　　（届書） 代諾者氏名２

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２６年　３月　１日 17 37/55
（　４　）

処　　　理　　　名 5.2中間ファイル（仮戸籍）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮戸籍）／身分事項（養子）除籍　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

１
０
５

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

養親

養母氏名 養母の漢字氏名

養子の時、縁組形態区分が2,3,8,11～
15の時移送、
あるいは、
養女の時、縁組形態区分が
5,6,8～10,12,14,15の時移送

戸籍変動区分＝３の時でかつ、
養父に入力がある時、
　養父の本籍と養父の
　　　　　　筆頭者氏名を移送
養父に入力がない時、
　養母の本籍と養母の
　　　　　　筆頭者氏名を移送

外国の
方式

縁組方式≠スペースの時移送する
証書提出者１，２と、証書提出者氏名１，２は、
項目に入力がある方を移送
①但し、証書提出者１，２は
　届出人資格コード１かつ２、又は
　代諾者資格１かつ２が
　　１と　２の時→　５：父母
　１０と１１の時→１２：養父母
　１６と１７の時→１８：親権者父母
　を証書提出者１に移送し、
　証書提出者氏名１と証書提出者２
　全部にスペースを移送
②上記以外はそのまま移送
　但し、届出人資格コード１かつ２、又は
　代諾者資格１かつ２が
　１（父）、２（母）、１６（親権者父）、
　１７（親権者母）の時、証書提出者氏名１，２
　に氏名は移送しない

証書提出者資格１ 有

証書提出者資格２ 有

代諾者
１

代諾者資格 代諾者資格１
縁組方式かつ、裁判確定日に入力が
なく、代諾者項目に入力がある場合、
次の条件により移送する

30
52
2 



版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 中間ファイル

　　（仮戸籍） 　　　　　（仮戸籍）

身分事項 代諾者氏名 中間ファイル 代諾者氏名１

（養子）除籍 代諾者の国籍 　　　　　（届書） 代諾者国籍１

（３／４） 代諾者の生年月日 代諾者生年月日１

代諾者資格 代諾者資格２

中間ファイル

　　　　　（仮戸籍）

代諾者氏名 中間ファイル 代諾者氏名２

代諾者の国籍 　　　　　（届書） 代諾者国籍２

代諾者の生年月日 代諾者生年月日２

届出日 受領日 裁判確定日に入力がある場合移送

届出人資格コード１

＋

届出人資格コード２

中間ファイル

　　　　　（仮戸籍）

許可日 中間ファイル

送付を受けた日 　　　　　（届書） 送付日 項目に入力がある場合移送

受理者 発送元

入戸籍 従前戸籍 除籍では不使用

入籍する戸籍 戸籍変動区分＝３の時移送

または新しい戸籍

入籍戸籍 入籍する戸籍 戸籍変動区分＝１又は２の時移送

　　　　（本籍） または新しい戸籍

入籍戸籍 入籍する戸籍 戸籍変動区分＝１又は２の時移送

　　　　（筆頭者） または新しい戸籍の筆頭者

送付
〃

除戸籍

新本籍

除戸籍

届出人

届出人資格
裁判確定日に入力がある場合移送
（養子が届け出た場合は移送しない）
届け出人資格コード１と２が１０かつ１１
の時、１２：養父母を移送
届出人資格コード１のみ入力ありの場
合は届出人資格コード１のみ移送届出人資格名称 届出人資格 有

代諾者
１

代諾者資格名称
代諾者１
　代諾者資格

代諾者資格１，２の変換方法
（その他の項目はそのまま移送する）
①代諾者国籍に入力が無い場合
　ａ）代諾者資格１と２が１かつ２の時
　　 代諾者１．代諾者資格＝１８
　　 代諾者資格１と２が16かつ17の時
　 　代諾者１．代諾者資格＝１８
　　 を移送し、代諾者１．代諾者氏名～
　 　代諾者２全部にスペースを移送
　ｂ）代諾者資格１と２が１の時１６，２の時１７，
　　１０の時１９，１１の時２０を移送
　　但し、代諾者資格１と２が１（父），２（母），
　　１６（親権者父），１７（親権者母）のとき、
　　代諾者氏名１，２に氏名は移送しない
　ｃ）代諾者資格１が９３の時２２を移送
　ｄ）ａ）～ｃ）以外はそのまま移送する
②代諾者国籍に入力がある場合は
　そのまま移送する

代諾者
２

代諾者資格名称
代諾者２
　代諾者資格

項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

38/55
（　４　）

処　　　理　　　名 5.2中間ファイル（仮戸籍）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮戸籍）／身分事項（養子）除籍　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

１
０

６

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名

３
入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２６年　３月　１日 17

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

30
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版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 中間ファイル

　　（仮戸籍） （届書）

身分事項

（養子）記録

（２／３） 養母の国籍 養母の本籍 　　　　　〃　　　　　でかつ、　　　

養母の生年月日 養母の生年月日 養母が外国人の時移送

養子の戸籍 養父の本籍

　　　　　（本籍） 養母の本籍

養子の戸籍 養父の筆頭者氏名

　　　　　（筆頭者） 養母の筆頭者氏名

縁組の方式 縁組方式 項目に入力がある場合移送

証書提出日 受領日 縁組方式≠スペースの時移送

証書提出者 届出人資格コード１

　　　　　資格１ 代諾者資格１

証書提出者 中間ファイル

　　　資格名称１ 　　　　　（仮戸籍）

証書提出者 中間ファイル 届出人氏名１

　　　　　氏名１ 　　　　　（届書） 代諾者氏名１

証書提出者 届出人資格コード２

　　　　　資格２ 代諾者資格２

証書提出者 中間ファイル

　　　資格名称２ 　　　　　（仮戸籍）

証書提出者 中間ファイル 届出人氏名２

　　　　　氏名２ 　　　　　（届書） 代諾者氏名２

第　２
デ　ー　タ　編　集　表

作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付
３

入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２６年　３月　１日 17 40/55
（　４　）

処　　　理　　　名 5.3中間ファイル（仮戸籍）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮戸籍）／身分事項（養子）記録　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

１
０
８

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

養親

養母氏名 養母の漢字氏名

養子の時、縁組形態区分が2,3,8,11～
15の時移送、
あるいは、
養女の時、縁組形態区分が
5,6,8～10,12,14,15の時移送

縁組形態区分＝1,3,4,6,7,9～15かつ
　養父の外国人区分＝０の場合、
　　養父の本籍と筆頭者氏名を移送
又は、
縁組形態区分2,3,5,6,8～15かつ
　養母の外国人区分＝０の場合、
　　養母の本籍と筆頭者氏名を移送

外国の
方式

縁組方式≠スペースの時移送する
証書提出者１，２と、証書提出者氏名１，２は、
項目に入力がある方を移送
①但し、証書提出者１，２は
　届出人資格コード１かつ２、又は
　代諾者資格１かつ２が
　　１と　２の時→　５：父母
　１０と１１の時→１２：養父母
　１６と１７の時→１８：親権者父母
　を証書提出者１に移送し、
　証書提出者氏名１と証書提出者２
　全部にスペースを移送
②上記以外はそのまま移送
　但し、届出人資格コード１かつ２、又は
　代諾者資格１かつ２が
　１（父）、２（母）、１６（親権者父）、
　１７（親権者母）の時、証書提出者氏名１，２
　に氏名は移送しない

証書提出者資格１ 有

証書提出者資格２ 有

代諾者
１

代諾者資格 代諾者資格１
縁組方式かつ、裁判確定日に入力が
なく、代諾者項目に入力がある場合、
次の条件により移送する

30
52
6 



版 頁

コード 出力形態

変換有無

(ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝ) Ｚ９．，

中間ファイル 中間ファイル

　　（仮戸籍） 　　　　　（仮戸籍）

身分事項 代諾者氏名 中間ファイル 代諾者氏名１

（養子）記録 代諾者の国籍 　　　　　（届書） 代諾者国籍１

（３／３） 代諾者の生年月日 代諾者生年月日１

代諾者資格 代諾者資格２

中間ファイル

　　　　　（仮戸籍）

代諾者氏名 中間ファイル 代諾者氏名２

代諾者の国籍 　　　　　（届書） 代諾者国籍２

代諾者の生年月日 代諾者生年月日２

届出日 受領日 裁判確定日に入力がある場合移送

届出人資格コード１

＋

届出人資格コード２

中間ファイル

　　　　　（仮戸籍）

許可日 中間ファイル

送付を受けた日 　　　　　（届書） 送付日 項目に入力がある場合移送

受理者 発送元

入戸籍 従前戸籍 記録では不使用

新本籍

入籍戸籍

記録日 項目に入力がある場合移送

特記事項

送付
〃

除戸籍
〃

〃

届出人

届出人資格
裁判確定日に入力がある場合移送
（養子が届け出た場合は移送しない）
届け出人資格コード１と２が１０かつ１１
の時、１２：養父母を移送
届出人資格コード１のみ入力ありの場
合は届出人資格コード１のみ移送届出人資格名称 届出人資格 有

代諾者
１

代諾者資格名称
代諾者１
　代諾者資格

代諾者資格１，２の変換方法
（その他の項目はそのまま移送する）
①代諾者国籍に入力が無い場合
　ａ）代諾者資格１と２が１かつ２の時
　　 代諾者１．代諾者資格＝１８
　　 代諾者資格１と２が16かつ17の時
　 　代諾者１．代諾者資格＝１８
　　 を移送し、代諾者１．代諾者氏名～
　 　代諾者２全部にスペースを移送
　ｂ）代諾者資格１と２が１の時１６，２の時１７，
　　１０の時１９，１１の時２０を移送
　　但し、代諾者資格１と２が１（父），２（母），
　　１６（親権者父），１７（親権者母）のとき、
　　代諾者氏名１，２に氏名は移送しない
　ｃ）代諾者資格１が９３の時２２を移送
　ｄ）ａ）～ｃ）以外はそのまま移送する
②代諾者国籍に入力がある場合は
　そのまま移送する

代諾者
２

代諾者資格名称
代諾者２
　代諾者資格

項　　　　　　　　　　　　目 ＤＢ・ファイル名 項　　　　　　　　　　　　目

画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名 画面名称 名　　　　　　　　称 記　号　名

41/55
（　４　）

処　　　理　　　名 5.3中間ファイル（仮戸籍）編集・出力 （受取側）中間ファイル（仮戸籍）／身分事項（養子）記録　　　　←　（引渡側）中間ファイル（届書）

１
０

９

受　　　　　　　　　　取　　　　　　　　　　側 引　　　　　　　　　　渡　　　　　　　　　　側

備　　　　　　　　考ＤＢ・ファイル名

３
入力確認（養子縁組届） システム化調査研究会 平成　６年１２月　１日 平成２６年　３月　１日 17
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作　　　　業　　　　名 作　　成　　者 作　　成　　日　　付 改　　訂　　日　付

30
52
7 














































	第3分冊(文字いき)001
	第3分冊(文字いき)002
	第3分冊(文字いき)003
	第3分冊(文字いき)004
	第3分冊(文字いき)005
	第3分冊(文字いき)006
	第3分冊(文字いき)007
	第3分冊(文字いき)008
	第3分冊(文字いき)009
	第3分冊(文字いき)010
	第3分冊(文字いき)011
	第3分冊(文字いき)012
	第3分冊(文字いき)013
	第3分冊(文字いき)014
	第3分冊(文字いき)015
	第3分冊(文字いき)016
	第3分冊(文字いき)017
	第3分冊(文字いき)018
	第3分冊(文字いき)019
	第3分冊(文字いき)020
	第3分冊(文字いき)021
	第3分冊(文字いき)022
	第3分冊(文字いき)023
	第3分冊(文字いき)024
	第3分冊(文字いき)025
	第3分冊(文字いき)026
	第3分冊(文字いき)027
	第3分冊(文字いき)028
	第3分冊(文字いき)029
	第3分冊(文字いき)030
	第3分冊(文字いき)031
	第3分冊(文字いき)032
	第3分冊(文字いき)033
	第3分冊(文字いき)034
	第3分冊(文字いき)035
	第3分冊(文字いき)036
	第3分冊(文字いき)037
	第3分冊(文字いき)038
	第3分冊(文字いき)039
	第3分冊(文字いき)040
	第3分冊(文字いき)041
	第3分冊(文字いき)042
	第3分冊(文字いき)043
	第3分冊(文字いき)044
	第3分冊(文字いき)045
	第3分冊(文字いき)046
	第3分冊(文字いき)047
	第3分冊(文字いき)048
	第3分冊(文字いき)049
	第3分冊(文字いき)050
	第3分冊(文字いき)051
	第3分冊(文字いき)052
	第3分冊(文字いき)053
	第3分冊(文字いき)054
	第3分冊(文字いき)055
	第3分冊(文字いき)056
	第3分冊(文字いき)057
	第3分冊(文字いき)058
	第3分冊(文字いき)059
	第3分冊(文字いき)060
	第3分冊(文字いき)061
	第3分冊(文字いき)062
	第3分冊(文字いき)063
	第3分冊(文字いき)064
	第3分冊(文字いき)065
	第3分冊(文字いき)066
	第3分冊(文字いき)067
	第3分冊(文字いき)068
	第3分冊(文字いき)069
	第3分冊(文字いき)070
	第3分冊(文字いき)071
	第3分冊(文字いき)072
	第3分冊(文字いき)073
	第3分冊(文字いき)074
	第3分冊(文字いき)075
	第3分冊(文字いき)076
	第3分冊(文字いき)077
	第3分冊(文字いき)078
	第3分冊(文字いき)079
	第3分冊(文字いき)080
	第3分冊(文字いき)081
	第3分冊(文字いき)082
	第3分冊(文字いき)083
	第3分冊(文字いき)084
	第3分冊(文字いき)085
	第3分冊(文字いき)086
	第3分冊(文字いき)087
	第3分冊(文字いき)088
	第3分冊(文字いき)089
	第3分冊(文字いき)090
	第3分冊(文字いき)091
	第3分冊(文字いき)092
	第3分冊(文字いき)093
	第3分冊(文字いき)094
	第3分冊(文字いき)095
	第3分冊(文字いき)096
	第3分冊(文字いき)097
	第3分冊(文字いき)098
	第3分冊(文字いき)099
	第3分冊(文字いき)100
	第3分冊(文字いき)101
	第3分冊(文字いき)102
	第3分冊(文字いき)103
	第3分冊(文字いき)104
	第3分冊(文字いき)105
	第3分冊(文字いき)106
	第3分冊(文字いき)107
	第3分冊(文字いき)108
	第3分冊(文字いき)109
	第3分冊(文字いき)110
	第3分冊(文字いき)111
	第3分冊(文字いき)112
	第3分冊(文字いき)113
	第3分冊(文字いき)114
	第3分冊(文字いき)115
	第3分冊(文字いき)116
	第3分冊(文字いき)117
	第3分冊(文字いき)118
	第3分冊(文字いき)119
	第3分冊(文字いき)120
	第3分冊(文字いき)121
	第3分冊(文字いき)122
	第3分冊(文字いき)123
	第3分冊(文字いき)124
	第3分冊(文字いき)125
	第3分冊(文字いき)126
	第3分冊(文字いき)127
	第3分冊(文字いき)128
	第3分冊(文字いき)129
	第3分冊(文字いき)130
	第3分冊(文字いき)131
	第3分冊(文字いき)132
	第3分冊(文字いき)133
	第3分冊(文字いき)134
	第3分冊(文字いき)135
	第3分冊(文字いき)136
	第3分冊(文字いき)137
	第3分冊(文字いき)138
	第3分冊(文字いき)139
	第3分冊(文字いき)140
	第3分冊(文字いき)141
	第3分冊(文字いき)142
	第3分冊(文字いき)143
	第3分冊(文字いき)144
	第3分冊(文字いき)145
	第3分冊(文字いき)146
	第3分冊(文字いき)147
	第3分冊(文字いき)148
	第3分冊(文字いき)149
	第3分冊(文字いき)150
	第3分冊(文字いき)151
	第3分冊(文字いき)152
	第3分冊(文字いき)153
	第3分冊(文字いき)154
	第3分冊(文字いき)155
	第3分冊(文字いき)156
	第3分冊(文字いき)157
	第3分冊(文字いき)158
	第3分冊(文字いき)159
	第3分冊(文字いき)160
	第3分冊(文字いき)161
	第3分冊(文字いき)162
	第3分冊(文字いき)163
	第3分冊(文字いき)164
	第3分冊(文字いき)165
	第3分冊(文字いき)166
	第3分冊(文字いき)167
	第3分冊(文字いき)168
	第3分冊(文字いき)169
	第3分冊(文字いき)170
	第3分冊(文字いき)171
	第3分冊(文字いき)172
	第3分冊(文字いき)173
	第3分冊(文字いき)174
	第3分冊(文字いき)175
	第3分冊(文字いき)176
	第3分冊(文字いき)177
	第3分冊(文字いき)178
	第3分冊(文字いき)179
	第3分冊(文字いき)180
	第3分冊(文字いき)181
	第3分冊(文字いき)182
	第3分冊(文字いき)183
	第3分冊(文字いき)184
	第3分冊(文字いき)185
	第3分冊(文字いき)186
	第3分冊(文字いき)187
	第3分冊(文字いき)188
	第3分冊(文字いき)189
	第3分冊(文字いき)190
	第3分冊(文字いき)191
	第3分冊(文字いき)192
	第3分冊(文字いき)193
	第3分冊(文字いき)194
	第3分冊(文字いき)195
	第3分冊(文字いき)196
	第3分冊(文字いき)197
	第3分冊(文字いき)198
	第3分冊(文字いき)199
	第3分冊(文字いき)200
	第3分冊(文字いき)201
	第3分冊(文字いき)202
	第3分冊(文字いき)203
	第3分冊(文字いき)204
	第3分冊(文字いき)205
	第3分冊(文字いき)206
	第3分冊(文字いき)207
	第3分冊(文字いき)208
	第3分冊(文字いき)209
	第3分冊(文字いき)210
	第3分冊(文字いき)211
	第3分冊(文字いき)212
	第3分冊(文字いき)213
	第3分冊(文字いき)214
	第3分冊(文字いき)215
	第3分冊(文字いき)216
	第3分冊(文字いき)217
	第3分冊(文字いき)218
	第3分冊(文字いき)219
	第3分冊(文字いき)220
	第3分冊(文字いき)221
	第3分冊(文字いき)222
	第3分冊(文字いき)223
	第3分冊(文字いき)224
	第3分冊(文字いき)225
	第3分冊(文字いき)226
	第3分冊(文字いき)227
	第3分冊(文字いき)228
	第3分冊(文字いき)229
	第3分冊(文字いき)230
	第3分冊(文字いき)231
	第3分冊(文字いき)232
	第3分冊(文字いき)233
	第3分冊(文字いき)234
	第3分冊(文字いき)235
	第3分冊(文字いき)236
	第3分冊(文字いき)237
	第3分冊(文字いき)238
	第3分冊(文字いき)239
	第3分冊(文字いき)240
	第3分冊(文字いき)241
	第3分冊(文字いき)242
	第3分冊(文字いき)243
	第3分冊(文字いき)244
	第3分冊(文字いき)245
	第3分冊(文字いき)246
	第3分冊(文字いき)247
	第3分冊(文字いき)248
	第3分冊(文字いき)249
	第3分冊(文字いき)250
	第3分冊(文字いき)251
	第3分冊(文字いき)252
	第3分冊(文字いき)253
	第3分冊(文字いき)254
	第3分冊(文字いき)255
	第3分冊(文字いき)256
	第3分冊(文字いき)257
	第3分冊(文字いき)258
	第3分冊(文字いき)259
	第3分冊(文字いき)260
	第3分冊(文字いき)261
	第3分冊(文字いき)262
	第3分冊(文字いき)263
	第3分冊(文字いき)264
	第3分冊(文字いき)265
	第3分冊(文字いき)266
	第3分冊(文字いき)267
	第3分冊(文字いき)268
	第3分冊(文字いき)269
	第3分冊(文字いき)270
	第3分冊(文字いき)271
	第3分冊(文字いき)272
	第3分冊(文字いき)273
	第3分冊(文字いき)274
	第3分冊(文字いき)275
	第3分冊(文字いき)276
	第3分冊(文字いき)277
	第3分冊(文字いき)278
	第3分冊(文字いき)279
	第3分冊(文字いき)280
	第3分冊(文字いき)281
	第3分冊(文字いき)282
	第3分冊(文字いき)283
	第3分冊(文字いき)284
	第3分冊(文字いき)285
	第3分冊(文字いき)286
	第3分冊(文字いき)287
	第3分冊(文字いき)288
	第3分冊(文字いき)289
	第3分冊(文字いき)290
	第3分冊(文字いき)291
	第3分冊(文字いき)292
	第3分冊(文字いき)293
	第3分冊(文字いき)294
	第3分冊(文字いき)295
	第3分冊(文字いき)296
	第3分冊(文字いき)297
	第3分冊(文字いき)298
	第3分冊(文字いき)299
	第3分冊(文字いき)300
	第3分冊(文字いき)301
	第3分冊(文字いき)302
	第3分冊(文字いき)303
	第3分冊(文字いき)304
	第3分冊(文字いき)305
	第3分冊(文字いき)306
	第3分冊(文字いき)307
	第3分冊(文字いき)308
	第3分冊(文字いき)309
	第3分冊(文字いき)310
	第3分冊(文字いき)311
	第3分冊(文字いき)312
	第3分冊(文字いき)313
	第3分冊(文字いき)314
	第3分冊(文字いき)315
	第3分冊(文字いき)316
	第3分冊(文字いき)317
	第3分冊(文字いき)318
	第3分冊(文字いき)319
	第3分冊(文字いき)320
	第3分冊(文字いき)321
	第3分冊(文字いき)322
	第3分冊(文字いき)323
	第3分冊(文字いき)324
	第3分冊(文字いき)325
	第3分冊(文字いき)326
	第3分冊(文字いき)327
	第3分冊(文字いき)328
	第3分冊(文字いき)329
	第3分冊(文字いき)330
	第3分冊(文字いき)331
	第3分冊(文字いき)332
	第3分冊(文字いき)333
	第3分冊(文字いき)334
	第3分冊(文字いき)335
	第3分冊(文字いき)336
	第3分冊(文字いき)337
	第3分冊(文字いき)338
	第3分冊(文字いき)339
	第3分冊(文字いき)340
	第3分冊(文字いき)341
	第3分冊(文字いき)342
	第3分冊(文字いき)343
	第3分冊(文字いき)344
	第3分冊(文字いき)345
	第3分冊(文字いき)346
	第3分冊(文字いき)347
	第3分冊(文字いき)348
	第3分冊(文字いき)349
	第3分冊(文字いき)350
	第3分冊(文字いき)351
	第3分冊(文字いき)352
	第3分冊(文字いき)353
	第3分冊(文字いき)354
	第3分冊(文字いき)355
	第3分冊(文字いき)356
	第3分冊(文字いき)357
	第3分冊(文字いき)358
	第3分冊(文字いき)359
	第3分冊(文字いき)360
	第3分冊(文字いき)361
	第3分冊(文字いき)362
	第3分冊(文字いき)363
	第3分冊(文字いき)364
	第3分冊(文字いき)365
	第3分冊(文字いき)366
	第3分冊(文字いき)367
	第3分冊(文字いき)368
	第3分冊(文字いき)369
	第3分冊(文字いき)370
	第3分冊(文字いき)371
	第3分冊(文字いき)372
	第3分冊(文字いき)373
	第3分冊(文字いき)374
	第3分冊(文字いき)375
	第3分冊(文字いき)376
	第3分冊(文字いき)377
	第3分冊(文字いき)378
	第3分冊(文字いき)379
	第3分冊(文字いき)380
	第3分冊(文字いき)381
	第3分冊(文字いき)382
	第3分冊(文字いき)383
	第3分冊(文字いき)384
	第3分冊(文字いき)385
	第3分冊(文字いき)386
	第3分冊(文字いき)387
	第3分冊(文字いき)388
	第3分冊(文字いき)389
	第3分冊(文字いき)390
	第3分冊(文字いき)391
	第3分冊(文字いき)392
	第3分冊(文字いき)393
	第3分冊(文字いき)394
	第3分冊(文字いき)395
	第3分冊(文字いき)396
	第3分冊(文字いき)397
	第3分冊(文字いき)398
	第3分冊(文字いき)399
	第3分冊(文字いき)400
	第3分冊(文字いき)401
	第3分冊(文字いき)402
	第3分冊(文字いき)403
	第3分冊(文字いき)404
	第3分冊(文字いき)405
	第3分冊(文字いき)406
	第3分冊(文字いき)407
	第3分冊(文字いき)408
	第3分冊(文字いき)409
	第3分冊(文字いき)410
	第3分冊(文字いき)411
	第3分冊(文字いき)412
	第3分冊(文字いき)413
	第3分冊(文字いき)414
	第3分冊(文字いき)415
	第3分冊(文字いき)416
	第3分冊(文字いき)417
	第3分冊(文字いき)418
	第3分冊(文字いき)419
	第3分冊(文字いき)420
	第3分冊(文字いき)421
	第3分冊(文字いき)422
	第3分冊(文字いき)423
	第3分冊(文字いき)424
	第3分冊(文字いき)425
	第3分冊(文字いき)426
	第3分冊(文字いき)427
	第3分冊(文字いき)428
	第3分冊(文字いき)429
	第3分冊(文字いき)430
	第3分冊(文字いき)431
	第3分冊(文字いき)432
	第3分冊(文字いき)433
	第3分冊(文字いき)434
	第3分冊(文字いき)435
	第3分冊(文字いき)436
	第3分冊(文字いき)437
	第3分冊(文字いき)438
	第3分冊(文字いき)439
	第3分冊(文字いき)440
	第3分冊(文字いき)441
	第3分冊(文字いき)442
	第3分冊(文字いき)443
	第3分冊(文字いき)444
	第3分冊(文字いき)445
	第3分冊(文字いき)446
	第3分冊(文字いき)447
	第3分冊(文字いき)448
	第3分冊(文字いき)449
	第3分冊(文字いき)450
	第3分冊(文字いき)451
	第3分冊(文字いき)452
	第3分冊(文字いき)453
	第3分冊(文字いき)454
	第3分冊(文字いき)455
	第3分冊(文字いき)456
	第3分冊(文字いき)457
	第3分冊(文字いき)458
	第3分冊(文字いき)459
	第3分冊(文字いき)460
	第3分冊(文字いき)461
	第3分冊(文字いき)462
	第3分冊(文字いき)463
	第3分冊(文字いき)464
	第3分冊(文字いき)465
	第3分冊(文字いき)466
	第3分冊(文字いき)467
	第3分冊(文字いき)468
	第3分冊(文字いき)469
	第3分冊(文字いき)470
	第3分冊(文字いき)471
	第3分冊(文字いき)472
	第3分冊(文字いき)473
	第3分冊(文字いき)474
	第3分冊(文字いき)475
	第3分冊(文字いき)476
	第3分冊(文字いき)477
	第3分冊(文字いき)478
	第3分冊(文字いき)479
	第3分冊(文字いき)480
	第3分冊(文字いき)481
	第3分冊(文字いき)482
	第3分冊(文字いき)483
	第3分冊(文字いき)484
	第3分冊(文字いき)485
	第3分冊(文字いき)486
	第3分冊(文字いき)487
	第3分冊(文字いき)488
	第3分冊(文字いき)489
	第3分冊(文字いき)490
	第3分冊(文字いき)491
	第3分冊(文字いき)492
	第3分冊(文字いき)493
	第3分冊(文字いき)494
	第3分冊(文字いき)495
	第3分冊(文字いき)496
	第3分冊(文字いき)497
	第3分冊(文字いき)498
	第3分冊(文字いき)499
	第3分冊(文字いき)500
	第3分冊(文字いき)501
	第3分冊(文字いき)502
	第3分冊(文字いき)503
	第3分冊(文字いき)504
	第3分冊(文字いき)505
	第3分冊(文字いき)506
	第3分冊(文字いき)507
	第3分冊(文字いき)508
	第3分冊(文字いき)509
	第3分冊(文字いき)510
	第3分冊(文字いき)511
	第3分冊(文字いき)512
	第3分冊(文字いき)513
	第3分冊(文字いき)514
	第3分冊(文字いき)515
	第3分冊(文字いき)516
	第3分冊(文字いき)517
	第3分冊(文字いき)518
	第3分冊(文字いき)519
	第3分冊(文字いき)520
	第3分冊(文字いき)521
	第3分冊(文字いき)522
	第3分冊(文字いき)523
	第3分冊(文字いき)524
	第3分冊(文字いき)525
	第3分冊(文字いき)526
	第3分冊(文字いき)527
	第3分冊(文字いき)528
	第3分冊(文字いき)529
	第3分冊(文字いき)530
	第3分冊(文字いき)531
	第3分冊(文字いき)532
	第3分冊(文字いき)533
	第3分冊(文字いき)534
	第3分冊(文字いき)535
	第3分冊(文字いき)536
	第3分冊(文字いき)537
	第3分冊(文字いき)538
	第3分冊(文字いき)539
	第3分冊(文字いき)540
	第3分冊(文字いき)541
	第3分冊(文字いき)542
	第3分冊(文字いき)543
	第3分冊(文字いき)544
	第3分冊(文字いき)545
	第3分冊(文字いき)546
	第3分冊(文字いき)547
	第3分冊(文字いき)548
	標準仕様書
	修正履歴（認知)
	40（認知)
	44（認知)
	046(認知)

	標準仕様書
	修正履歴(養子縁組)
	29,29-1(養子縁組)
	37(養子縁組)
	38(養子縁組)
	42,45(養子縁組)
	50,53(養子縁組)
	73(養子縁組)




